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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年９月１０日

自 午前１１時００分

至 午前１１時０８分

於 委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委 員 長 山口 経正 君

副 委 員 長 北村 貴寿 君

委 員 小林 克敏 君

〃 山口 初實 君

〃 前田 哲也 君

〃 中島 浩介 君

〃 山本 啓介 君

〃 大久保潔重 君

〃 吉村  洋 君

〃 麻生  隆 君

〃 堤  典子 君

〃 浦川 基継 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、審査の経過次のとおり

― 午前１１時００分 開会 ―

【山口(経)委員長】ただいまから総務委員会を

開会いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、前田委員、吉村委員のご

両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和2年9月定例会における

本委員会の審査内容を決定するための委員間討

議であります。

それでは、審査方法について、お諮りいたし

ます。審査の方法については、委員会を協議会

に切り替えて行いたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことといたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時 １分 休憩 ―

― 午前１１時０８分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これをもって本日の総務委員会を終了いたし

ます。お疲れさまでした。

― 午前１１時０８分 閉会 ―



第 １ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年 ９月２５日

自  午前１０時 ０分

至  午前１１時 ４分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 山口 経正 君

副委員長(副会長) 北村 貴寿 君

委 員 小林 克敏 君

〃 山口 初實 君

〃 前田 哲也 君

〃 中島 浩介 君

〃 山本 啓介 君

〃 大久保潔重 君

〃 吉村  洋 君

〃 麻生  隆 君

〃 堤  典子 君

〃 浦川 基継 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

警 務 部 長 菅谷 大岳 君

首 席 監 察 官 北村 秀明 君

首席参事官兼警務課長 山口 善之 君

総 務 課 長 川本 浩二 君

会 計 課 長 平戸 雄一 君

監 察 課 長 川口 利也 君

留 置 管 理 課 長 山田 恭市 君

生 活 安 全 部 長 福山 康博 君

生 活 安 全 企 画課長 平田 泰範 君

人 身 安 全 対 策 課 長 宮﨑 和久 君

少 年 課 長 田川 佳幸 君

サイバー犯罪対策課長 林田 克盛 君

地 域 部 長 佐々 靖弘 君

刑 事 部 長 池田 秀明 君

刑 事 総 務 課 長 平井 隆史 君

組織犯罪対策課長 池田  聡 君

交 通 部 長 森﨑 辰則 君

交 通 企 画 課 長 松岡  隆 君

交 通 指 導 課 長 式場 龍明 君

運転免許管理課長 野口 博文 君

警 備 部 長 豊永 孝文 君

警 備 課 長 車  康之 君

首席参事官兼外事課長 杉町  孝 君

会 計 管 理 者 吉野ゆき子 君

監 査 事 務 局 長 下田 芳之 君

人事委員会事務局長 大﨑 義郎 君

労働委員会事務局長(併任) 大﨑 義郎 君

議 会 事 務 局 長 松尾 誠司 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（総務分科会）

第110号議案

令和2年度長崎県一般会計予算（第7号）（関

係分）

第121号議案

令和2年度長崎県一般会計補正予算（第8号）
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（関係分）

７、付託事件の件名

○総務委員会

（1）議 案

第113号議案

知事等の損害賠償責任の一部免責に関する

条例の一部を改正する条例

（2）請 願

  な  し

（3）陳 情

・要望書（五島市）

・要望書（長崎市）

・令和3年度離島振興の推進に関する要望書

・今後の離島振興に関する特別要望

・諫早市 政策要望

・要望書（島原市）

・令和2年度 長崎県への施策に関する要望・

提案書（雲仙市）

・令和2年度 長崎県の施策に関する要望・提

案書（南島原市）

・要望書（大村市）

・防衛省へ海上自衛隊の軽航空母艦の保有は再

考すべきとの意見書を、提出する事に関する

陳情

・長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存・活

用・整備に関する陳情書Ⅷ

・身体障害者福祉の充実に関する要望書

・国に対し「消費税率を5％に引き下げること

求める意見書」提出を求める陳情書

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【山口(経)委員長】 皆さん、おはようございま

す。

ただいまから、総務委員会及び予算決算委員

会総務分科会を開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

113号議案「知事等の損害賠償責任の一部免責

に関する条例の一部を改正する条例」でありま

す。

そのほか、陳情13件の送付を受けております。

なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を総

務分科会において審査することになっておりま

すので、本分科会として審査いたします案件は、

第110号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第7号）」のうち関係部分であります。

次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部局ごとに、お手元に

お配りしております審査順序のとおり行いたい

と存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

なお、開会日の委員会において、議案外の審

査に関して説明いたしましたとおり、法定報告

や計画案件に加えて、一般的な議案外に関する

質問につきましても、事前通告に基づき質問を

行うことといたします。

一般的な議案外の質問につきましては、各委

員の質問時間は、答弁時間を含めて5分以内と

し、質問の回数は1部局の審査につき1回までと

なっております。

理事者の出席範囲につきましては、委員会室

での3密を避けるため付託議案、請願等を所管

する部局長や課長等に限定して出席を求めてお

ります。
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また、議案外の質問の際に、該当する所属以

外につきましては、退室していただくようにし

ますので、ご了承を願います。

以上、委員会日程は3日間と決定しているこ

とから、委員会の運営につきまして、委員皆様

のご協力をお願いいたします。

これより、警察本部関係の審査を行います。

【山口(経)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。

予算議案を議題といたします。

警務部長より、予算議案の説明を求めます。

【菅谷警務部長】それでは、警察本部関係の議

案についてご説明いたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の警察本部をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第110号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第7号）」のうち関係部分であります。

警察本部所管の補正予算額は、歳入予算585
万9,000円の増、歳出予算4,743万7,000円の増

となっております。

歳入予算の内容についてご説明いたします。

国庫支出金につきまして、歳出予算に計上し

ております警察署留置施設改修費に伴う警察費

国庫補助金585万9,000円の増であります。

次に、歳出予算の内容についてご説明いたし

ます。

始めに、運転免許費につきまして、道路交通

法の改正により妨害運転に係る罰則が新設され

たことなどに伴い、警察庁とオンラインで結ん

でいる運転者管理システムを改修するための経

費504万1,000円の増であります。

次に、一般警察活動費につきまして、警察本

部と各警察署間の定期的な会議や非常時におい

て警察活動の継続性を確保することなどを目的

としたテレビ会議システムの導入経費3,067万
6,000円の増、新型コロナウイルス感染症の感染

防止・拡大防止を図るための留置施設の改修経

費1,172万円の増であります。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【山口(経)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はありませんか。

【吉村委員】 今、説明のあった2ページの留置

施設の改修経費1,172万円ですけれども、この具

体的な中身について、もう少しお知らせをいた

だけないか。どういうふうな改修をされて、ど

ういうふうな運用をされていくのか、お知らせ

いただければと思います。

【平戸会計課長】留置施設の改修でございます

が、留置施設の中で感染あるいはその疑いがあ

る者が出た場合、その拡大を防止するために、

1つの警察署の既存の留置施設を改修いたしま

して、ほかの留置人と隔離をする、相互に接触

しない居室をつくろうとするものでございます。

【吉村委員】その設置箇所といいますか、県内

にこういう施設は幾つもあると思うんです。随

時ずっとやっていくのか、どこかにまとめて、

そこを運用していくというのか。今、施設の部

屋を分けるという説明なんですけれども、どう

いう部屋の造りになるのかと思って、経験から

いくと非常に狭い部屋ですから、それをもっと

広い部屋をつくって、そこに置くというふうな

ことになるのか、もう少し詳しく説明を。

【山田留置管理課長】ただいまの委員の質問で

すけれども、新型コロナウイルス感染症に限ら
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ず、新型インフルエンザ、その他感染症に感染

した者を留置する場合もありますので、隔離用

の居室というものは、委員言われましたように、

各警察署の留置施設に設置することが望ましい

と考えております。一方で、各警察署の留置場

というものは署により構造、広さなどが各々違

っております。川棚署と同等の隔離室をつくる

には、十分な広さが確保できなかったり、ある

いは構造上、設置が困難な面があるため、全く

同じ形での設備を設置するというのはなかなか

困難な面がありますけれども、今後、各署の現

状、あるいは川棚警察署での運用などを踏まえ

つつ、各警察署における必要な改善策を検討し

ていき、安全性の向上に取り組んでいきたいと

考えております。

また、部屋の構造ですけれども、留置保安上

の問題がありまして詳細はお伝えできないとこ

ろでございますが、基本的な構造としまして、

既存の留置場に対して、ポリカーボネート板に

よる遮断措置をしたり、あるいはその房専用の

部屋をさらに1つ設けまして、そこに洗面所と

か換気設備等々を設けまして安全性を高めてい

く計画をしております。

【吉村委員】今、川棚署というのが出てきたの

ですが、長崎県を考える時に、まずは中心部の

ところに設置をして、どこかで発生した場合に、

そこに持ってきてということで川棚署に設置を

する、位置的な関係で、そういう利便を考えて

設置されて、その後、各警察署に全部設置をす

るというのも大変かと思うんですけれども、取

りあえず、これで当面は運用していくというこ

とでよろしいんですか。

【山田留置管理課長】川棚警察署設置につきま

しては、先ほども少し話しましたけれども、隔

離上の設計基準がございまして、それに対応で

きる広さを有している、現在、分割された部屋

があり改修に適している、さらに委員が言われ

ましたとおり、県の中央部にありまして、設置

後の運用として、いい条件の場所にあるといっ

た、この3点が主に挙げられております。でき

ましたら、そういった形で2次感染の有無を考

慮しながら運用していくということを考えてお

ります。

【山口(経)分科会長】 ほかに、質疑はありませ

んか。

【小林委員】 運転免許費の 504 万 1,000 円に

ついて、ご説明をお願いしたいと思います。

【平戸会計課長】運転者管理システムの改修の

ことでございます。道路交通法で妨害運転に関

する罰則が新設されるなどしております。現在

運用しております運転免許に係る情報管理シス

テムのプログラム改修をしようとするものでご

ざいまして、これは警察庁とリンクをされてい

るものですので、本県も改修したいと考えてお

ります。

【小林委員】あっさりとした答弁で、私はわか

りにくいのですが、しかし、おっしゃることの

意味はよくわかると思います。

まず、6 月 30 日に、あおり運転というのをい

わゆる妨害運転と、こういうふうな規定をいた

して、これを厳罰化するというようなことが道

路交通法改正ということになったわけでありま

す。

改正をして、その後、7 月、8 月、9 月という

ことになっておりますけれども、今、新聞等の

記事によると、妨害運転をされたとか、あおり

運転の被害に遭った、そういうような通報がか

なり多く寄せられていると、こんなようなこと

の記事を読んだことがありますけれども、道路

交通法改正の 6 月 30 日以降、その辺のところ
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がどういうふうになっているか、この際、お尋

ねをしておきたいと思います。

【式場交通指導課長】あおり運転に関する通報

でございますけれども、あおり運転の法が施行

される前の 1 月から 6 月までで、あおり運転を

されたという通報が 67 件ありました。月平均

11件でございました。法改正後の7月が31件、

8 月が 19 件、合計 50 件ということで、月平均

25 件というふうに増加しております。50 件の

うち 28 件が、車間距離を詰められたといった

車間距離不保持の通報があっております。これ

は全体の 56％になっております。道路別では、

6 件が高速道路、44 件が一般道路となっており

ます。

なお、1 月から通報がありました 117 件につ

きまして、実際に検挙したのは 1 件となってお

ります。これはドライブレコーダーがついてお

りました車両で、はみ出し禁止の違反で検挙を

しております。法改正後の妨害運転による、検

挙はまだあっておりません。

なお、妨害運転ではありませんけれども、取

締りの通報が多い車間距離不保持違反ですけれ

ども、これは 1 月から 8 月末までに 28 件を検

挙しております。全てがあおり運転ではありま

せんけれども、車間距離が短かったということ

で検挙をしている状況です。

【小林委員】ただいま通報の内容等、また件数

についても、よくわかるようなご答弁をいただ

いたわけであります。

これは今も何度も言うように、6 月 30 日です。

6 月 30 日に道路交通法が改正されて、あおり運

転イコール妨害運転なんだと、こういう位置づ

けが広く県民の皆様方に浸透しているというよ

うな感じがするし、実際的にこれが要するに、

妨害運転というものがなくなるということが趣

旨なのであって、これの件数が 6 月 30 日の道

路交通法改正によっても変わらない、増えると

いうようなことになるとすれば、それはお門違

いも甚だしいと、こういうことになっていこう

かと思うんです。

ですから、そういう意味で、やはり撲滅を目

指して、これからは当局の皆様方にご尽力をい

ただかなければならないところでありますけれ

ども、私は車の運転をしないからなかなかわか

らないんだけれども、妨害運転の目に遭ったと

か、あおり運転の目に遭った、こういうような

ことがあったとしても、それを具体的に立件で

きるような環境の中にあるかというようなこと

が、なかなか率直に言って、言った、言わない

とか、見た、見ていないとか、そんなようなこ

との中で、言われるように、ドライブレコーダ

ーとかを今、つける人が多くなってきて、そう

いう意味では、いい方向に行っていると思いま

すけれども、なかなか立件しにくいと思うわけ

です。しかし、こうして 6 月 30 日に道路交通

法改正がなされて、非常に積極的に取締りをす

るという方向づけができたのではないかと思う

んです。

ですから、これまで道路交通法改正がある以

前までは、率直に言って、なかなかやりにくか

ったと、積極的に取締りするということがかな

り厳しかったかもしれないと。では、この改正

が成立してから、6 月 30 日以降、どういうふう

に積極的な取締りを行っていただけるようにな

ったのか、今まであまりできなかったことが、

これによってしっかり対応ができるようになっ

たと、取締りがしっかりできるようになったと、

こういうようなことがありますかどうか、お尋

ねをします。

【式場交通指導課長】取締りの面ですけれども、
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妨害運転でありますので、常に、あおり運転が

あった際は、妨害運転の適用を念頭に捜査を進

めております。

さらに、先ほど申し上げましたけれども、妨

害運転につながるようなおそれのある車間距離

等の違反の検挙も進めてまいります。

さらに、県警の航空隊のヘリコプターと交通

部の高速道路交通警察隊の車両が連携して、空

と地上からの取締りを今まで 6 回やっておりま

す。空から違反者を確認して、無線を受けた車

両が検挙するといった形で行っております。こ

れも、うち 3 回は佐賀県警と連携をやっており

ます。

こういったことで、妨害運転を絶対許さない

という姿勢で取締りを進めてまいります。

【小林委員】今の妨害運転の取締りの強化につ

いて、特に、地上だけじゃなくて空からもやっ

ているよと。それで、ヘリコプターでこれまで

の間に 6 回やったんだというようなことのご答

弁ではなかったかと思います。とにかく高速道

路において、地上は地上、その上において、空

からも取締りを強化するということについては、

非常に力強いと思うんです。

ただ、6 月 30 日以降、7 月、8 月、9 月の今

日までということを考えてみた時に、6 回が多

いのか少ないのかというようなことでございま

すけれども、定期的にヘリコプターなんかを飛

ばしながら、あおり運転、いわゆる妨害運転を

きちんと取り締まるということについての、と

にかく空からのそういう今の対応、6 回という

ことについては、何か規定とか基準、そういう

ものを考えておられるのか、同時に、その辺の

予算についてはどういうふうになっているのか、

この辺も併せて聞いておきたいと思います。

【式場交通指導課長】回数について、特に規定

はございませんので、今後は、空からの取締り

を含めて、回数を増やしていくように考えてお

ります。

【森﨑交通部長】あおり運転に対するご質問で

ございますけれども、まず通報件数が 6 月 30
日以降増えたと認識しております。これにつき

ましては、我々は、今回の 6 月の改正道路交通

法で妨害運転罪が新設されたということをまず

県民の皆さんにしっかりと周知を図ろうという

ことで広報活動に努めております。それと併せ

て、あおり運転をしない、させない、あおり運

転を誘発するような運転をしない、加えて、あ

おり運転を発見した場合には、すぐに 110 番を

してくださいということもしっかり周知を図ろ

うということで、広報活動に力を入れてまいり

ました。その結果、委員ご指摘のとおり、施行

後の 7 月と 8 月に増えてきている状況であり、

広報効果があったのではないかと考えていると

ころでございます。

それと、今後の取締り方針でございますけれ

ども、あくまで、まずあおり運転を県下から一

掃する、撲滅するという気持ちで、まず抑止に

力を入れていく、併せて、検挙、取締りに力を

入れる、この抑止と取締りの両面から、あおり

運転をなくしていこうという心構えでやってお

ります。

今回の道路交通法の改正を機に、各全警察署

執行隊に、あおり運転に対する取締りの強化を

指示しているところでございます。

なお、あおり運転行為を抑止するため、また

は取り締まるためには、やはり先ほどご指摘の

あったドライブレコーダーが非常に有効でござ

います。併せて県民の皆さん、各事業所に、ド

ライブレコーダーの搭載、これにつきましても

周知を図っているという状況でございます。
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また、ドライブレコーダーは、それを搭載し

ていることを明示することで、いわゆるあおり

運転行為を抑止する効果はもちろんありますけ

れども、一方で、ドライブレコーダーを搭載す

ることで、それを運転する運転者が慎重な運転

になるというような傾向もございます。非常に

効用が高いものでございますので、その浸透に

努めているような状況でございます。

【小林委員】確かに今、交通部長からご答弁を

いただいたことで、その力の入れようとか、ど

ういう効果を狙っているのか、先ほどの交通指

導課長とともに交通部長のご答弁を聞いて、概

要がよくわかったような気がいたします。

ただ、一つ、地上からと空から両方でやる作

戦、「キャッチアイ作戦」とか言うんでしょう。

これを本当は言ってもらいたかったんです。「キ

ャッチアイ」というような作戦名があると。そ

して、6 回飛ばしたということ、これは特別規

定で何回飛ばすとかいうようなことはないんだ

と。しかし、これからもうちょっと増やそうか

と思っていると、こういうお話でございまして、

大いに結構であります。

だから、今、交通部長もしっかりおっしゃっ

ていただいたように、いかにして撲滅させるか

ということ、これが目的なんです。だから、県

民の認識、意識を相当高めていかなければいけ

ないと、そういうような形のご指摘はそのとお

りであるし、また通報等が増えてきているとい

うことは、そういう広報活動がかなり効果を現

しているのではないかと、こういうような分析

をされておりまして、その受け止め方で大いに

結構だと思います。

それで、これはやっぱり予算的な措置が、ヘ

リコプターというのは、県警が所有するヘリコ

プターであろうと思いますけれども、これを定

期的に飛ばしながら、上空からも取締りをやっ

ていくぞと、こういうことになってきますと、

かなり効果があるんじゃないかと。ただ、予算

的な 1 回飛ばすと、どのくらい飛ばして、幾ら

ぐらいかかるのか、その辺の費用対効果がどう

なのかというようなこともありますけれども、

そこのところはどういうふうに受け止めておら

れるのか、ご答弁をお願いしたい。

【平戸会計課長】取締りを強化することに関す

る予算の話でございます。ヘリにいたしまして

も、高速隊のパトにいたしましても、通常から

パトロールを実施しております。出動経費ある

いは燃料費等々が必要になってまいりますが、

この経費につきましては、年間必要な額をきち

んと確保しておりますので、通常経費の中で整

理をされていくということでございます。通常

のパトロールでヘリが 1 回上空に飛びますと、

2 時間ぐらい、約 10 万円の燃料費を必要として

おります。

【山口(経)分科会長】 ほかに、質疑はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第110号議案のうち関係部分は、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 ご異議なしと認めます。



令和２年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２５日）

- 9 -

よって、予算議案は、原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。

【山口(経)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。

警察本部においては、委員会付託議案がない

ことから、所管事項についての説明を受けた後、

陳情審査、法定報告、計画案件の審査及び議案

外の質問を行うことといたします。

まず、警務部長より所管事項の説明を求めま

す。

【菅谷警務部長】今回は警察本部関係の条例議

案・事件議案に関する報告はございません。

それでは、議案外の報告事項についてご説明

申し上げます。

資料は、横長の総務委員会説明資料、警察本

部の1ページ目をお開きいただきたいと思いま

す。

これは、公用車による交通事故のうち和解が

成立いたしました3件の合計107万1,046円を支

払うため、9月1日付けで専決処分をさせていた

だいたものであります。

この損害賠償金は全額保険から支払われるこ

とになっております。

公用車による交通事故を抑止するため、警察

無線を通じて事故防止の注意喚起を促す「スポ

ット一斉指令」を行い安全意識の向上を図るほ

か、警察学校の卒業を控えた学生に対する交通

事故防止研修会を開催するとともに、各所属に

指定している安全運転指導員による教養、訓練

を実施するなど、継続して事故防止対策に取り

組んでおります。

今後も引き続き、交通事故を始めとする損害

賠償事案を起こすことがないよう、指導を徹底

してまいりたいと思っております。ご理解をお

願いいたします。

このほか、犯罪の一般概況について、人身安

全関連事案への取組状況について、特殊詐欺の

被害防止対策について、暴力団対策について、

薬物対策について、少年非行の概況について、

生活経済事犯の取締り状況について、サイバー

犯罪の取締り状況について、交通死亡事故抑止

対策について、新たな総合計画の策定について、

障害者雇用について等々につきまして、縦長の

総務委員会関係議案説明資料記載のとおりでご

ざいます。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしく、ご審議を賜りますようお願い申し

上げます。

【山口(経)委員長】 以上で説明が終わりました

ので、次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

審査対象の陳情番号は79番であります。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

【堤委員】 79番「身体障害者福祉の充実に関す

る要望書」について、7番に「障害者の移動・交

通に関する安全対策について」というところで、

公共施設や商店などの障害者などの駐車場への

駐車を阻害するような事例があるということで、

県民への理解をお願いします、また誘導ブロッ

クの安全の確保ということについても要望が出

ているわけですけれども、障害者などが利用す

る駐車場へ一般の方が駐車をしないでください

というような県民の皆さんに理解を求めたり、

啓発をしたりということは、どういうふうに取

り組まれているのか、お聞きしたいと思います。

【式場交通指導課長】民間の施設に関しまして

は、駐車スペースに関して、民間のほうで、ス
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ペースの確保とか、一般の方が止めないような

ことが取り組まれていると思います。県警でや

っていますことですけれども、身体障害者の駐

車除外指定というのがございまして、身体障害

者等の方が使用中の車両で、例えば、普通の交

通規制の標識で規制している場所については、

駐車可というふうなことをやっております。そ

れは標章が必要でありまして、去年は、1年間

で1,964件の駐車除外の申請があっております。

ということで、身体障害者の方へ配慮した駐車

規制というのをやっているところです。

【堤委員】 今のご説明の1,964件というのは、

パーキングパーミットのカードの申請があって、

それを発行してということになるわけですか。

そういうご説明ですか。

【式場交通指導課長】それはさっき申しました

駐車禁止規制の箇所で止めてもいいという話で

ございまして、それで1,964件の申請があったと

いうことでございます。

【堤委員】よくわからなかったのですが、後で

説明をいただきたいと思います。

例えば、一般のいろいろなドライバーに対す

る免許更新であったり、それから子どもたちに

対する交通安全の指導であったり、いろんな機

会を捉えて交通安全について普及啓発、取り組

まれていると思うんですが、そういったところ

でこの障害者の交通に関する部分について触れ

られるということはないのでしょうかとお尋ね

をします。

【式場交通指導課長】いろんな更新の場である

とか、交通の講習、集まりとか、そういった場

におきまして、障害者に配意した駐車というこ

とを広くお願いしているところであります。

【堤委員】県民の皆さんにまだ浸透していると

は言えないのではないかと思いますので、ぜひ

いろんな機会を捉えて、そういうことについて

理解を求める取組を進めていただきたいと思い

ます。点字ブロックについても、そこに荷物を

置いたり、車を止めたりして歩行の妨げになっ

たりということもたびたびありますので、本当

に機会を捉えてお願いしたいと思います。

それで、別の話になりますが、信号機のない

横断歩道で歩行者がいる時にドライバーが止ま

るというのが、長野県が一番よくドライバーが

止まっていると、全国的にマナーが一番いいと

いうことを言われますが、長野のお話を聞くと、

子どもの時にドライバーが止まってくれていた

ので、自分が免許を取った時に、そうするもの

だという意識が浸透しているというお話を聞い

たことがあります。そういうことを考えると、

本当に子どもたちに対する教育も大事であるし、

またドライバーに対するそういう理解を求める

働きかけというのも非常に重要ではないかと思

いますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。

【山口(経)委員長】ほかに、質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、陳情につきましては、承っておくことと

いたします。

次に、法定報告として、「経営状況説明書」、

「地方自治法第180条による知事専決事項報

告」並びに、計画案件として、「次期総合計画素

案」について、各提出資料に対して質問を行う

ことといたします。

なお、質問は提出資料の範囲にとどめ、それ

以外の質問については、個別にご対応いただく

ようお願いいたします。

それでは、どなたか質問はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外の所管事務一般に対する質問を行

うことといたします。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時３５分 休憩 ―

― 午前１０時３８分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開します。

それでは、議案外の所管事務一般について、

どなたか、ご質問はありませんか。

【麻生委員】 おはようございます。2 項目につ

いて、お尋ねをしたいと思います。

1 つは、薬物対策について報告がありますけ

れども、長崎市の高島で大麻の案件がありまし

た。栽培をしているということで、島民が 300
名、少ない状況でありますけれども、今、若者

が若干移住されておりますけれども、これにつ

いて、今後の対策について、どのように取り組

まれるかお尋ねしたいのが 1 点。

あと１点は、今、車の車検整備状況が、車は

よくなっておりますけれども、要するに、無車

検、車検をせずに走行しているということで、

ナンバー自動読取装置というのが国土交通省に

ありますけれども、これを使って県内でも実施

の状況があるのかどうか、今後、見込みがある

のかどうか。全体で 0.02％程度ということで、

県内登録台数が 96 万台あるわけでありますの

で、今後の取組状況について、お尋ねしたいと

思います。

【池田組織犯罪対策課長】薬物事犯の関係につ

いてお答えいたします。

全国的な薬物事犯の検挙人員につきましては、

近年、1 万 3,000 人を超えるペースで推移して

いるところですけれども、平成 26 年以降は、

大麻の検挙人員が増加しております。

また一方、県内では、ここ数年、薬物事犯全

体の検挙人員は 40人から 50人のペースで推移

しておりますが、やはり全国同様、ここ数年は

大麻の検挙人員が増えております。ここ 3 年間

で言いますと、平成 29 年に 16 人、平成 30 年

に 20 人、昨年、令和元年には 23 人という検挙

人員となっておりまして、昨年だけで言います

と、23 人のうちの 9 割が 10 代、20 代、30 代

という若年層となっております。

こうした背景には、外国においては大麻が合

法化されているところもあるというところから

の罪悪感が欠如していたり、人体にとって特に

影響はない、害が少ないという誤った認識であ

るとか、あるいはインターネットとか、友人、

知人等を通じて入手が比較的容易であるという

ところが考えられるところであります。

こうしたことを踏まえまして、県警としまし

ては、これまで以上に関係機関や団体と連携い

たしまして、徹底した取締りを始めといたしま

して、薬物乱用防止教室や各種キャンペーンを

通じた広報啓発活動、こうしたことに力を入れ

まして、薬物事犯の根絶に努めてまいりたいと

考えております。

【式場交通指導課長】毎年、九州運輸局の長崎

運輸支局と合同で、九州運輸局が所有する可搬

式ナンバー自動読取装置を用いた街頭検査を実

施しております。令和 2 年中が 1 回やりまして、

そのうち 1 回がナンバー読み取り装置を使って

の実施となっています。令和元年中は 5 回実施

しまして、うち 1 回が可搬式ナンバー読取装置

を使った実施となっております。

【麻生委員】薬物対策について先ほど説明あり

ましたけれども、高島で起きた事案というのが

島民に対して不安を与えているということもあ
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りますし、あそこでは高齢化していまして、そ

ういう一方では、シュノーケリングだとか、若

者が何人か入ってきているわけです。新しく子

どもさんも生まれています。そういった中で、

離島だとか、あまり人がいないところに大麻を

栽培するとかという話があるわけですから、巡

回だとか、情報の収集、こういう取組をどうい

うふうに考えておられるのか、お尋ねをしたい

と思います。

【池田組織犯罪対策課長】委員がおっしゃられ

たとおり、人口が少ないような離島とかで栽培

事案があったということについては、島民の方

も非常にショックを受けているのではないかと

考えております。ですので、これまで以上にパ

トロールあるいは巡回活動等々を通じて、そう

した情報の入手に努め、こうした事案が二度と

発生しないよう努めてまいりたい、このように

考えております。

【山口(経)委員長】 ほかに、質問はありません

か。

【堤委員】 2点ありますが、まずＤＶ、配偶者

等暴力事案の認知件数ということで、前年同期

よりも増加をしているということについて、こ

の原因をどう捉えていらっしゃるか、お聞きし

ます。

【宮﨑人身安全対策課長】 お答えいたします。

本年7月末で、ＤＶ事案につきましては238件
を受理しておりまして、前年同期比で48件の増

加となっております。昨年1年間の受理件数が

354件で、一昨年と比較しても約20件増加する

など、近年、受理件数は高止まりの状態が続い

ております。ＤＶ事案が全国的な社会問題とし

て取り上げられるようになったことで、被害者

の相談意識が高まっていることも増加の一つの

原因ではないかと考えております。

【堤委員】全国的に増えているというのは、さ

さいなことでも通報するようなことが増えてい

るということも前にお聞きしたんですけれども、

今年の場合は、コロナ禍で、例えば、在宅時間

が増えたり、あるいは収入が減ったり、雇用環

境が悪化してのストレスといったことは考えら

れるのでしょうか。

【宮﨑人身安全対策課長】全国的なコロナウイ

ルスの影響ではないかということですけれども、

確かに今年、月別で見ますと、本年の1月、3月、

4月につきましては、前年同期比で十数件ずつ

増加しているところでありますが、その中で、

ＤＶの原因がコロナウイルスに関連しているか

どうかというのは判然としないところがありま

す。強いて挙げれば、6月中に特別定額給付金

の申請あるいは受け取りに絡んだＤＶ事案を2
件受理しているのみでありますので、全体的な

増加要因につきましては判然としないところが

あります。

【堤委員】はっきりとはわからないということ

ですが、ただ給付金のことではトラブルがあっ

たということですね。

今後も増えていくと思われますので、素早い

対応とか、被害者の安全確保をよろしくお願い

したいと思います。

もう一件、今年度、長崎児童相談所に現職の

警察官を派遣しているということがありました。

これについて、業務の内容であったり、どのよ

うな役割を果たすことになるのかをお尋ねした

いと思います。

【田川少年課長】ご質問にお答えしたいと思い

ます。

まず、簡単に派遣経緯についてご説明させて

いただきますと、これは全国ニュースでも大変

大きく取り上げられたところでありますけれど
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も、平成30年3月に、東京都目黒区におきまし

て、5歳の女の子が虐待、死亡したという事案、

そして千葉県野田市におきましても、小学4年
生の女の子が虐待されて亡くなられたという非

常に大きな事件がございました。国においても、

これを重大視して、緊急の閣僚会議が開催され、

その中でいろいろな施策が取りまとめられまし

て、全国に、警察だけではなく、関係する機関

に通達が流されたところでございます。

警察において何をするかというふうなところ

でありますけれども、警察におきましては、児

童相談所と連携をして、共に、そういった通報

があった場合に、児童の安全を確保して、犯罪

行為に当たる場合には、しっかりと対処するよ

うにとの指示がございましたので、本県におき

ましても、これは緊急に対応をする必要がある

ということで、本年4月1日から、警察官を派遣

したところでございます。

ご質問の仕事の内容でございますけれども、

派遣先では、児童相談所の職員とともに児童虐

待容疑家庭への訪問、そして先ほどご説明いた

しました児童相談所と警察署等の関係機関との

連絡調整といった橋渡し的な役割もしていると

ころでございます。

【山口(経)委員長】 ほかに、質問はありません

か。

【小林委員】全国警察捜査に顔認証と、新聞に

こういう大きな見出しが出ております。顔認証

システムというのは、私の考え方では、当然、

法令等に基づいて、過去いろいろ事件があった

際の逮捕された人とか、関わった人の写真を撮

ってデータベースに保管をしながら事件解決の

糸口にする、あるいは参考にする、活用すると

か、当然そういうことはもう既になされている

と思っているんですけれども、新聞等によりま

すと、最近こういう顔認証システムがあたかも

導入されたかのような報道の内容になっていま

すけれども、何かシステムが以前と変わったと

か、新たに顔認証のシステムがこれだけ大きく

報道されるような内容になったのかどうか、そ

の辺のところがわかりませんので、ご答弁をお

願いしたいと思います。

【平井刑事総務課長】委員のご質問にお答えし

ます。

本システムは、全国的には今年の3月から運

用が開始されております。なお、警察庁とか、

一部の大都市圏、警視庁等であれば、数年前か

ら運用していた実績はあります。

システムの概要といいますのは、わかりやす

く言いますと、量販店などで万引きなどの行為

が映っていると、それと警察が保有している被

疑者写真システム、これとを照合するようなシ

ステムであります。その周辺にいる人とかを特

定とかなんとか、そういったものには使ってお

りません。あくまでも犯罪を犯した人と過去の

前歴者、これの照合で、類似した人がいないか

とか、そういったところであります。

本システムで浮上した人物については、これ

を直ちに証拠として使うことはありません。あ

くまでも捜査情報であって、似たような人物は

こういう人物です、というのが出るわけであっ

て、それは現場との結びつき等の裏付け捜査、

あるいは可能性があるならば居宅の捜索、差押

え、こういったもので令状に基づいて適正な捜

査に努めるようにしております。

なお、この効果といたしましては、捜査の効

率化、迅速化、これによって被疑者が早期に発

見され、検挙に至る。もう一つが、内部的な話

でありますけれども、そういったふうに早くな

るということは、働き方改革、長時間の張り込
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み等がなくなるということで合理化が図られる

ものと思っております。

【小林委員】刑事総務課長、今の趣旨はよくわ

かりました。

例えば、新聞の中に、要するに、こういう顔

認証のシステムがいわゆる個人のプライバシー

の侵害につながる可能性もあるのではないかと、

そんなようなことを心配する向きもあると、こ

んなことを指摘しているんですけれども、今の

お話を聞いても、個人のプライバシーを侵害す

るようなそんな法令に基づかないやり方をする

はずがないと思っておりますけれども、その点

についてはいかがでございますか。

【平井刑事総務課長】これは事件捜査のために

必要な分、要は、犯人の特定のためですから、

先ほど言いましたけれども、あくまでも万引き

の行為者の特定のためだけに行うものであって、

その他のものに活用することはありません。ま

た、提供を受けた資料につきましても、刑事訴

訟法上の証拠に当たります。法令に基づいて適

正に管理をしております。

【小林委員】法令に基づいて、しっかりとした

管理のやり方で、個人のプライバシー等を侵害

するようなことは断じてあり得ないと、そうい

うことを強くおっしゃっていただいて、なおし

っかりそのやり方がわかったと思います。

最後になりますけれども、例えば、新聞の記

事で、捜査で入手した防犯カメラなどの顔画像

を入力、過去に逮捕した容疑者らの顔写真と照

合すれば、目や鼻、口、眉などの特徴が近い順

に複数の顔写真と氏名、住所、犯歴といったデ

ータが画面に表示され、捜査が非常にしやすく

なっているような感じがします。そういうこと

から考えて、非常に捜査は進むと思いますが、

似たような人がいっぱいいるものですから、誤

認逮捕につながるようなことがないのかと、こ

こだけお尋ねしておきます。

【平井刑事総務課長】委員ご指摘のとおり、本

システムで浮上した人物を即座に犯人と特定す

るわけではありません。当然、複数人出ますの

で、必要な捜査、例えば、類似する人物であれ

ば、双子であれば当然似ているのは当たり前で、

そういった蓋然性はないのかとか、そういった

ところの必要性からこれを裏付け捜査、そうい

ったものを進めて誤認逮捕がないように努めて

いっております。

【小林委員】 ありがとうございました。

【山口(経)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、警察本部関係の審査結果について整理し

たいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時５５分 休憩 ―

― 午前１０時５５分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。

引き続き、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行いますが、理事者入替えのため、し

ばらく休憩し、入替え次第、行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時５６分 休憩 ―

― 午前１１時 ０分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。

これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。

出納局及び各種委員会事務局は、分科会付託

議案及び委員会付託議案がないことから、委員

会による審査とし、関係局長より所管事項につ
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いての説明を受けることといたします。

まず、人事委員会事務局長より所管事項の説

明を求めます。

【大﨑人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の所管事項についてご説明をいたします。

「議案説明資料（追加1）」と書いてある資

料の1ページでございます。

令和２年度県職員採用試験についてでありま

すが、大学卒業程度の「行政」など12職種にか

かる試験や民間企業等職務経験者の「行政」、

「社会福祉」及び「土木」並びに海外活動等経

験者の「行政」の選考試験を実施し、8月24日
に最終合格者を発表いたしました。

また、警察官Ⅰ類（男性・女性）〔第1回〕

の試験を実施し、9月14日に最終合格者を発表

いたしました。

このほか、警察官Ⅰ類（男性・女性）〔第2
回〕、短大卒業程度試験、高校卒業程度試験、

警察官Ⅲ類（男性・女性）の試験、障害者及び

就職氷河期世代を対象とした選考試験の実施に

つきましては、それぞれ記載のとおりでござい

ます。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

【山口(経)委員長】 次に、労働委員会事務局長

より所管事項の説明を求めます。

【大﨑労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の所管事項についてご説明をいたします。

議案説明資料、こちらは「追加1」と書いて

ない資料でございますが、その資料の1ページ

でございます。

（調整事件について）

これは労働組合と使用者との間で生じた紛争

に関する事件でございますが、前回説明以降、

新たな申請はなく、この間取り扱いました事件

2件のうち1件が打切りにより終結しており、現

在調整中の事件は1件でございます。

（審査事件について）

これは不当労働行為に係る審査事件でござい

ますが、新たに申し立てられた事件はなく、現

在審査中の事件は3件であります。

（個別的労使紛争について）

これは労働者個人と使用者の間で生じた紛争

に関する事件でございますが、新たに申出のあ

った事件1件が取下げにより終結をしており、

現在調整中の事件はございません。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

【山口(経)委員長】 以上で説明が終わりました。

出納局及び、各種委員会事務局においては陳

情、法定報告、計画案件及び、議案外の質問が

ないことから、これをもって審査を終了いたし

ます。

出納局及び各種委員会事務局関係の審査結果

について、整理したいと思いますので、しばら

く休憩いたします。

― 午前１１時 ３分 休憩 ―

― 午前１１時 ３分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、9月28日の月

曜日は、午前10時から委員会を再開し、企画部

関係、並びに地域振興部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午前１１時 ４分 散会 ―



第 ２ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年９月２８日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時３７分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 山口 経正 君

副委員長(副会長) 北村 貴寿 君

委 員 小林 克敏 君

〃 山口 初實 君

〃 前田 哲也 君

〃 中島 浩介 君

〃 山本 啓介 君

〃 大久保潔重 君

〃 吉村  洋 君

〃 麻生  隆 君

〃 堤  典子 君

〃 浦川 基継 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

企 画 部 長 柿本 敏晶 君

企画部政策監
（ＩＲ推進担当）

吉田 慎一 君

企 画 部 政 策 監
（次世代情報化推進担当）

三上 建治 君

政 策 調 整 課 長 小林  純 君

政 策 企 画 課 長 陣野 和弘 君

政策企画課企画監
（次期総合計画担当）

福田 義道 君

Ｉ Ｒ 推 進 課 長 小宮 健志 君

次世代情報化推進室長 小川 昭博 君

地 域 振 興 部 長 浦  真樹 君

地域振興部政策監

（離島・半島・過疎対策担当）
村山 弘司 君

地域振興部次長 坂野花菜子 君

地域振興部参事監
（県庁舎跡地活用担当）

村上 真祥 君

地域づくり推進課長 浦  亮治 君

地域づくり推進課企画監
（離島振興対策担当）

徳永 真一 君

市 町 村 課 長 大塚 英樹 君

土 地 対 策 室 長 原田 一城 君

交通政策課長（参事監） 小川 雅純 君

交通政策課企画監
（航路対策担当）

椿谷 博文 君

新幹線対策課長 峰松 茂泰 君

県庁舎跡地活用室長 苑田 弘継 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。

なお、吉村委員は、文教厚生委員会に付託さ

れました請願の審査に紹介議員として出席する

ため、本委員会への出席が遅れる旨の連絡があ

っておりますので、ご了承をお願いいたします。

これより、企画部関係の審査を行います。

【山口(経)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。

予算議案を議題といたします。

まず、企画部長より、予算議案の説明を求め

ます。

【柿本企画部長】 おはようございます。

企画部関係の議案についてご説明いたします。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資
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料」をお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第110号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第7号）」のうち関係部分であります。

今回の補正予算は、歳入予算で合計75億
1,819万3,000円の増、歳出予算で合計909万円

の増を計上いたしております。

この歳入予算の内容は、各部局で歳出予算を

計上しております新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金等を活用した事業に対応

するものであり、政策企画課において歳入予算

を計上するものであります。

また、歳出予算の内容は、本県におけるＳｏ

ｃｉｅｔｙ5.0の実現に向け、ＩＣＴ利活用に関

する意識啓発・醸成を図るとともに、「新たな

日常」へ対応するための新技術の活用や、デジ

タル化、オンライン化の推進に要する経費を計

上するものであります。

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【山口(経)分科会長】 次に、次世代情報化推進

室長より補足説明を求めます。

【小川次世代情報化推進室長】おはようござい

ます。

私から、第110号議案「令和2年度長崎県一般

会計補正予算（第7号）」の次世代情報化推進

室分につきまして、補足説明をさせていただき

ます。

追加で配付をさせていただきました「総務委

員会補足説明資料 令和2年度9月補正予算事業

説明書」をご覧ください。

今回の補正予算は、本県における新型コロナ

ウイルス感染症拡大を受け、県内におけるＩＣ

Ｔ利活用の動きが出てきており、県においても

こうした動きをさらに促進、加速するために必

要となる予算を計上させていただいております。

本事業におきましては、意識啓発セミナーの

開催及び本県におけるデジタル化、オンライン

化を推進するための調査等を行うこととしてお

ります。

意識啓発につきましては、本県におけるＳｏ

ｃｉｅｔｙ5.0の実現を図るためには、県民や県

内事業者の皆様にＩＣＴ利活用の意識をお持ち

いただき、取組を進めていただくため、県内各

地域において、ＩＣＴ利活用をテーマとしたセ

ミナーやワークショップを開催することとして

おります。

また、デジタル化、オンライン化につきまし

ては、新型コロナウイルス感染防止と県内にお

けるＩＣＴ産業の活性化を促進するため、県内

企業や県内大学、高等専門学校などが有する「新

たな日常」に対応した新技術、サービスについ

て調査をし、カタログ化のうえ、広く県内企業

や県民の皆様へ周知、ＰＲすることにより、導

入促進を図ってまいりたいと考えております。

さらに、研究開発中の新技術、サービスにつ

きましては、企業とのマッチングや実証等を実

施し、商品化やサービスの提供につなげてまい

りたいと考えております。

これらの取組により、ＩＣＴ利活用や分野横

断的な技術・サービスの利活用を促進すること

で、本県におけるＳｏｃｉｅｔｙ5.0の実現、県

内産業の振興につなげてまいりたいと考えてお

ります。

以上、私からの補足説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【山口(経)分科会長】 以上で説明が終わりまし
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たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

しばらく休憩します。

― 午前１０時 ５分 休憩 ―

― 午前１０時 ５分 再開 ―

【山口(経)分科会長】 再開します。

採決ですが、吉村委員が遅れるとのことです

ので、戻られ次第、採決に移ります。

【山口(経)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。

企画部においては、委員会付託議案がないこ

とから、所管事項等についての説明を受けた後、

陳情審査、法定報告、計画議案及び議案外の審

査を行うことといたします。

まず、企画部長より、所管事項の説明を求め

ます。

【柿本企画部長】企画部関係の議案外の所管事

項についてご説明いたします。

お手元の「総務委員会関係議案説明資料」を

お開き願います。

（新たな総合計画の策定について）

来年度以降の県政運営の指針となる新たな総

合計画の策定については、去る6月定例会に

「人・産業・地域を結び、新たな時代を生き抜

く力強い長崎県づくり」を基本理念として、10
の基本戦略と47の施策から成る「素案骨子」を

お示しし、ご議論をいただいたところでありま

す。

今般、県議会や有識者懇話会でのご意見など

を踏まえながら施策の具体化を進めるとともに、

各施策がＳＤＧｓの17の目標のうち、どの目標

の推進に繋がるのかの明示、まちや産業が大き

く変わっていくことを発信する「本県の近未来

像」、そして県民所得向上対策などを加えた「計

画素案」をお示ししております。

なお、基本戦略のうち企画部部分では、基本

戦略3－1「人口減少に対応できる持続可能な地

域を創る」において、県内への普及・啓発や関

係団体等と連携した取組を行うＳＤＧｓの推進

や、新型コロナウイルス感染症に対応したニュ

ーノーマル（新たな日常）も見据えてのＳｏｃ

ｉｅｔｙ5.0実現に向けた推進体制の構築、第5
世代移動通信システム（5Ｇ）の基地局設置な

ど地域を支える情報通信基盤の整備促進等を推

進することとしております。また、基本戦略3
－2「地域の特徴や資源を活かし、夢や希望の

持てるまちを創る」においては、特定複合観光

施設（ＩＲ）区域の整備や、九州新幹線西九州

ルート開業とＩＲ誘致の動きを見据えたＭａａ

Ｓ等の新たなモビリティサービスの導入などを

推進してまいります。

企画部においては、このような取組を積極的

に推進することで、新たな時代を生き抜く力強

い長崎県づくりの実現を目指してまいりたいと

考えております。

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご

意見をお伺いするとともに、パブリックコメン

ト等により県民の皆様の声をお聞きしながら、
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今年度中の計画策定に向けて検討を進めてまい

ります。

2ページをお開き願います。

（特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進

について）

ＩＲ区域の整備については、新型コロナウイ

ルス感染拡大を踏まえ、国による自治体へのヒ

アリングが行われており、現在、令和3年1月4
日から7月30日までとされている区域整備計画

の認定申請期間の延期が検討されているとの報

道もなされております。

こうした中、本県において、ＩＲ事業者への

聞き取りを行ったところ、感染拡大防止のため、

出入国制限が継続されている現状を踏まえ、多

くの事業者からは、「現時点で公募が開始され

た場合、対応が困難である」等の意見をいただ

いたことから、本年夏頃を予定していた事業者

の公募開始については、いったん見送ることと

いたしました。

本県としては、今後の国の動向や事業者の状

況等を総合的に勘案しながら、いかなる状況に

も適切に対応できるよう、しっかりと準備を進

めてまいりたいと考えております。

今後とも、県議会や県民の皆様のご意見を伺

いながら、佐世保市はもとより、九州・山口各

県及び経済界との連携を深め、九州・長崎ＩＲ

の実現に力を注いでまいります。

（Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の推進について）

本県におきましては、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の実

現に向けた取組を推進しており、去る9月1日に

は、ＩＣＴ関連企業、情報通信関連企業、各業

界団体、県内大学、金融機関及び県内市町のご

参画をいただき、「ながさきＳｏｃｉｅｔｙ5.0
推進プラットフォーム」を立ち上げました。プ

ラットフォームのメンバーの方々からは、「Ｓ

ｏｃｉｅｔｙ5.0の実現に向けたアクションを

起こし、地場企業振興の流れを作れるよう努力

したい。」「ＩＴ化が目的ではなく、人の力を

引き出すＩＴの仕組みをつくるべき。」「通信

環境や地理的な不利条件などによって、取り残

される市民が出てこないようにする必要があ

る。」などのご意見もいただいたところであり

ます。

今後、当該プラットフォームにおきまして、

「5Ｇなどの情報通信基盤の整備」やＩＣＴの

利活用による「豊かで質の高い県民生活の実現」

及び「新産業の創出・地場産業振興及び地域振

興」、さらには「県・市町におけるデジタル化

の推進」について、潜在的なものも含めて課題

を掘り起こし、その解決方法などに関する協

議・検討を深め、本県の様々な分野におけるデ

ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を促

進し、新型コロナウイルス感染症の拡大に対応

するためのニューノーマル（新たな日常）への

対応を図りながら、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の実現を

目指してまいります。

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【山口(経)委員長】 次に、政策企画課企画監よ

り補足説明を求めます。

【福田政策企画課企画監】次期総合計画の策定

に関しまして、補足して説明させていただきま

す。

はじめに、現在の総合計画に係る数値目標の

進捗状況についてご説明いたします。

資料につきましては、「長崎県総合計画チャ

レンジ2020 令和元年度の数値目標の進捗状

況（概要版）」をご覧願います。
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この資料は、長崎県総合計画チャレンジ2020
の4年目である令和元年度の数値目標の達成状

況を取りまとめたものでございます。

2ページをご覧いただきたいと思います。

下段の方に一覧表を掲載しておりますけれど

も、施策と事業群の指標を合わせた250項目の

数値目標のうち、指標が重複しているものや、

令和元年度に目標値を設定していないものなど

63項目を除く187項目の達成状況は、「達成・

順調」と整理したものが100項目（53％）、「や

や遅れ」と整理したものが50項目（27％）、「遅

れ」と整理したものが37項目（20％）となって

おり、前年度と比較しますと、目標を達成した

割合が低くなっております。

数値目標別に見ますと、新型コロナウイルス

や国際情勢の影響を受けて目標値を達成できな

かったものがあり、例えば長崎空港の利用者数

につきましては、これまで順調に推移してきま

したけれども、令和元年度は新型コロナウイル

スの影響に加え、香港の民主化デモなどの影響

を受け、目標達成に至りませんでした。

また、ながさきファミリープログラムのよう

に、新型コロナウイルスの影響により、年度末

にかけて事業自体が実施できず、目標を達成で

きないものも見られました。そのようなことも

要因の一つとなり、「達成・順調」と整理した

ものが平成30年度に比べ、6ポイント減少して

おります。

なお、「やや遅れ」とした50項目の指標のう

ち36項目については、目標値に対する実績値が

90％以上の水準に到達しております。

一方、「遅れ」としたものが20％あることか

ら、今回の検証結果を踏まえ、庁内で危機意識

を共有しながら、総合計画に掲げる施策をさら

に推進し、最終目標の達成に向けて全力で取り

組むとともに、次期計画においては足らざる取

組の追加・拡充を図ってまいります。

続きまして、次期総合計画の素案についてご

説明いたします。

資料は、表紙に「長崎県総合計画（仮）素案」

と記載した冊子をご覧いただきたいと思います。

この素案につきましては、6月定例会でお示

ししました「素案骨子」の記載内容を具体化し

たほか、県議会をはじめ、次期総合計画懇話会

やスクラムミーティングでいただいたご意見な

どを反映いたしまして、最終の計画案に近いも

のとしてまとめております。

それでは、骨子から変わりました主な箇所を

ご説明いたします。

まず、3ページから5ページをお願いいたしま

す。

こちらには、県がＳＤＧｓに取り組む趣旨や、

それぞれの施策がＳＤＧｓのどの目標の推進に

つながっていくのか、関係性を記載しておりま

す。また、35ページ以降の基本戦略では、施策

ごとに、関連するＳＤＧｓの目標を表示してお

ります。

次に、25ページから35ページにかけてでござ

いますけれども、「本県の近未来像」を追加し

ておりまして、県内各地域でまちや産業構造が

大きく変わるということを発信してまいります。

次に、35ページをお開き願います。

このページから158ページにかけまして、基

本戦略を記載しております。戦略ごとに記載し

ている将来像や背景につきましては、データを

最新値に時点修正したものなどがございますが、

骨子の記載内容と大きな変更はございません。

続きまして、37ページをお願いいたします。

上段の方に各施策の取組と目指す姿というも

のを記載しておりますが、その下に施策を代表
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する成果指標と数値目標を設定したほか、施策

を構成する事業群につきましても指標と数値目

標を盛り込んでおります。

この指標設定の考え方でございますが、施策

につきましては成果を図るアウトカム指標を設

定することとし、事業群につきましてはアウト

カム指標を基本としながら、設定が困難な場合

は事業の活動量や活動実績をはかるアウトプッ

ト指標を設定しております。

また、今年度からスタートしている「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」と一体的に推進す

る観点から、総合戦略と共通する事業群につき

ましては総合戦略と同じ数値目標を設定してお

ります。

なお、総合戦略と共通する数値目標に関しま

して、新型コロナウイルスの影響も懸念されま

すが、県としましては、総合計画の目標は5年
間の目標として掲げるものであり、コロナの影

響を乗り越えて5年後の目標達成を目指すとい

う考えを基本としております。

その上で、新型コロナウイルスの影響により、

計画期間中に目標の達成が明らかに困難な状況

になれば、議会にもお諮りをして改定をすると

いうことを基本に考えております。

なお、この数値目標に関する参考資料といた

しまして、各常任委員会に所管部局に関する指

標の設定理由と目標値の設定根拠を整理した資

料を配付させていただいております。

続きまして、159ページをお願いいたします。

県民所得向上対策でございます。

この項目につきましては、骨子の段階で盛り

込んでおりませんでしたが、現計画と同様に総

合計画の中に位置付けて取組を継続することと

し、令和3年度以降の取組の考え方や産業分野

ごとの取組についてまとめたものでございます。

次に、164ページをお願いいたします。

政策横断プロジェクトでございます。

素案骨子では、長崎しまの創生プロジェクト

など、7本のプロジェクトに関する取組の方向

性をお示ししておりましたが、一つのプロジェ

クト当たり、見開き2ページで現状や課題など

を整理し、数値目標を加えまして主な取組をお

示ししております。

次に、178ページをお願いいたします。

地域別計画でございます。

素案骨子では、振興局の管轄地域をベースと

して、各地域の地域づくりの方向性のみお示し

ておりましたが、スクラムミーティングをはじ

め、市町の意見も伺ったうえでまとめたもので

ございます。

180ページから各地域の計画になりますけれ

ども、長崎・西彼地域の計画を例に申し上げま

すと、はじめに地域の特性と課題、人口の推移

などの統計データ、それから各地域の近未来像

を整理いたしまして、182ページ以降に地域の

目指す姿や数値目標を設定したうえで、地域づ

くりの方向性をお示しする形としまして、以下、

各地域同様に記載をしております。

次に、223ページをお願いいたします。

計画の実現に向けた基本姿勢でございます。

素案骨子では、基本姿勢に係る視点といたし

まして、連携・協働の推進や行財政改革の推進、

ＰＤＣＡサイクルの推進など5項目をお示しし

ておりましたけれども、それぞれ説明と取組の

概要を記載しております。計画の実現に向けて

は、このような基本姿勢で取り組んでまいりま

す。

最後に、今後のスケジュールでございますが、

今月16日から、この素案についてパブリックコ

メントを実施しております。併せまして、市町



令和２年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２８日）

- 22 -

や関係団体に意見照会を行っております。また、

10月上旬には、次期総合計画懇話会の開催を予

定しており、こうしていただいたご意見につき

まして、本議会でのご意見とともに計画案に反

映いたしまして、11月定例会に議案として提出

したいと考えております。

以上で説明を終わらせていただきます。

よろしくお願いいたします。

【山口(経)委員長】 次に、ＩＲ推進課長より、

補足説明を求めます。

【小宮ＩＲ推進課長】 おはようございます。

ＩＲ区域整備の推進につきまして、補足して

説明をさせていただきます。

お手元に配付させていただいております「九

州・長崎ＩＲ区域整備計画骨子（行政部分）」

をお開きください。

6月定例会におきまして、一旦ご説明をさせ

ていただいておりましたけれども、この区域整

備計画骨子につきまして、修正箇所をポイント

を絞ってご説明をさせていただきます。

まず、資料の15ページをお願いいたします。

こちらは実現に向けて取り組むべき方向性と

いうことで、地域理解の促進を記載しておりま

す。中ほど左に黄色で方向性を示しております

けれども、一般県民の欄でございます。開催し

ております県民セミナーの記載でございますけ

れども、6月定例会におきましては「具体的な

スケジュールを調整中」と記載をいたしており

ましたけれども、「新型コロナ等の状況を勘案

し、実施手法や時期等を検討中」という記載に

改めてございます。

次に、16ページをお願いいたします。

九州連携の促進についての記載でございます。

一番上の現状の民間のところでございます。九

州地域戦略会議におきまして、「〇」の3つ目、

「ＩＲ事業者に対し議長名のメッセージを送

付」ということで、本年5月に開催されました

九州地域戦略会議での決議内容を追記いたして

おります。

右にまいりまして、議会、九州各県議会議長

会、本年5月に会議が開催され、「九州第一弾

のＩＲ区域として認定すること」ということで、

改めて決議をいただいております。「Ｒ2年5月」

を追加させていただいております。

同じく行政、九州地方知事会、こちらも本年

5月に開催されましたので、「Ｒ2年5月」を追

加いたしております。

それから、中段の黄色で示しております方向

性、こちら右側の欄になりますけれども、九州

経済界の意識醸成、2つ目の「・」でございま

す。一番最後の行になりますけれども、「経済

界へ働きかけ」ということで6月はとどめてお

りましたけれども、括弧書きの（ＷＧ設置を含

めた実効性のある仕組みについて、経済界と協

議中）というこの1行を追記をいたしておりま

す。

次に、23ページをお開きください。

中ほどに緑で示しておりますスケジュール、

産学連携コンソーシアムの構築の欄でございま

す。Ｒ2年上半期のところに、「近隣の大学等

による準備会の立ち上げ」と記載しております

けれども、6月時点では「複数大学での立ち上

げ」ということで記載をしておりましたけれど

も、県内の複数の大学との意見交換が進んでお

りますので、「近隣大学等による準備会の立ち

上げ」ということで記載を改めております。

次に、27ページをお願いいたします。

懸念事項対策といたしまして、左下の方向性

でございます。「Ｒ2年10月頃：準備会の設置」

ということで記載しております。6月にお示し
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した際には、「Ｒ2年秋頃」としておりました

のを、具体的に協議が進んでまいりましたので、

10月頃の準備会設置ということで改めてござ

います。

次に、連携・協働体制の構築イメージの欄を

お願いたいします。

各部会の連携の例ということで、例えば依存

症と治安、それぞれの部会の連携、こういった

四角で記載しております連携の例について表記

を具体化したものでございます。

それから、もう一枚お手元に円グラフのＡ4
横の資料を追加させていただいております。

こちらは、これまでＩＲ事業者と意見交換を

させていただいておりまして、今回、夏頃開始

予定としておりました事業者の公募手続きを一

旦見送ったところでございますけれども、その

事業者の意見についてお示ししたものでござい

ます。

公募開始時期につきましては、お示ししてお

りますとおり、89％を占める事業者が「少し待

ってほしい」というご意見でございます。右に

まいりまして、基本方針案の公表を待つべきと

いう意見、それから、出入国制限緩和を待つ必

要性があるという意見は多くの事業者からいた

だいておりますので、本委員会において説明を

させていただいた次第でございます。

私からの説明は以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山口(経)委員長】 以上で説明が終わりました

が、先ほど保留しておりました採決を行います。

【山口(経)分科会長】 分科会を再開します。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第110号議案のうち関係部分は、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 異議なしと認めます。

よって、予算議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定されました。

【山口(経)分科会長】分科会の審査が終了しま

したので、委員会を再開します。

【山口(経)委員長】次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

審査対象の陳情番号は56番であります。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。

次に、法定報告として「経営状況説明書」及

び計画案件として「次期総合計画素案」並びに

「九州・長崎ＩＲ区域整備計画骨子」について、

各提出資料に対して質問を行うことといたしま

す。

なお、質問は提出資料の範囲にとどめ、それ

以外の質問については個別に対応いただくよう

お願いいたします。

それでは、どなたか質問はありませんか。

【小林委員】まず、ＩＲについてでありますけ

れども、6月定例会において、要するに国の基

本方針が出ないままの状態の中で、要するに来

年の1月4日から7月30日まで、いわゆる区域認

定を求めて、その申請書を出す、間に合わない

んだというようなことで、結局、夏から冬にか

けて業者の選定をやるんだと。それから、来年

の6月定例会に申請書の内容の承認を求めて、

それで頑張ると、こういう話をしたばっかりで
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すよ。それで間違いないのかと。要するに国の

基本方針は、区域認定に向けてのいろんな基本

的な考え方が示されると。だから、それが非常

に大事だということで、この基本方針を今か今

かと、こういうことで待っておったと思うんで

す。ところが、1月にカジノ管理委員会が立ち

上げられて、それから基本方針が公表されると、

こういう段取りではなかったかと思うんです。

ですから、最初、ある程度緩やかに考えておっ

たわけです。

ところが、なかなか基本方針が公表されない

と。来年の1月4日から7月30日までに間に合わ

ないと。だから、もう見切り発車的にやるんだ

と、こんなようことをここで宣言したばっかり

なんだよ。それがもう、わずかの日程の状況の

中で変わってしまったと。いとも簡単に変わる

わけだよ。

しかも、一月前の8月26日に、当時の菅官房

長官は、ＩＲについては規定どおり進めている

んだということで、遅らせるとか、そんな発言

は一回もないし、今なお、ないではないか。

それを、要するに、もう間に合わないと。1
月4日から7月30日までは変わってないんです

よ。変わってないにもかかわらず、間に合わな

いからということでこの議会に、いわゆる事業

者の選定については夏から冬の短い時間である

けれども、しっかり頑張って間に合わせたいと

いう決意を言っておったんだな。そういう方針

でいっていたけれども、またこういうことでひ

っくり返ってしまったと。一体何がどうなのか

と。

では、尋ねますけれども、それだけのことを

言っておきながら、今変わったということ、こ

れを見送るという形になったということについ

ては何が原因なのかと、ここをはっきり明確に

申し上げてもらいたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】小林委員ご指摘のとおり、

当初、政府スケジュールに従って、この夏にも

公募を開始すべきということで準備を進めてま

いりました。

事業者等のヒアリング結果につきましては、

先ほどお示ししたグラフのとおりでございまし

て、政府におきましては、この新型コロナウイ

ルスの感染拡大によって、事業者の準備、検討

が進んでいないという状況、それに伴いまして、

自治体の準備状況等も確認しながら対応すると

いうことをこの間発言をされております。

私どもも事業者にヒアリングをする中で、新

型コロナウイルスによる影響が大きいところ、

またはそういった渡航、出入国の制限がかかっ

ているという状況を踏まえて、この事業者の公

募手続きを一旦見送ったところでありますので、

この新型コロナウイルスの状況をしっかりと見

極めながら対応していきたいと考えているとこ

ろでございます。

【小林委員】 大体、今、ＩＲ推進課長が言って

いるようなことは、一貫して新聞記事等々に載

っているような内容だし、また、説明をしてき

たその内容とどうして変わったかというところ

については、大体決まりきった文句ではないか

と思うんです。

だから、もう実際的に、国が1月4日から7月
30日は今なお変えてないということ。それは大

阪とか横浜とか、そういうところが遅れるかも

しれないぐらいの話で、そういう申請を遅らせ

ているというような、それぞれの大阪とか、あ

るいは横浜等々の動きがあることは間違いがな

い。しかし、国は、正式に1月4日から7月30日
を遅らせると、こういうことを明らかにしてな

いではないか。
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前回も見切り発車であったけれども、今回も

見切り発車なのか、これは。そういうところに

ついて、では、今からの我々の基本方針として、

いつ頃にこの事業者の公募を始めて、そして、

いつ頃決定をするのかと。そして、6月議会に

申請をする等々の話はいつ頃になるのか。その

見通しが全く明らかにされてないではないか。

これがとても大事だと思うんだけれども、その

点については明確に答えてもらいたい。

【小宮ＩＲ推進課長】今、小林委員からご指摘

がございましたとおりでございまして、当初、

来年の6月定例県議会に区域整備計画を議案と

してお示しをしてご議論いただくという予定で

ございましたけれども、ＩＲに詳しい大学の教

授でございますとか、弁護士等、あとはデベロ

ッパー等に意見をお聞きしましたところ、おお

むね新型コロナウイルス感染拡大によって事業

者への影響がございますので、政府スケジュー

ルが6か月から1年程度遅れるのではないかと

いう非常に確度の高い情報を得ておりますので、

今のＲ3年の1月4日から7月30日までの申請受

付期間が遅れるという情報をもとに、今後のス

ケジュールを改めて検討し直したいと思ってご

ざいます。

具体的に基本方針案の内容が政府から示され

ましたら、県議会へ議案として提出する時期等

についても、本委員会等にご説明しながら、具

体的に検討してまいりたいと考えております。

【小林委員】 6か月から1年ぐらい遅れるとい

うようなことの、なんか名言だな、「確度の高

い情報」というのか、今頃は。どんな確度か。

確度の高い情報なんというのは初めて聞いたけ

れども、いろんな言い方があるな。確度の高い

情報、どこからもってきたか、それは。

要するに、大学の先生とか、いろんな関係の

方々がいらっしゃるかもしれんけれども、正式

な公表ではないわけだ。それを、要するに確度

の高い情報だということで6か月から1年間ぐ

らいはずれ込むだろうと。

しかし、いいか、6か月から1年間というのは、

6か月の差があるぞ。わかっているのか。6か月

から1年間というのは、約半年の差があるわけ

だよ。

そうすると、いわゆる今までの1月4日から7
月30日が、6か月か1年ぐらい遅れると。6か月

遅れるか1年遅れるか、これによって、事業者

の公募というのがかなり変わってくると思うん

だよ。だから、その辺の情報を明らかにしなけ

ればならんし、国の考え方も、また菅内閣がで

きたわけだし、いわゆる推進者である菅内閣が

できたわけだ。そんなようなことになっていけ

ば、やはりこの情報を確実なものにして、いつ

事業者の公募を始めるのか。いつ頃、議会にそ

の内容をお示しして、議会の承認を得るのかと

か、これまで計画していたとおりの、いわゆる

ずれる状況の中で、6か月なのか1年なのかと、

こういうことについて、全然明確になってない

ではないか。まさに不透明だよ。

こんな状況の中で、非常に不安を感じるんだ

けれども、もう一度その辺について、政策監ど

うか、それは。

【吉田企画部政策監】 8月には、私が国のＩＲ

担当部局の責任者クラスを訪問させていただき

ました。また、9月には、副知事が関係省庁の

幹部クラスをお訪ねして、一日も早く基本方針

を示していただくようお願いをしたところでご

ざいます。

この間、国土交通大臣の方からは、基本方針

について次のような見解を述べられております。

「現在、カジノ管理委員会との協議を行ってお
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り、ＩＲ推進本部の決定を経たうえで正式に決

定、公表をするということで、関係自治体の状

況を丁寧に確認しながら、しっかりと対応して

いかなければならない」と。

今、4つの地域が区域認定を目指しているわ

けですが、それぞれの自治体の状況ごとに、そ

の申請期間、いつにしてほしいというのは異な

ってまいりますので、その辺をしっかりと国も

丁寧に確認をしながら、どこも困ることがない

ように対応したいということですので、これか

ら後は主観的な観測になりますけれども、遠か

らず公表され、それはなおかつ長崎県にとって

も困らない申請期間になるのではないかという

ふうに見込んでいるところでございます。

【小林委員】この点については最後にするけれ

ども、やっぱり6月議会に、夏から冬にかけて

公募をして事業者を決定すると。あのことはひ

ょっとしたら要らなかったかもしれないな。要

するに、そういうところの情報が、確度の高い

情報をつかみきれなかったのか。そう言われて

も仕方がないよな。あの6月議会で、ここでや

ったんだろう。君らは、そういうところについ

ては、もうとにかく間に合わないからと、夏か

ら冬にかけて頑張ると。こんな短い期間の中で

見切り発車でいいのかと、こんな話をしたばっ

かりじゃないか。

だから、ひょっとしたら、6月議会で示した

内容というものは、率直に言えば確度の高い情

報をあなた方がつかみ切ることができなかった。

その後において、今、課長が言っているような

情報が入ってきてと、こういうことで先延ばし

になったと、こういうことなんだな。

6か月と1年の違いは非常に重いと思うよ。か

なりの間があいているぞ。だから、この辺のと

ころは、もっと確度の高い情報を、これからも

なおつかみながら、遅れないように、しかも本

当に1月4日から7月30日までが基本的に変わる

のかと、どれくらい変わるのかというようなこ

とをはっきりつかんでもらうことをお願いした

いと思います。

それから、時間がないから次の質問です。

こうやってころころ変わるわけだ、長崎県も。

国が基本方針を明らかにしないから、結果的に

長崎県もいろんな情報をもとに、しかし、誤報

だってあるかもしれないと思ったりして心配を

するけれども、一応確度の高い情報をもってそ

うやって日程を変えていく。

一番大事なことは、今、要するに応募するで

あろうと期待されている事業者の3者、ここが

もう不透明だと、もうこれ以上待ちきれないと

いうことで、要するに撤退するようなことはな

いのかと、これが一番心配なんです。ここのと

ころについては、もう一度、どういうふうに3
者については考えていますか。

【小宮ＩＲ推進課長】小林委員からご指摘いた

だきました、様々な情報、例えば政府スケジュ

ールですとか、基本方針案に記載される内容、

引き続き不透明な状況が続きますけれども、私

どももしっかりと情報をキャッチしてまいりた

いと考えております。

今、お尋ねがありましたＲＦＣに参加いただ

きました3者につきましては、投資意欲の減退

ですとか、本県を撤退すると、そういう意見は

お聞きしておりませんで、この政府スケジュー

ル等不透明な状況ではありますけれども、しっ

かりと長崎のＩＲにご応募いただけるようにコ

ミュニケーションを図っているところでござい

ます。

【小林委員】 この3者が絶対撤退することがな

いように。そういう不透明であるというような
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形で、今、大阪でも横浜でも、いろいろ事業者

の方々が撤退をされている。こんなようなこと

が非常に心配なので、長崎県としては、そこの

ところが一番きちんと押さえておかなければい

かんこと。

同時に、むしろ反対に、さっきのデータなん

かを見てみると、要するに、これから公募に応

じたいという考え方を持ってくださっているよ

うな、他に事業者があるかのような話なんだ。

やっぱり国が言うように、公平で公正でという

ようなところで、そんな手続きのもとにすぐれ

た事業者を我々は選定しなければならない。よ

り多くの事業者が応募できる環境をつくるとい

うこと、そして、競争性を確保することが重要

である。ここのところね、競争性、こういうこ

とを確保することが重要であると思うけれども、

県の見解を求めたい。

【小宮ＩＲ推進課長】今現在、国から示されて

おります基本方針案におきましても、事業者の

選定につきましては、公平性、透明性を確保す

るということが求められておりますので、小林

委員ご指摘のとおり、より多くの事業者にご応

募いただいた中で、競争性を確保しつつ、公正・

公平な事業者の選定を実施してまいりたいとい

うのは本県の考えるところでございます。

【小林委員】そうすると、今回の事業者公募を

遅らせることによって、今現在、3者が手を挙

げて継続していただいているというあなた方の

答弁のもとに、さらに新たに事業者が参加する

ような見込みが考えられるかどうか、その手ご

たえを感じているかどうか、3プラス何者とい

うような新たな事業者が参加するような、応募

してくださるような、そういう見通しが立つか

どうか、そこはどうですか。

【小宮ＩＲ推進課長】 私ども、この間、ＲＦＣ

に参加いただいた3者はもとより、1者でも多く

の事業者に本県のＩＲ導入に関心を示していた

だいて、公募手続きを開始した後には応募いた

だけるように努めてまいりました。ここでは具

体的な何者というのを申し上げることは困難で

ありますけれども、複数の事業者がさらに検討

を深めていただいているという状況にございま

す。

【小林委員】 そうすると、今の説明は、今の3
者プラス、名前は言われないし何者ということ

は言われないけれども、新たに参加する、応募

してくださるような可能性が高いというような

確信に触れているよね。

そういうことで、遅らせたがゆえに現場を見

たいとか、あるいは現場に行ってやりたいと。

そのためにはコロナがもう少し落ち着いて、そ

れぞれ現場に行けるような環境がということを

事業者が望んでいらっしゃると。そんなような

確信のもとにおいて、今の3者プラス新たな事

業者が見込まれるということは非常に結構な話

だよ。だから、延ばすことによってそれだけの

メリットがあるということは大変ありがたいと

思うんだ。

私は最後に申し上げておきたいんだけれども、

やっぱり九州・長崎ＩＲの魅力は、それだけす

ばらしいんだという一番の確たる証拠は、事業

者がそれだけ応募をしてくださるという、この

応募の数が多いということは、まさにＩＲの区

域認定を受けるために、やっぱり九州・長崎Ｉ

Ｒについてはとても魅力のあるところなんだと

いうところを、認定に向けてのアピールに大い

に役立てないといかんし、また、そういう方向

にもっていかなければいけないということだ。

そんなようなことを考えるけれども、最後にそ

の見解を聞きたい。
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【小宮ＩＲ推進課長】確かに、本県の公募によ

り多くの事業者が応募していただくことについ

ては、適正な競争性を確保した中で、地域貢献

ですとか、地元雇用ですとか、そういった事業

計画の質が向上するということもあろうかと思

いますけれども、私ども九州・長崎ＩＲという

ことで誘致を進めておりますけれども、この九

州・長崎がＩＲの計画の地として魅力が高いと

いうことが客観的に示されるもの、これは事業

者の応募の数で対応できるということで、今、

小林委員からお話がありましたように、1者で

も多くの事業者が応募いただくことについては

国へのアピールにもつながるものと考えており

ますので、しっかりと国の状況等も見極めなが

ら、ＩＲ事業者の準備状況等も判断して、公募

時期については今後検討を進めてまいりたいと

考えております。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【前田委員】ＩＲについて、引き続き質問をさ

せていただきたいと思います。

事業者の公募については、今、種々ご議論が

あったので、そこはそことしながら、質疑前の

課長説明の中の項目の一つで27ページ、実現に

向けて取り組むべき方向性の懸案事項対策全般

というところの説明があったわけです。その中

で、準備会について、当初は令和2年としか言

ってなかったので、今回改めて10月ということ

で準備会を設置という説明があったわけです。

先ほどの議論の中で事業者の公募は引き続き様

子を見るという話の中で、ＩＲを推進するとい

う前提で懸念事項対策を先行するのはいいこと

だと思うんですけれども、ここについて、行程

というか日程の変更というのを検討したのかど

うか。10月というと来月の話ですから、そのこ

とについて一つお聞きしたいのと、その上の段

に「全国に先駆けてギャンブル等依存症対策推

進計画を策定」とありますけれども、準備会を

設置し、これから具体的な検討に入るのであれ

ば、なおさら、改めてもう一度このギャンブル

等依存症推進の計画について、県民に対して周

知する必要性があると私は思っているんですが、

この1月以降の準備会設置まで間の県としての

動き、どういうことをしたかということも含め

てご答弁をまずいただきたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】まず、スケジュールにつ

きましては、事業者の公募・選定が今後、当初

予定よりも遅れてくるということでございます

ので、準備会、こちらは県並びに佐世保市、地

域の周辺住民の代表の方、それから関係の部署

等で準備会を発足いたします。その後、ＩＲ事

業者が決まりましたら、ＩＲ事業者もこのメン

バーとして入ってまいりますので、そこで具体

的な議論が進んでこようかと思っております。

それから、区域認定を勝ち取った後、この準

備会が正式に協議会という体制を構築していく

ということで、予定をいたしております。この

間、関係する団体等に出向いて、依存症対策、

それから治安、青少年、組織犯罪の意見交換を

進めるとともに、この協議会への参画について

依頼をしてきたところでございます。

【前田委員】 わかりました。

ということは、来月、この準備会を設置する

けれども、実際の準備会のメンバーとか選定、

それから事業者も入ってくるということですか

ら、正式に協働体制として完了して具体的な検

討に入るというのは、ここにあるように年が明

けてからということの認識に立ちました。

その上で、先ほども質問したんですけれども、

結局、そのＩＲについて県民の中でまだ賛成、

反対とあるわけじゃないですか。そして、反対
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する人たちの中で、やはり懸念されていること

は、ここに書かれているような依存症や青少年、

組織犯罪、治安対策に対して心配というか、不

安を持っているわけであって、このことも含め

て依存症の対策推進計画を策定されていると私

は思うんですが、そうであるならば、なおさら

正式に準備会を立ち上げるということも含めて、

改めて、さっきの答弁の中でも一部出てきまし

たけれども、この4つを含めたところでの県民

の不安を払拭するというか、軽減するような、

もしくは逆に県民がどういうところに本当に不

安を感じているのか、どういう団体がどういう

意見を持っているのかということを、改めてこ

の年内に向けて活動をしていくべき時期じゃな

いかと思うんですが、そういうことについては

どのようにお考えですか。

【小宮ＩＲ推進課長】今、前田委員のご指摘は

本当に重要なポイントでございます。私どもは、

この4つの部会を一つの大きな動きとして捉え

ておりまして、今年度も若干予算化しておりま

したけれども、来年度に向けて、Ｒ3年の予算

要求に向けて、福祉保健部とも連携・調整を取

りながら、県民の方々がどのような不安をお持

ちなのか、どのようなことを懸念されているの

か、そういったところをしっかりと情報収集し

つつ、報道各社の協力も得ながら、県民の皆様

に対してしっかりと、こういったＩＲに関する

懸念事項の対策については周知を図ってまいり

たいと考えております。

【前田委員】推進計画を策定する際にそういう

作業もやっていると思いますが、改めて、第2
段階、次の段階に入ったということでお願いを

しておきたいと思います。

総合計画も続けて質問していいですか。

総合計画については、6月定例会で素案をご

説明いただいて、今日、素案について、また改

めて詳細な説明を受けたわけで、中身について

はもう広範囲にわたっているので、私の方から

の質問は、今回、策定に至る行程について2～3
点質問させていただきたいと思います。

行程を質問したいということで、別紙資料を

いただきました。委員のところにも配付されて

おりますので、これに基づいて質疑をさせてい

ただきたいと思います。

まず、県民のニーズ、市町や県民のニーズを

くみ上げるという作業を、このスケジュール案

でいくと、昨年の7月にスクラムミーティング、

県民アンケート、また意見交換会、今、ヒアリ

ング等々行ってやったということです。

まず、1点目として、この県民アンケート、

資料としてもいただいていますけれども、これ

は総合計画をつくるに当たっていつも、前年に

こうやって調査をしていると思うんですが、前

回のアンケートの内容の項目がほぼ一緒なんで

すね。そう考えた時に、時代が変わっていく中

で、この質問の項目の設定とか、アンケートの

とり方が果たしてこれで十分というか、その時

その時の時代の県民の方の思いとかをすくい上

げているのかというのは若干疑問があるんです。

このアンケート調査をかける時、これは委託し

ていると思うんですが、何と言えばいいのかな、

出す際の条件設定というか、そういうものは前

回と今回と比べて、何か出し方について変化が

あっているんですか。

【福田政策企画課企画監】県民アンケートの設

問につきましては、過去の調査と同じ設問によ

り経年変化を見て、県民の意識の変化でありま

すとか、認識を確認するものと、一方では、時

代の流れの中で県民の考えを把握するものを設

定したところでございます。
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したがいまして、一定前回と同じ設問を設け

ているわけですけれども、今回新たにアンケー

トの問11の先端技術の期待することでありま

すとか、問12の長崎県活性化、未来を創るため

に必要な政策及び具体的取組というものを、今

回、時代の流れの中でということで設けたとこ

ろでございます。

【前田委員】 経年変化を見るという意味で、5
年前の調査項目を踏襲しながら、今言ったよう

な新しい項目を追記しているということですけ

れども、ちょっとやっぱり他県も含めたところ

で、少しアンケートの項目内容というのは研究

した方がいいと私は思います。

併せて、調査の方法ですけれども、郵送によ

り自記入式調査ということで、分析を見てもわ

かるとおり、少し男女というか、年齢層も含め

て偏りがあるような感じがしています。そうい

ったところも含めて、もしかするとここに書い

ているような高校生や大学生、若い方の意見も

集めているのかもしれませんけれども、調査方

法についても今後検討すべきと思います。この

サンプル数であったり、この調査方法について

の結果としてのアンケートの成果の偏りという

ものはないんですか。

【福田政策企画課企画監】まず、サンプルです

けれども、対象者につきましては無作為抽出と

いうことで、一定間隔で抽出をするということ

で人口構成に比例した形で対象者が選定されま

して、結果として若い世代の回答者が少なくな

っております。こういった調査では仕方ないと

ころがあるものと考えております。

若い人のサンプルが非常に少なかったわけで

すけれども、今回の計画の策定に当たりまして

は、若者の意見を施策に反映させるということ

で、高校生や大学生との意見交換も積極的に行

いまして、アンケートではわからないような若

者の考え方も幅広く把握できたものと考えてお

ります。そういうことで、若者の意見について

は捕捉をしたいと思います。

【前田委員】企画監、仕方ないと言われたらそ

れで終わってしまうんですけれども、やっぱり

今のような形で郵送による自記入式調査という

と、この調査だけに限らず、郵送で返す方とい

うのは年齢の高い方に偏ってくると思うんです

ね。それを補う意味で高校生、大学生と意見交

換をしたということですけれども、単発の期間

の一定の回数の中で、本当にくみ取れるのかと

いうことを考えた時に、少しニーズの調査とい

うのが足りてないというか、不十分だと思って

いるので、今後、そのことも次に活かしてほし

いと思います。

私が一番大丈夫なのかなと思っているのは、

よく総合計画を立てた時に、21市町と連携して

ということも、当然総合計画ですから、それに

沿って進捗の目標とか、ＫＰＩの数値目標も立

てる、ＫＰＩの数値目標は、結局は県単独で数

値を上げるということよりも、市町が取り組ん

でいって、その集計としてＫＰＩの目標達成に

なってくるということを考えた時に、もう少し

つくり込みの過程の中において、市町からの意

見のくみ上げとか、認識の共有、もっと言えば

市町は市町で、当然市町ごとに総合計画を立て

ていますよね。その市町の総合計画は県の総合

計画の5年のスパンと一致するものではありま

せんから、当然ずれが生じる中で、本当に県の

総合計画が市町の方に連携して反映されるのか

ということについて、もう少し作成の段階でも

っと密に協議をし、やっていかないと、毎回こ

ういう流れでやっていると、なかなか本当に市

町と連携がとれているのかということについて、
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その5年後について、十分な成果、よりよい成

果を出すためにはここの段階が大事だと思うん

ですけれども、そういうことに対しては何か意

識を持っているとか、今般はそこも考えながら

こういう取組をしたということがあれば、ご答

弁をしていただきたいと思うし、このことは私

の要望なので、この質問で終わらせていただき

たいと思いますが、答弁をお願いします。

【陣野政策企画課長】 前田委員お話のように、

県の総合計画ではございますけれども、それを

実現するためには当然市町との連携というのは

重要だと考えております。

そうした中で、総合計画の中では県全体の計

画も併せまして地域別計画というのもつくって

おります。その策定に当たりましては、各振興

局と市町が計画策定の段階から協議しながら進

めてきたという実績がございます。

また、私どもも市町との連携は何よりも必要

ということで、今回、策定の過程の中でも昨年

から市町と意見交換をしましたし、この総合計

画につきましては、今年の3月につくりました

総合戦略とも施策を一致させるということで、

その総合戦略の策定に当たりましても意見を交

換したところでございますが、委員からご指摘

がありましたように、今後の総合計画並びに総

合戦略の策定に当たりましても、策定の最初の

段階から十分市町と協議しながら進めていくと

いう視点を持って今後も取り組んでいきたいと

考えております。

【山口(経)委員長】 換気のため、しばらく休憩

いたします。

11時15分から再開いたします。

― 午前１１時 ４分 休憩 ―

― 午前１１時１４分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開します。

ほかに質問はありませんか。

【大久保委員】私も、今回素案が出ております

総合計画について質問をしたいと思います。

基本戦略の中にＳＤＧｓの推進とか、ニュー

ノーマルを見据えてのＳｏｃｉｅｔｙ5.0とか、

横文字のキーワードがたくさん出ておりますけ

れども、特に、このＳｏｃｉｅｔｙ5.0について

は、9月1日にプラットフォームが立ち上がった

ということで、これからどういうことをしてい

くのかということを恐らく議論していくんだろ

うと思います。

そこでお尋ねですけれども、Ｓｏｃｉｅｔｙ

5.0があるということは、遡れば恐らく4.0、3.0
もあるんでしょう。ただ、時代の流れというか、

スピードがものすごく速くなったと思うんです

ね、1.0の時代と2.0と3.0からすれば。もうつい

この間4.0と言っていたのが5.0ということで、

そういうスピード感の中で、長崎県としてこの

Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0を、例えばどのくらいで推進

していくのかとか、あるいはＳｏｃｉｅｔｙ5.0
で、特にこういうコロナ禍の時代とか、あるい

は長崎県の人口が減っているとか、そういう状

況下にあって、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0でどんな県の

未来像が描かれるのか、あるいは、我々県民の

生活にどう変化があるのかというのを、ざっく

りお尋ねしたいと思います。

【小川次世代情報化推進室長】私から、大久保

委員のご質問に回答させていただきたいと思い

ます。

まず、今回、委員からご指摘がありましたと

おり、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0といったことにつきま

しては、県の施策として非常に重要な取組だと

考えていまして、今回の次期総合計画の中にも、

政策横断プロジェクトとか、全ての項目の中で
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それらの取組をお示しをさせていただいている

状況でございます。

また、今、国の方でもデジタル化のスピード

が非常に加速しておりますので、そこにつきま

してもデジタル庁の設置等々の議論もございま

すので、そのあたり国の動き等々もしっかりと

注視をしながら取組を進めていきたいと考えて

いるところでございます。

また、先般、9月1日に「ながさきＳｏｃｉｅ

ｔｙ5.0推進プラットフォーム」を立ち上げまし

て、こちらの方には産学金官ということで、様々

な分野の委員の方々にもご参画をいただいてお

ります。この中で情報基盤の整備ですとか、い

ろんな条件不利地におきます県民の充実した生

活ですとか、新産業の創出、新サービスの創出

等々もやっていきたいと思っておりますし、最

後には行政の中でのデジタル化といったところ

もしっかりと取組を進めていきたいと考えてお

ります。

【大久保委員】先日の一般質問でも、やはりこ

のコロナ禍にあって行政手続等の煩雑さ、スピ

ードというのを市民、県民の皆さんが非常に指

摘をされましたので、そういう意味では、例え

ば行政のデジタル化が進むということによって

非常に効率がよくなる、あるいは、住民サービ

スがよくなるということが想像できると思いま

すね。

それから、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0を実現するため

に、その情報基盤の整備ということで、やはり

ここのお題目の中には、第5世代移動通信シス

テム、いわゆる「5Ｇの基地局設置など」とい

うことが書いてあります。恐らくこれは必須な

のかなと思いますが、例えば5Ｇの環境を整備

するために、今後、長崎県でどのような需要と

いうか、何か生まれてくるのか、そういったと

ころも予測で構いませんけれども、教えていた

だければと思います。

【小川次世代情報化推進室長】今、ご指摘がご

ざました5Ｇについての設置の方向性ですけれ

ども、まずもって5Ｇを整備するに当たりまし

て、そのベースとなります光ファイバーが必要

になってきております。

平成30年度末の県内におきます光ファイバ

ーの利用可能世帯率といいますのが91.8％とい

うことで、全国で47位、最下位ということにな

っておりました。しかしながら、今回、令和2
年度の2次補正で、総務省におきまして光ファ

イバーの整備の予算が措置をされましたので、

県内の未整備地区を有する各市町としっかりと

連携をしながら、令和3年度末あたりまでには、

ある程度、一部離島を除きまして光ファイバー

の整備を進めていきたいと考えております。

そういう基盤をベースとしまして、今ご指摘

のありました5Ｇの設置ですけれども、5Ｇにつ

きましても、現在、情報通信業者の皆様方が全

国に設置を進められているところでありますけ

れども、県内におきましても、まずはその5Ｇ
を使ったサービスですとか、産業ですとか、そ

ういったところをしっかりとニーズを掘り起こ

しまして、通信事業者の方々にも設置について

働きかけをやっていきたいと考えております。

【大久保委員】高速の大量な情報網を使うそう

いう整備というのは、今回の補正予算にも国の

ＧＩＧＡスクール構想ということで、子どもた

ちにパソコンを1台ということで、その通信環

境が整えば、これは県内のそれぞれの地域にお

いても、その地域による格差を是正するような

取組にもなってくるかなと思いますので、ぜひ

進めていただきたいと思います。

では、その5Ｇで今後、まだ先のことかもし
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れませんけれども、何か5Ｇをするために、聞

くところによると全国を幾つかのメッシュに分

けて基地局を整備していくということであれば、

長崎県でどれぐらいそういうのができるのか。

それに伴ってどういう需要というか、コロナ禍

で落ち込んだ長崎県の経済をちょっと喚起する

ような需要があるのか、その5Ｇの整備によっ

てですね。そこらあたり、ちょっと触れていた

だきたいと思います。

【小川次世代情報化推進室長】 5Ｇの設置につ

きましては、まずは総務省の方から各通信事業

者の方々に周波数の割り当てをされて、2年以

内に各都道府県にまずはサービスを提供するこ

とと。さらに5年以内には、全国で、今ご指摘

がありました10キロ四方のメッシュで約4,500
あるんですけれども、その50％以上に5Ｇを設

置することということで示されております。

長崎県内でいきますと、約120程度のメッシ

ュになるのかなと思うんですけれども、そこに

つきましてどのようなニーズがあるのかという

ご指摘なんですけれども、まずは離島の方で考

えていきますと、遠隔治療ですとか、5Ｇの特

性としまして、超低遅延ですとか、超高速とい

ったことがございますので、医療の問題ですと

か、今委員からご指摘がありましたＧＩＧＡス

クール、教育のところでの遠隔授業等々でのニ

ーズというのが、まずは出てくるのかなと考え

ております。

【大久保委員】全国の中で、県内で言うと大体

120メッシュぐらいということを想定されてお

りますね。もちろん、その120メッシュを整備

するための需要というのは出てくるでしょうが、

今まさに言われた子どもたちの教育の分野であ

るとか、あるいは医療の分野で、ぜひ大いにこ

のテクノロジーを活用していただく、そのため

には、やっぱりこの流れに乗り遅れないように、

あるところは強めに、特に離島地域の遠隔医療

がこれで実現するとあらば、まさにこれは強く

強く推し進めていただきたいと思っております。

それから、また同じようにお題目の中に、こ

れまた横文字でＭａａＳという新たなモビリテ

ィサービスの導入ということで書いてあります。

最近、ちょこちょここのＭａａＳというのも目

にするようになりましたが、これが具体的に県

内においてどういった事業につながっていくの

か、これも含めてお示しいただきたいと思いま

す。

【陣野政策企画課長】ＭａａＳにつきましては、

本県におきましては、特に背景といたしまして、

ＩＲの整備や新幹線の開業という形で新たな人

の流れが期待されておりますので、そういった

ところから新幹線の駅やＩＲを起点としまして、

訪れた観光客の皆さんをいかにスムーズに県内

に周遊させるかという視点が重要と考えており

ます。

そうしたものの一つのツールといたしまして、

ＭａａＳ、新たなモビリティサービスの導入を

図っていきたいということで、今年度から事業

を展開しております。

具体的に申し上げますと、ＭａａＳの導入に

関する協議会を7月末に設置いたしました。バ

ス、鉄道、航路の関係者の交通事業者、または

観光事業者、さらに県内の自治体の皆様にもご

参画いただきまして、まず、協議会を立ち上げ

ております。

そうした中で、今年度中に、本県においてど

ういったＭａａＳの導入の方向性や手法という

のを、方針をつくりたいと思っておりまして、

現在、協議会を進めているところでございます。

今年度中に、その指針、方針を策定いたしまし
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て、具体的には来年度以降、交通事業者の皆様

に実証事業等を展開していただきまして、最終

的には令和5年に実走という形を目指して、現

在事業を取り組んでいるところでございます。

【大久保委員】スケジュール感でいうと、まだ

ちょっと先みたいですので、しっかり進めてい

ただきたいと思います。

今の課長の説明では、非常に前向きな、長崎

のこれから、新幹線とか大きな交通インフラの

整備に伴って県内を周遊したり、観光といった

面での活用ということでありましたけれども、

先日の、これまた私も一般質問で取り上げまし

たが、特に地域の公共交通、バス路線なんかも

非常に地元の市町の負担が大きくなっていると。

だからといってバス路線を廃止するわけにもい

かないということですね。やはり交通弱者、高

齢者等そういう人たちにとって、とって代わり

得るＭａａＳというシステムが、今までのやり

方から変わって、地元の負担をなるだけ軽くし

ながら、効率をよくして、そして交通弱者の方

の対策にもなっていくということが想定をされ

ているのか、お示しいただきたいと思います。

【陣野政策企画課長】先ほども申し上げました

けれども、ＭａａＳを本県でどういった形で導

入するのか、その方向性などを検討するという

ことを申し上げましたが、その前提といたしま

して、今現在、国内外でどういったＭａａＳの

事業が展開されているのかという情報も収集し

ているところでございます。

そういう中には、先ほど観光型ＭａａＳと申

し上げましたけれども、地域の公共交通をいか

に守るかという視点も事例としてはございます

ので、そういった事例も収集しながら、先ほど

申し上げましたが、県内の自治体の皆様にもこ

の協議会に参画いただいておりますので、そう

いった様々なＭａａＳの事例も紹介しながら、

どういった展開をそれぞれの地域で導入した方

がいいのかというところも含めて、協議会の中

でまずは議論していきたいと考えております。

【大久保委員】ありがとうございました。長崎

県の近未来ということでご説明をいただきまし

たけれども、国内の情報収集も非常に大事であ

りますけれども、ぜひ長崎県の特徴として、今

言ったことはＳｏｃｉｅｔｙ5.0を長崎県の大

きな柱として、県民の皆さんにＳｏｃｉｅｔｙ

5.0で県民の皆さんの生活がこういうふうによ

くなりますよということを、強く強く強調して

施策を推進していただきたいと思います。終わ

ります。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【麻生委員】ＩＲ関係についてお尋ねしたいと

思います。一部小林委員の意見と重なる件もあ

りますけれども、ご了承いただきたいと思いま

す。

一つは、事業者の意見についてという新しい

資料が提出されました。これらに向けて、国は

今度10月から海外からの入国を一部規制しな

がら1,000名程度、ビジネスとか、留学生を含め

て認めるということになりますから、こういっ

たことで出入国関係の緩和がされてなるのかな

ということを思っているんですけれども、この

公募について速やかに開始してほしいというと

ころが11％しかないということについて、一部

意見があった中で、早急にしないと撤退する状

況もあるんじゃないかという声も聞かれている

という話もありました。

お尋ねしたいのは、今回、各事業者が提案す

るＲＦＰについて、大体一事業者どのくらいの

予算規模が必要になると思うのか。それなりの

投資を彼らもしてくると思うんですよ。やっぱ
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りきちっとした展開も図って、その中から1者
を県が選んでやるわけですから、相当な競争力

もあると思いますけれども、事業者も覚悟を決

めてくるんでしょうけれども、今回の長崎ＩＲ

を含めた、ハウステンボスを含めた、なったこ

とについて、計画素案を含めて、県としてはど

のくらいの予算を使って検討されるのかという

ことについて理解されているのかどうか、お尋

ねしたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】今、麻生委員からのお尋

ねは、県がどの程度の予算をかけて事業者を選

定するのかという（「事業者がです」と呼ぶ者

あり）、失礼しました。

ＩＲ事業者等にヒアリングを行いましたとこ

ろ、大阪、和歌山は既にＲＦＰの手続きを開始

しているところではありますけれども、聞くと

ころによりますと、各事業者、数億円の予算を

かけてＲＦＰに臨むということをお聞きしてい

ますので、今、麻生委員がお話になりましたよ

うに、事業者は相当な覚悟をもって判断をされ

て、それぞれのＲＦＰに臨んでこられるという

認識をいたしております。

【麻生委員】一部、相当企画をつくっていると

ころもありました。昨年1月、2月の福岡でのセ

ミナーについては、立派なプロモーションもあ

ったし、イベントもありました。それは向こう

の実態があるわけですから、相当な覚悟でされ

ているなと。しかし、その中で私たちもやっぱ

り長崎らしい状況でどう取り組んでいくのか。

一方、ハウステンボスは、今210億円だった

か、土地がありますけれども、一方ではハウス

テンボス自体も、親会社のＨＩＳも一部赤字に

なってきているという状況もありますし、今、

基本的なことで、ハウステンボスのあのいびつ

な土地の中でやるということで進められていま

すけれども、そういう中で地方的な状況を選ぼ

うとされている中で、基本的見直しは考えてい

ないのかどうか。世界のマーケット状況を見て、

今言っているのは、片一方ではカジノ事業者も

今回のコロナで大変厳しい状況に陥っていると。

しかし、地方型のＩＲをやろうとした時に、企

業として、あのいびつな31ヘクタールの中で、

本当に魅力的な構想が描けていけるのかどうか。

根本的な課題もあるかもしれませんけれども、

そういう戦略的な状況の中で、本当に和歌山だ

とか、地方型のＩＲを目指しているところ、ま

た、これが延びてきた場合、愛知や北海道が出

てくる可能性があるとも言われておりますけれ

ども、そこに対する対応だとか、今回、このＲ

ＦＰが延びた状況の中でどう展開されるのか。

半年、1年ということになると、大きな可能性

が、長崎以外のところがまた出てくるわけです

ね。その時に、長崎県としての戦略がどのよう

な構築をされるのか。これは一つの例でありま

すけれども、もっと魅力的なものを提案されて

臨むのか、根本的なことが変わるから一括でで

きませんけれども、やっぱりそういうこともコ

ロナの状況が一変して変わってきたと。コロナ

以前で検討されたこと自体が、本当にその延長

でいいのかどうか。また、マーケットとして、

本当に世界の状況でカジノ事業が再構築できる

かどうか、その点が1点あります。

あと1点は、中国の動向ですけれども、中国

はこの前から国内の回遊性を高めて、シンガポ

ールとか、要するに、このところ台湾だとか、

韓国には行かせない状況、マカオだけ認めると

いうような状況が出ておりましたけれども、こ

ういう世界的なカジノにおける状況が変わって

きたということについて、今まで積み上げてき

た計画素案が根本的に変わってくるんじゃない
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かと思っておりますけれども、その点について、

県の担当としてどのようにお考えになるのかお

尋ねしたいと思います。

【吉田企画部政策監】 まず、1点目のご質問で

ございますが、コロナの影響で例えばＭＩＣＥ

施設等、規模等含めて、今の31ヘクタールの中

で大丈夫かというご質問でございますが、実は

このＭＩＣＥ施設、国際会議場と展示場につき

ましては、政省令、政令で示されておりますの

で、これが変更にならない限りは、2ヘクター

ルもしくは12ヘクタール以上の展示場、また、

国際会議場については、展示場が12ヘクタール

の場合は2,000人、そして2ヘクタールの場合は

1万2,000人の国際会議場をつくらないといけ

ないというのは政令事項でございますので、こ

れは都市型・地方型ＩＲにかかわらず、整備す

る必要がございます。ですから、この施設につ

いては、各事業者様との意見交換の中で、この

31ヘクタールの中でどういう配置をするのか、

どういう具合な内容にするのか、そういったこ

とを詰めておりますので、それは大きく変わる

ことはないと考えてございます。

それから、中国等々の世界情勢は、コロナの

影響等もございまして、現実に変わってきてお

るわけでございますが、これにつきましては、

国が今後、今の状況下においては日本で最速の

ＩＲ施設のオープンは、当初2020年代の半ば、

2025～26年頃、大阪万博前後を想定されており

ましたが、最近は、国土交通大臣も2020年代の

後半と言われておりますので、そのできた時の

状況に備えた施設整備にする必要がございます。

その時には、今軽々には申せませんけれども、

このコロナの影響も少しは落ち着いております

でしょうし、また、ワクチンが開発されれば、

これはもう怖くないということになるかもしれ

ませんので、そういったところを見極めながら

進めているところでございます。

【麻生委員】わかりました。ご回答いただいた

状況の中で、本当にワクチンとか、コロナに対

しての対策がとれる。航空機関係についても、

2年から3年先だという話をされておりました

ので、その点はいいかなと思っています。

最後に、来年に向けて延びた状況の中で、今、

相当情報収集をされるということも言われてお

りましたけれども、やっぱり都市型ではなく、

地方型のＩＲを目指す中では、今のところ一番

競合的なのは和歌山じゃないかなと思っており

ますので、ぜひ和歌山も、この前、新聞では、

改めてモデル探検のところもつくられて、具体

的にアピールされている状況も載っておりまし

た。早急にそこに対する取組をもっと研究され

て、長崎としての独自な、事業者に対して提案

をもっと持ってこさせて、それにまさるような

状況をつくっていかないと厳しいんじゃないか

と。もちろん、大阪、横浜というそのあたりに

なるかもしれませんけれども、国はあくまでも

都市型、地方型というので言っておりますので、

そこのターゲットについて、現状の情報収集と

今後の取組戦略についてお考えがあるのだった

らお尋ねしたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】麻生委員ご指摘のとおり、

この政府スケジュールが延びたことを、我々は

デメリットとして捉えるのではなくて、事業者

との意見交換の時間ができたと、すぐれた事業

計画を提案していただいて、区域整備計画をし

っかりとつくり込む、その時間を獲得するとい

うデメリットをメリットに変えるような発想で、

しっかりと情報収集をし、他地域の状況もござ

いますけれども、まずは私どもがしっかりとし

た事業者を選定し、区域整備計画を作成すると
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いうところに重きを置いて、引き続き取り組ん

でまいりたいと考えております。

【麻生委員】企業はいっぱい予算をかけている

わけですから、そのためにどうするか言ってく

るについて徹底してお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

総合計画について2点ほどお尋ねしたいんで

すけれども、実は総合計画の県民所得の状況で

あります。概要版の16ページ、総合計画であり

ますから、前年対比の伸び率を出さなくてはい

けないんじゃないかということはわかるんです

けれども、ただ、指摘したいのは、環境が大分

変わってきていると。長崎の基幹産業も厳しく

なってきていて変わってきておりますよと。水

産業においては、温暖化でなかなか魚がとれな

いんですよと。そういう中で、あくまでも積み

上げで各部署から上がってきたと思うんですよ

ね。こういう計画を5年間の中でやりましょう

という話をしているけど、本当にできるのかな

と。

農業においては、基盤整備がずっと上がって

きているんですよね。そういった中での戦略が

ありますから、もっとここについては現状認識

と、コロナ前とコロナ後の状況をぜひつかんで

もらって、対策と目標ですから、前年対比、上

に上がることがまさにいいことだと書いてある

みたいだけれど、実際人口減少で就労人口も減

るわけですよ。そういったことも加味されて、

ここの新計画の素案、要するに県民所得の向上

についても展開を図られているかどうかについ

てのお尋ねをしたいと思います。

【陣野政策企画課長】県民所得向上対策につき

ましては、これまでの総合計画を踏襲いたしま

して、引き続き取り組むという形で、製造業、

サービス業、農業、水産業という形で今回も目

標を掲げさせていただいております。

数字の設定につきましては、委員からお話が

ありましたように、これまでの10年間の、例え

ば農業でありますと生産農業所得の伸び率を見

ながら設定させていただいておりますけれども、

もちろん委員からお話がありましたように、産

業構造の中で、人口減少であったり、また水産

業につきましても、養殖業がこれまでの10年間

好調でございましたけれども、一定マグロの養

殖というのが頭打ちになってきているというと

ころも踏まえまして、各部局でもそういったこ

れまでの状況、現状も踏まえて設定をさせてい

ただいております。

また、コロナの影響につきましても、今後ど

ういった影響が出るかわかりませんけれども、

そうした中を踏まえて、現状、人口減少や産業

の今の状況を踏まえた形で設定させていただい

ておりますし、こういった目標を掲げながら、

企画監からも先ほどご説明させていただきまし

たけれども、コロナを乗り越えて目標達成に向

けて取り組むということで掲げさせていただい

ているところでございます。一定現状の、単純

に率を掛けただけではなくて、今の産業のそれ

ぞれの状況も踏まえた形での設定ということで

考えております。

【麻生委員】製造業においては、やっぱり基幹

産業の造船だとか、重工業が長崎市内でもそう

ですけれども、変わってきているということは、

この前話をしたところだったんですけれども、

では、新たな産業に移管するような取組、労働

分配率じゃなくて、新しい流れにどう取り組ん

でいくかということについては産業労働部がや

ると思いますけれども、そういったものを加味

しながら、しっかりと総合的に支えていく、医

療だとか、子育てとか、そういった分野で進ん
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で働きたいなという状況をしっかりとつくって

いただくことによって、そういう新たな産業構

造をうたわれることができるかなと思っている

ところでありますので、ぜひお願いしたいと思

っています。

ただ、水産業についても、この前、地元でも

ありますけれども、ブリの養殖なんかも結構頭

打ちで、事業をやめる人たちも出てくるという

話も出ていましたので、海面養殖業を含めて新

たな展開もあるのかなと思っていますので、ぜ

ひこういったことはしっかり見ていただきなが

ら図っていただきたいと思っています。

最後に、今回の総合計画の中で、同じ新しい

取組でＳＤＧｓの話が出てまいりました。もち

ろんコロナ後の対策だという話ですが、今回、

改めてＳＤＧｓによって、私たちも改めて自然

環境エネルギーとか、そういったところで変わ

ってきている。これほど災害が連続して起きて

くる中で、まさに東芝のＥＳＧの状況で変わっ

てきていると思いますので、ＳＤＧｓを含めた

産業構造と地域の取組をどう進めていくかのと

いうことについてはしっかりと検証してもらっ

て、17項目ありますけれども、やれることはそ

んなに多くはないと思っているんですよ。ぜひ

そういった中で、この前も長崎の基幹産業であ

りますパワープラント、石炭火力なんか、もう

世界から新しいファイナンスは入ってこないと

いう状況になってきましたから、それに代わる

ようなものをいかにつくっていくのか、そうい

ったことについてもぜひ見ていただきながら展

開を図っていただきたいと思いますけれども、

これは産業労働部の分野だからあれですけど、

そういったＳＤＧｓの取組について、どうお考

えなのか、お尋ねしたいと思います。

【陣野政策企画課長】ＳＤＧｓにつきましては、

国連の持続可能な開発目標という形で、17の分

野で目標が設定されているところであり、こう

いった分野の目標につきましては、県において

も目指すところが一致しているということから、

今回、総合計画の中でもＳＤＧｓという視点を

持って、それを施策推進することで県におきま

しても、様々な分野で発展を目指していこうと。

それがひいてはＳＤＧｓ、国連の持続開発目標

にもつながっていくものということで設定させ

ていただいております。

そして、17分野につきましては、県もそれぞ

れ各分野で施策を推進しておりますが、しっか

りその視点と申しますか、考えを取り入れてや

っていくという中では、産業分野につきまして

も、先ほど産業分野のお話がございましたけれ

ども、新たな成長分野の産業を育成しようとい

うことで、航空機関連とか、ＡＩ・ＩоＴ・ロ

ボット、さらには海洋エネルギーという3分野

を成長分野と位置づけて、新たな基幹産業の創

出を目指して取り組んでいくということもござ

いますし、環境問題で申しますと、やはり低炭

素、そういった環境問題にもしっかり取り組む

ということで、施策の柱にも位置づけてやって

いこうと思っております。

そうした中では、委員からお話がありました

ように、こうしたＳＤＧｓの視点をしっかり、

今回、総合計画にもこういった形でＳＤＧｓの

視点を盛り込むということで施策の柱を書いて

おりますけれども、それぞれ今後、総合計画に

基づきまして、各分野の個別計画というのも策

定してまいりますので、そうした中でもこのＳ

ＤＧｓの視点をしっかり今後盛り込むよう、私

ども企画部の方からも再度各部局に指示しなが

ら、積極的に取り組んでいきたいと考えており

ます。
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【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山口(初)委員】 総合計画の関係でお尋ねしま

す。

スケジュールと体制についてもお示しいただ

いているところですけれども、今、9月議会で

すね。そういうことでこの計画素案が示されて

いるという状況です。11月には計画案を出すと。

そういう中で、今既に計画素案について検討

されていると思うんですが、この体制を見てみ

ますと、県内の部分は記載のとおりでよくわか

るわけですが、外部の検討体制、有識者の関係

で総合計画懇話会というものが設立をされて、

それぞれもう部会は3回ほど開催されていると

いうようになっていますが、いま少しここのと

ころを、具体的な動きを含めて、体制含めてご

説明をいただけませんでしょうか。

【福田政策企画課企画監】まず、次期総合計画

懇話会の構成ですけれども、委員として様々な

分野から30名の方にご就任をいただいており

ます。

それぞれ専門的な知見をお持ちの方というこ

とで、農林や商工団体、あるいは金融、労働、

報道、あるいはシンクタンク、それから大学教

授でありますとか、また、離島にＩターンをし

て地域活性化に取り組んでいる方などを委員に

ご就任をいただいております。それから、公募

委員につきましては、6名入っていただいてお

ります。

懇話会の組織としまして、より専門的にご議

論いただくということで、人・暮らしづくり部

会、それから産業づくり部会、地域づくり部会

の3つの部会を設けまして、分野ごとに具体的

な検討を行っていただいております。

これまでの開催状況ですけれども、本年2月
に第1回目の懇話会を開催しまして、広く今後

の方向性ですとか、そういうことについてご意

見を伺ったところでございます。

その後、5月に第2回目の部会を予定していた

わけですけれども、新型コロナウイルス感染症

の拡大が懸念される時期でしたので、書面によ

りまして意見照会を行ったところでございます。

それから、3回目につきましては、7月下旬か

ら8月上旬にかけまして、今回、素案をお示し

しておりますけれども、その素案のたたき台に

ついてご議論をいただいたという状況でござい

ます。

【山口(初)委員】 わかりました。そういうこと

で、これが実のあるものになっていくというふ

うに判断しますが、これと併せて2040年問題研

究会というものが記載されていますね。このこ

とについても総合計画との兼ね合いが当然ある

わけですが、概略ご説明いただけますか。

【陣野政策企画課長】 2040年問題研究会につ

きましては、昨年度、令和元年度に設置いたし

まして、国では2040年ぐらいに高齢者がピーク

を迎えるということでございますが、本県は全

国よりも速いスピートで高齢化が進んでおりま

すので、国でも2040年問題研究会等立ち上げて

おりますけれども、国の結果を待たずに、特に

国よりも速いスピードで進んでいる本県におい

ては、独自に研究会を立ち上げまして、昨年実

施いたしまして、研究会の報告書もいただいた

ところでございます。

そうした報告書をもとに、研究会の方からも

2040年問題に対してどういった施策の方向性

が今後考えられるのかというところを、方向性

も提言もいただいておりますので、それをもと

に総合計画の素案の中で、様々な展開、生産年

齢人口が減少する中でどういった課題があるの

かとか、今回、そういったものの概要につきま
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しては、素案の概要の中で2040年問題に対する

対応というページを記載させていただいており

ます。概要の5ページにございます。2040年問

題の対応例という形で、研究会の方から提言が

ございました地域におけるインフラ、公共交通、

介護の確保、生産年齢人口の減少に伴う労働力

不足対策、3番は新技術の進化と活用と産業の

振興、4番は人口減少に対応する自治体のサー

ビスのあり方と、こういった方向性について今

後検討する必要があるという提言をいただきま

したので、それをもとに総合計画の素案の中で、

この概要の5ページに記載のような施策を展開

したという関係でございます。

【山口(初)委員】 この総合計画素案の1ページ

にキャッチフレーズの募集、県民の皆さんがと

もに長崎をよりよくしようという思いを抱いて

いただけるようなキャッチフレーズを今後検討

するとなっています。これは、県民の皆さんに

知らしめるためには極めて大事な部分だと思う

んですが、今どういう取組になっていますか。

【福田政策企画課企画監】このキャッチフレー

ズにつきましては、総合計画を実現するために

行政だけではできない課題が多くございますの

で、県民の皆さんに主体的に関わりを持ってい

ただきたいということで、力を合わせて長崎の

未来をつくっていきましょうというふうなキャ

ッチフレーズを設けて、県民の皆さんに呼びか

けをしていきたいと考えております。

今の検討状況ですけれども、これまで高校生

や大学生からもアイデアをいただいておりまし

て、また、次期総合計画懇話会の委員からもご

意見を伺ったところでございます。そういった

ご意見も参考に、今後、庁内でキャッチフレー

ズの案を決定したいと思っております。

【山口(初)委員】 そうしますと、まだ具体的に

募集をかけているという状況ではないんですか。

【福田政策企画課企画監】キャッチフレーズに

ついては、公募はいたしておりません。

【山口(初)委員】 県民の皆さんが本当に納得し

ていただける、一緒にやろうというキャッチフ

レーズをつくっていただきたいと思います。

そういうことで、地域別説明会の関係ですけ

れども、一応今回の総合計画では、7地域の総

合計画がかなり密につくっていただいていると

思うんです。実際の説明会は9地域でやるとい

うことに計画はなされているんですけれども、

これはどういうことか、ちょっと細かい話で申

しわけないんですが、地域は大事なことなので、

お伺いします。

【陣野政策企画課長】委員からお話がありまし

たように、まだこちらの行程表、9地域と書い

ておりますけれども、今後の予定ということで

ございますので、今お話がありましたように、

地域別計画とどういった形ですり合わせていく

かということはございますけれども、ここは予

定ということで、今後、いずれにいたしまして

も、県下くまなく説明できるような形と考えお

りますので、そういった形でご理解いただけれ

ばと思います。

【山口(初)委員】 わかりました。そういうこと

で、これだけのエネルギーをかけてこの総合計

画というのはでき上がっていくわけなんですが、

やはり長崎県の総合計画として、より多くの県

民に知ってもらうというか、参加意識を持って

もらうということは大事なことだと思いますの

で、実のある計画にしてほしいと思います。

そうして、県民の皆さんに知らせるための、

今の若い人たちはキャッチフレーズとか、そう

いうことの方が先行しますので、中身を理解さ

せる前に、そのことをきちっと県民に広く知ら
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しめていけるように頑張っていただきたいと思

います。当然我々県議会議員も、しかるべく頑

張らなければならないと思いますけれども、よ

ろしくお願いしておきます。

【山口(経)委員長】 午前中の審査はこれにてと

どめ、しばらく休憩します。

午後は、1時30分から委員会を再開します。

― 午前１１時５５分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開します。

それでは、ほかに質問はありませんか。

【吉村委員】次期総合計画案でやりとりもした

んですが、総合計画を動かすのに総合戦略があ

るのかなと考えているんですが、そういう中で

細々な中身はここでは避けておきますけれども、

この中でいつも引っかかるのが、計画を推進し

ていくのに政策横断プロジェクト、これはプロ

ジェクトですが、これが書いてあるのが164ペ
ージです。この表紙に政策横断プロジェクトと

書いていないんです。そのくらいだろうなと思

うのよ。やっぱりこれを推進していくのに、政

策横断と言いながら、この横ぐしをさしていく

という係は統轄監がそういう役割にあったよう

な気がするんだけれども、なかなかそれが出て

こないように見えるわけですよ。そこら辺の考

え方をお尋ねしたいと思います。

【福田政策企画課企画監】政策横断プロジェク

トにつきましては、委員からご指摘がございま

したように、特に部局間の連携ですとか、施策

と施策の連携が必要なものを県民の皆さんに見

えるように横断的に示したものでございます。

このプロジェクトの中で、人材確保・定着プ

ロジェクトがございますけれども、こちらの方

は現在統轄監のプロジェクトとも関わりがある

というようなものでございます。

【吉村委員】このプロジェクトの中身を聞いて

いるんじゃなくて、そもそも表題を印刷し忘れ

ているのか、つけてないのかわからんけど、そ

のくらいの感覚じゃなかろうかと思うわけです。

去年も小林委員が決算総括か何かでも質問さ

れていた。その「統轄監」と鳴り物入りでつく

って、各部局を政策横断的につなげるために統

轄監をつくったんだと言うけど、なかなか統轄

監の動きが見えてこない。そして、政策的にど

こをどう横断してつないでいるのかというのも

見えてこないわけです。そこら辺を見える化し

てほしいなというのが私の希望なんです。

例えば、一つ例を挙げて言うと、工業団地造

成、これで活性化を図っていく。でも、工業団

地造成を何か所造成というので目標設定して、

達成率何％ですとか出す。それで本当にいいの

かと思うわけです。

そうじゃなくて、例えば小佐々の工業団地を

例にとると、あそこも現道を拡幅していってあ

の団地につなぐ。あの現道は生活道路なんです

ね。だから、現道拡幅するにも限界がある。そ

うすると、やっぱり産業道路をばんと工業団地

につなぐとか、そうしたら、工業団地の造成は

ここの部局がやるんです、道路は土木でやるん

ですよと、そういうのが出てくるわけです。そ

こをつなぐのが統轄監なんだろうと思うんだけ

ど、1年で代わりましたとか、そういうのが出

てくるのを見ていると、そこら辺がうまく機能

していけるのかなという心配が出てくるわけで

す。だから、そこら辺を心配にならないような

説明をしてくれればありがたいと思うんだけれ

ども、いかがですか。

【陣野政策企画課長】委員からお話がありまし

たように、今回の素案の中で政策横断プロジェ
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クトということで164ページ以降に分野横断的

なプロジェクトを掲載させていただいておりま

す。その前のページに政策横断プロジェクトと

いうものが書いてないじゃないかというのは、

ここは私どものミスだと思っております。

ただ、重要視していないという意味ではござ

いませんで、これまでも取り組んでおりますけ

れども、特にこういった、今回は新たに人材確

保プロジェクトであったり、健康寿命のプロジ

ェクトといった新たな横断的なプロジェクトと

いうことで掲げさせていただいております。こ

ちらは総合計画の素案の中で個別にやっている

政策を、さらにここで横断プロジェクトという

ことでパッケージ化して見せることで、県民の

皆様にも、県はこういった重要視した施策を推

進しているんだというところをお見せして、県

といたしましても、横断的に進めていくという

ことでこういった横断プロジェクトというのを

記載させていただいております。

統轄監につきましては、現在、人口減少対策

というところを特に重要視しまして、それぞれ

プロジェクトチームを組んで施策を展開しよう

としているところでございます。こちらにつき

ましては、今現在検討しておりますけれども、

次年度に向けてどういった取組をしていくのか

ということを検討させていただいておりますの

で、例えば今度の11月議会の時に重点戦略とい

うものを新たに、次年度の特に重点的に推進す

る施策ということで総合計画、総合戦略を特に

進めるために、次の年度でどういった予算で重

点的に取り組むかというところをお示ししよう

と思っておりますが、その中で統轄監が特に横

断的にプロジェクトとして進めるテーマとかを

お示ししながら、県議会の皆様にもどういった

ところに力を入れていくのかというのをお示し

しながら進めていこうと思っておりますので、

そういった形で改めてお示ししたいと思ってお

ります。

【吉村委員】最後にしますが、その重点プロジ

ェクトとか、重点政策とか、こうなるんですけ

れども、そういうのもどういうことになるのか

期待はしておきますけれども、この中で今言っ

たように、特に総合戦略、このあたりが具体化

していくわけですよね。その時に統轄監という

名前じゃなくても、その統轄監が間に入ってど

れとどれとどれを結ぶか、例えばこの事業に関

しては3つの部局が重なっていくと。そういう

時にそこがつながっていって効果を出すんです

よというところをきちっと整理してほしいんで

す。その時のつなぎ役になるのが統轄監だろう

と思うわけです。だから、そういうことをはっ

きりとわかるように説明を今度聞きたいと思い

ます。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【小林委員】先ほど、ＩＲについて質問をいた

しましたが、少し気になることもありますので。

一つ候補地の場所の選定について、要するに

評価が非常に高いものだと私は思っているんで

す。ハウステンボスというのは、そこに31ヘク

タールを、当時のハウステンボスの澤田社長が

決断をしていただいて、それが今回のＩＲの場

所になっているわけです。非常に風光明媚でも

あるし、また、いろいろリゾートの観点から考

えてみましても、最高の場所だと思っているわ

けですよ。

いろいろと大阪だ、横浜だとか、和歌山だと

か、そんなようなこともあるかもしれませんが、

31ヘクタールをハウステンボスで確保できて

いるということはすばらしいことでもあるし、

その辺は我々も自信を持ってこの会場は最高の
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ものであると。だからこそ、いわゆる事業者が

参画をしたいというような形の中で、先ほど午

前中の答弁では、3プラス幾らかの事業者が応

募してくるんではなかろうかと、そういう期待

が持たれると、こう言っているわけです。

お尋ねしますけれども、我々の31ヘクタール

のハウステンボスは、いわゆるＩＲを展開する

最高の場所であると、こういう位置づけでしっ

かり闘えると思っているんですけれども、その

辺のところについては懸念が何かあるんですか、

その辺のところをお尋ねしたいと思います。

【小宮ＩＲ推進課長】今、小林委員からご指摘

がありましたとおり、当時のハウステンボス澤

田社長のご英断により、ハウステンボスエリア

からこの31ヘクタールという一団の土地をＩ

Ｒ候補地として今確保しているわけでございま

すけれども、ＩＲ事業者と意見交換をする中で、

例えば道路ですとか、上下水道、そういった生

活インフラが既に整備済みであること、それか

ら、静穏な大村湾に面していることからマリン

レジャーの展開が期待できると、そういった高

い評価を得ているところでございまして、他の

地域は様々ございますけれども、政府が日本型

ＩＲの見本としておりますシンガポールの例な

ども参考に、シンガポールにございますリゾー

ト・ワールド・セントーサも同規模になります

ので、私どもハウステンボスという日本を代表

するテーマパークが隣接しておりますので、ハ

ウステンボスとの調和、融合等もＩＲ事業者の

創意工夫によって実現可能かと思いますので、

必ずその上限3か所とされる区域認定を勝ち取

るために最大限の努力をしてまいりたいと考え

ております。

【小林委員】 いわゆる敷地の広さについては、

例えば横浜だとか、大阪だとか、和歌山があり

ます。和歌山は、聞けば20ヘクタールぐらいじ

ゃないかと、こう言っているわけですよ。我々

の長崎の方は、ハウステンボスで31ヘクタール

あるわけです。先ほどから指摘をしているよう

に非常に風光明媚なところですよ。それから、

今言うように、いろんな整備ができているとい

うことで、どこにも負けないと、こう思ってい

るわけです。そういうことでありますから、我々

自体も、もっとハウステンボスをＩＲの候補地

として最高の場所だと、こういうことをしっか

り訴えていかなければいかんと思います。

これから、事業者の応募の時期が6か月ある

いは1年ずれていくというような状況でもござ

いますけれども、非常に私は正念場を迎えると

思います。大体上限3か所という中において、

やっぱり地方創生の枠として、北海道が手を挙

げない限り、もう断念したということでござい

ますので、九州・長崎ＩＲというのは、私は非

常に脚光を浴びると思うんです。

冒頭言ったように、そういう事業応募者が3
プラス幾つか出てくるかもしれないと。そうす

ると、非常にハウステンボスは期待をされてい

るんだという一つの現実の証になるわけです。

ですから、我々県議会議員とか、県のＩＲを

誘致する姿勢としては、この場所は最高なんだ

ということを強調していかなければいかんと思

います。

ある時、私は人と会った時に、ハウステンボ

スのあそこの会場はちょっとごちゃごちゃして

いるんじゃないかと、あるいは、ちょっとせせ

こましくて、いびつな状況ではなかろうかとか、

そんなようなことを聞かされたことがあって、

直ちに私は大きい声で訂正をしましたよ。「あ

んた、いびつという意味は知っているのか」と。

「いびつなんということを簡単に言うな」と。
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いびつというのをさっき広辞苑で調べてきた。

物の形がゆがんでいると。冗談のごと、いびつ

というのは、ものの形がゆがんでいるというこ

と。それから、もう一つの解釈は、物事の状態

が正常じゃないと、こういうわけです。そうい

うようなことをいびつと言うと。

そういうところを考えていくと、やっぱり

我々は、このハウステンボスで闘うんだと、そ

ういう姿勢をしっかり出して、これ以上の最適

地はないぞというぐらいなきちっとした姿勢を

貫いていくべきだと思うし、十分3か所として

闘えると思います。そのようなことを要望とし

て、また、我々議会側も、ハウステンボスのア

ピールを、ＩＲの場所として最適地だという格

好の中で姿勢を貫いていかなくちゃいかんと、

このように思いますので、一言申し上げておき

たいと思います。

次期総合計画についてお尋ねをします。

先ほど、総合計画の現状の状況についてご説

明がありましたが、なかなかうまくいってない

と、令和元年度でというような話がありました

ね。100項目で大体53％ぐらいしかできてない

と。前年と比べて、マイナス6ポイントぐらい

落ちていると、こういう話がありましたね。こ

の要因は何か。コロナの影響じゃないかという

ような話もございました。私は、今回の総合計

画の作成に当たって、このコロナウイルスをど

こまで捉えているのかと、こういうことが非常

に気になってしようがないわけです。

そこで、まず、そういう目標達成の状況で、

達成できてない、コロナ影響でこうなんだとい

うようなところは、もう時間がないから詳しく

は要らんから、項目だけぱっぱっと、どんなと

ころがコロナの影響を受けて事業達成をおぼつ

かなくしているか、お尋ねします。

【陣野政策企画課長】委員からお話がありまし

たように、令和元年度の総合計画の現計画の数

値目標の達成状況のところで、達成が100項目、

53％ということで、前年度より6ポイントほど

落ちております。その中で特にコロナの影響が

あったものとしては、企画監から午前中ご説明

しました長崎空港の利用者数、ながさきファミ

リープログラムの数のほかに、日中韓の3か国

交流事業、また、ひとり親家庭等の自立促進セ

ンターによる就職者数、こちらは特に3月期に

就職者が多いということで、3月にそういった

求人とか相談が少なくなったという影響、さら

にはねんりんピックの参加者数ということで、

こちらも3月に事業を展開しようとしたものが

コロナでできなかったという、こういった項目

がございます。

【小林委員】要するに、コロナウイルスの影響

が県内くまなく出てきていると。特に、経済と

か、あるいは雇用とか、観光とか、もう挙げれ

ばきりがないぐらい様々な分野で実はコロナウ

イルスの影響が、今こうしてボディブローみた

いに、徐々に出てきているわけですよ。

そういう現状の中で、いわゆるこれから5年
間の次期総合計画を策定する中において、数値

目標を素案の中に入れていただいたわけです。

数値目標というのは、当然5年後についてはき

ちんと達成していただかなければいかんわけで

す。しかし、その数値目標を皆さん方で考えた

挙句、どのくらいまでというところを立てるた

めに、コロナウイルスの様々な影響をどこまで

勘案してそこに盛り込まれているのかと、ここ

のところがとても大事なところです。

だから、もし、数値目標にコロナウイルスの

感染状況を全く何も考えてない、通常のあり方

の数値目標であるならば、これはひょっとした
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ら、この数値目標は絵に描いた餅かもしれない

と。果たして達成できるかと言えばできないか

もしれないと、こんなような危惧をするわけで

す。コロナウイルスの影響のもとにおいての数

値目標、ここのところの目標設定について、ど

ういう考え方の中で数値目標を打ち出している

のか、この点についてご答弁願いたいと思いま

す。

【陣野政策企画課長】総合計画の数値目標につ

きましては、庁内でもこれまで様々な議論を重

ねてまいりました。そうした中では、まず基本

的には、これまでは3月にも策定しました総合

戦略と重複するものについては基本的に整合性

をとっていこうという考えのもとで進めてまい

りました。

そうした中で、委員からご指摘ございました

ように、新型コロナウイルスの感染症拡大とい

う形で様々な影響が出てきているところであり、

改めて数値目標の設定をどうするのかという形

を庁内でも議論を重ねてまいったところでござ

います。

そうした中で、県といたしましては、総合計

画の目標につきましては、委員からお話があり

ましたように5年間の目標ということで、5年後

に向けてどういった施策を展開するかというも

のでございますので、県といたしましては、計

画に掲げる施策を推進することで、5年後には

コロナの影響も乗り越えて掲げる目標達成を目

指していくということを考え方の基本としてお

ります。

確かに、新型コロナウイルスの影響につきま

しては、ワクチンの開発もまだめどが立ってい

ない中で、1～2年、さらにはもう少し長期化す

るということも考えられますけれども、現時点

においてどこまで影響が続くかというところが

なかなかわからない。明確な根拠も持ち合わせ

ていないところでございます。

そうした中では、今の段階でコロナの影響と

いうのを盛り込むというよりは、数値目標を掲

げながら施策を展開することで乗り越えていく

ことを目指していこうと考えております。

しかしながら、先ほど申し上げましたように、

新型コロナウイルスの影響というのも十分考え

なければなりませんので、影響が明確に出てき

た段階で数値目標を修正する必要があれば、そ

の時に見直すという姿勢で臨みたいと考えてお

ります。

【小林委員】だから、様々な分野にコロナウイ

ルスの影響がかなり広がっていると。そこのと

ころをきちんと踏まえたうえで、いわゆる数値

目標というものをきちんと位置づけていかない

と、先ほども言ったように、失礼な言葉だけれ

ども、絵に描いた餅になったらいかんと、こう

いうことを申し上げておるわけですよ。でも、

そういう状況だから、なかなか正直言って言う

方は簡単だけれども、指摘する側は簡単だけれ

ども、あなた方作成する側としては、なかなか

その辺のところが難しいと。そういうところだ

から、今回は、ある程度弾力的にやらざるを得

ないのではないかと。勝手に数値目標をコロナ

の影響でこうですよとか言って、途中でいとも

簡単に変えるようなことがあってはならない。

だから、今、あなたが答弁したように、ちゃん

とした根拠の中で数値目標を考えて今回掲げて

いるんだと。しかし、新型コロナウイルスがど

こまで続くかわからんと。こういう状況でもあ

るわけだから、その辺のところはしっかり考え

てもらわにゃいかんと思います。

そこで、例えば、いわゆる数値目標の設定根

拠とかいうことで37ページに、地域づくり推進
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課の方で移住を進めてもらっている。この移住

というのは、あなた方の努力と頑張りをいただ

いて相当数の結果を出していると思うんです。

今、大体どうなっていますか。今回の5年間、

最後の年だけれども、どこまでいけそうですか。

目標に対してどの辺までオーバーしていますか。

【陣野政策企画課長】本県への移住者数の実績

につきましては、令和元年度までの実績が出て

おります。移住者につきましては、平成28年か

ら令和2年度までの5年間で2,648人の移住者数

ということで、5年間の累計でございますけれ

ども、令和元年度までの実績で3,836人というこ

とで、既に大きくオーバーしているところでご

ざいます。令和元年度単年度で申し上げますと、

660人の目標に対して1,479人ということで、単

年度でも大きく伸びておりますが、累計でも既

に総合計画の5年間の目標を令和元年度の時点

で上回っているという状況でございます。

【小林委員】 そうすると、今、これだけ相当上

回っているということ、これはもう新聞報道で

もよく聞いているし、また常日頃から関心を持

つ者として、県の取組については、今申し上げ

られたような数値をよくよく拝見しているとこ

ろで、本当に重ねてよく頑張っていただいてい

るということでお礼を申し上げたいと、こう思

っているわけです。

では、コロナウイルスの影響で、今まで様々

な経済とか、雇用とか、いろんな分野に負の影

響、マイナスの影響が出ていると、こういうこ

とを指摘して、それに対してそういう数値目標

はきちんとコロナの影響も考えているのかと、

こんなようなことを先ほどから言っているわけ

です。

しかし、事この移住については、マイナスど

ころか、地方にとってはプラスだというような

見方があるわけですね。いわゆる地方創生とい

う、東京一極集中をいかにして打破するかと。

地方に企業とか、あるいは人を呼び込むという

ことの地方創生、なかなか言うは易く現実は難

しい。もう一極集中どころか、一極集中がやま

ないわけでしょう。もっと増えているわけでし

ょう。1都3県の状況は、もうご覧のとおりであ

ります。

ところが、今回のコロナウイルスは、いわゆ

る東京都とか、都会から地方に移住しようと、

移ってこようと。住むならやっぱり地方だとい

うような一つの流れができつつあるし、そうい

う状況からしていけば、これからは行政側の知

恵比べではないかと。もう条件は全部並んだと。

だから、地方は、これからしっかりとした、長

崎県は長崎県らしく、やっぱり五島が転出・転

入のこれをきちんと上回ったような状況の中で

一つの結果が出た。長崎県だって、今こうして

出している。そういう点から考えていけば、今、

3,200名ぐらいをずっと、令和3年2,000名、令

和4年2,400名、令和6年3,200名、令和7年3,200
名、トータルこういう状況下において、数値目

標として幾らの移住者を最終目標にされている

んですか。

【陣野政策企画課長】移住者の目標につきまし

ては、次期総合計画、令和3年から令和7年まで、

委員からお話がありました設定根拠の37ペー

ジに記載しておりますけれども、これを合計い

たしますと、5年間で1万3,300人という形にな

ります。

【小林委員】 1万3,300人という数字は、いわ

ゆる私が今指摘をしたように、コロナウイルス

はまさに地方にとって、悪い言い方だけれども、

コロナウイルスはご免こうむるけれども、地方

にとっては移住という点からして追い風である
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と、こういう受け止め方ができるんではないか

と。そうすれば、ここに出ているような数字は、

これからやり方次第においては、5年間でトー

タル1万3,300人を目標にすると。これはやり方

によって、今何度も言うように知恵を出し合っ

て、もう地方に住むことがこれから十分できる

んだと。リモートワークとか、テレワークとか、

そういうデジタルの時代になってきたと。これ

を今経験しているわけだよ。だから、長崎でも

立派に仕事ができるわけだ。どんな地方でも立

派に仕事ができるという条件が今できたわけだ

よ。

だから、あとはどうやって人を呼び込むかと

いうことを、本気になってあなた方に考えてい

ただかなければいけないし、また、議会として

もいろいろとお話をしながら、いろいろと提案

しながらアピールしていかなくちゃいかんと思

うわけです。その辺の取組は、きわめて大事だ

と思うんです。

ですから、全部が全部マイナスだけではない

と。そういうプラス要因を、この移住という形

の中で、長崎県全体として、特に長崎県だけが

その気になっても、失礼だけれども、市町も同

じレベルで頑張っていただかなければいけない

と思っているんです。やっぱりそれぞれ21の市

町が、自分たちの身近な問題としてこの移住に、

ピンチをチャンスに変えるというこの言葉どお

りのことをやっていただかなければいけないと、

こう思っていますが、その辺のところについて、

何か具体的にこれから市町を巻き込んでやるよ

うな用意は考えておられるかどうか、今のよう

な方程式でいくならば、1万3,300人は、もっと

実は移住を呼び込むことが可能かもしれないと

思うけれども、その点についてはどうですか。

【陣野政策企画課長】委員からお話がありまし

たように、新型コロナウイルス感染症の影響で、

当然いろんなマイナスの影響もございますけれ

ども、一方でお話がございましたように働き方、

人の意識の変わり方ということで、都市部から

地方への回帰の意識ということもあります。ま

た、働き方ということでリモートワーク、ワー

ケーションといった動きも出てまいりますので、

県におきましても総合計画の中にそういったリ

モートワークの導入とか、ワーケーションを進

めるといった項目も今回の総合計画の素案に盛

り込ませていただいております。

また、それは令和3年度からの取組でござい

ますけれども、委員からお話がありましたよう

に、今からでも当然取り組むべき内容と思って

おりまして、スクラムミーティングにおきまし

てもこういった新型コロナウイルス感染症拡大

を契機として、こういったリモートワーク、ワ

ーケーションを進めることで、移住をより加速

しようという話も私どもの方から市町の皆様に

もさせていただいておりますし、予算といたし

ましても、リモートワークを進めるために、本

県の魅力を発信するプロモーションの展開であ

ったり、またリモートワークを進めるには、当

然環境整備、Wi-Fi等やＩＴ技術を活用できる

環境整備も必要になりますので、そういった県

内の受け入れ環境整備を市町と一体となって取

り組む予算も既に補正予算で計上させていただ

いております。

そうした中で、県・市町一体となって取り組

みながら、もともと総合計画の中では次の5年
間で1万3,300人という高い目標を掲げており

ますけれども、市町と一体となって取り組むこ

とでこういった目標を達成するように、強力な

施策を推進していきたいと考えております。

【小林委員】もう時間ですから最後にお尋ねし
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ておきたいと思いますが、要するに今までの話

では、今回の数値目標は例年と違うんだと。新

型コロナウイルスの影響というのがなかなかは

かり知れないと、これはもう本当に前代未聞の

非常事態ですよ。こういう状況下の中で、数値

目標を従来どおり淡々と積み上げていくという

わけにはいかんだろうと。そういうことだから、

やはり今、数値目標は一応掲げたけれども、コ

ロナウイルスの影響を見ながら柔軟に修正する

ことも実は考えておかなければいけないという

ことを今明らかにされたわけです。

途中でこういう見直しをするなんていうこと

を、まだ今から始まらんとする、以前からそん

なようなことを考えること自体はご法度だけれ

ども、しかし、あなた方の数値目標にコロナウ

イルスの影響がいつまで続くかということと、

どれくらい影響がこれから重なってくるかとい

うことについては、今のところ計算する手段が

ないわけです。ですから、そういうことで、こ

れからやっぱり状況を見ながら柔軟に構えてい

くと、そういうことです。

ただ、一つ申し上げたいことは、いろいろと

達成できなかった理由を、単なるコロナウイル

スの影響でとかいうことで、そのせいにするよ

うなことがあっては断じてならないということ、

この辺のことについてはきちんと申し上げてお

きたい思います。容易に下方修正などをするよ

うなことがあってはならないと。

それと同時に、やっぱりこれを途中から修正

する可能性があるとするならば、これは長崎県

の向こう5年間の県としての姿勢ですから、途

中で数字が変わる、数値目標が変わるというこ

とについては、その考え方があるということ、

そんな状況の中に今追い込まれているというこ

と、これはきちんと総合計画の中に盛り込んで、

後のつけ足しじゃなくして、今からきちんとそ

の文章は書くべきである。どこを見てもそんな

ことは現時点の素案の中には書かれてない。だ

から、そういうこともきちんと今回盛り込んで

おくべき、書いておくべきだと思うけれども、

最後にこの点についてはいかがですか、部長。

【柿本企画部長】今回の総合計画の数値目標に

関しては、今色々ご議論いただいたように、こ

れまでとは少し違う特殊な状況の中での策定に

なったということで、我々も、先ほど課長が申

し上げましたように、庁内で議論を繰り返して

きたところであります。

そして、その上で状況が見通せないというと

ころもありはしますけれども、今回、目標とし

て、5年後にはこの状況を乗り越えながら、5年
後の目標をしっかり達成していくということで

目標を掲げようとしているわけでございますの

で、これについては目標として掲げた以上はし

っかり達成していくという覚悟をしっかり持っ

て取り組んでいくということ、安易にこれを修

正するようなことを前提とはしておりませんけ

れども、ただ、ご指摘がありましたように、こ

の目標の考え方、設定の考え方というのは、や

はり県民の皆様にもよく理解しておいていただ

く必要があると考えておりますので、この計画

の中でそういった説明をするように検討したい

と考えております。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【北村副委員長】先ほど大久保委員からＳｏｃ

ｉｅｔｙ5.0について少しご質問がありました。

私もその関連でお尋ねをしたいと思います。

Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0というと、正直に何のこと

かよくわからないという声をよくいただくんで

す。その前提となるブロードバンドの普及等々

については、先ほど答弁があったとおりでいい
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のかなと。今からこういう社会を目指すんだと

いうことだろうと思いますけれども、5.0ですか

ら、1、2、3、4があって、狩猟社会、農耕社会、

工業化社会、情報化社会で、5.0が「○○社会」

ということですね。そこにキーワードとしてＩ

оＴだとかＩＣＴだとか、ビッグデータだとか、

ＡＩだとかという単語がどんどん出てきますけ

れども、具体的に県民の皆さんに対して、端的

にＳｏｃｉｅｔｙ5.0というのはこういう社会

を目指しているんだというような、一番いいの

は四文字熟語ぐらいで、漢字で何々社会、情報

化社会の次は何々化社会とか、そういった考え

があればご教示をいただきたいと思います。

【小川次世代情報化推進室長】今、ご指摘いた

だきましたＳｏｃｉｅｔｙ5.0といったところ

は、なかなかわかりにくいというお話がござい

まして、県としてもＳｏｃｉｅｔｙ5.0を進めて

いくに当たりまして、県民の皆様ですとか、県

内の企業の皆様にしっかりとご理解いただいた

うえで全てのお取組をしていただきたいという

ことで、今回、補正予算の方にもセミナー等々

も計上させていただいているところでございま

す。

ただ、副委員長から、わかりやすく何とか社

会ということでのお話をいただいたんですけれ

ども、なかなか四文字というのは厳しいかなと

思うんです。私のイメージとしましては、今ま

ではいろんな情報をこちらの方から取りに行っ

たということもあるんですけれども、今後は、

地域課題を解決していくに当たりましてのＩＣ

Ｔの活用ということがございますので、県民の

皆様方が意識せずに、いろんなところでＩＣＴ、

ＩоＴ等々の利益を享受できる社会といったと

ころがＳｏｃｉｅｔｙ5.0かなと考えておりま

す。

【北村副委員長】 もうちょっと簡略に、ただ、

「じゃ、おまえ説明しろ」と言われても、私も

なかなかいいキーワードが浮かんでこないなと

いうのが実情かなと思います。県民の皆さんに

対して、こういう社会を目指しているんですよ

という広報というのも、何かよくわけのわから

んことをしているという声を聞きますので、若

い世代はもちろんですけれども、やはり高齢の

世代の方々にはなかなかなじみがない目標かな

と思いますので、その辺をしっかり説明できる

ようにしていただければと思います。

そのＳｏｃｉｅｔｙ5.0の中で、またこれもよ

くわからんと言われるのが、モビリティー・ア

ズ・ア・サービス（ＭａａＳ）ですね。いわゆ

る幾つもの交通機関をシームレスに一つのアプ

リケーションなどで決済ができるという移動の

サービスだろうと思いますけれども、このＭａ

ａＳについて、先ほど午前中の答弁では協議会

を立ち上げたという話がありました。その協議

会の中に、私はいわゆるプラットフォーマーと

いうか、地盤はフィンランドのＷｈｉｍ等々に

代表されるグローバルマース社であるとか、国

内ではトヨタ、ソフトバンク、小田急なんかも

やられているんですけれども、そういった実績

があるような事業者の方々に入っていただく必

要があるかなと思っています。というのは、や

はり県民のためのサービスですから、ドコモの

ｉモードに代表されるように、例えば県内だけ

のガラパゴス化したシステムでは、私はあまり

よくないなと思っています。

ＭａａＳも旅行系ＭａａＳと交通系ＭａａＳ

というようなジャンルがあると聞いております

が、旅行系ＭａａＳだったらありかなとは思っ

ているんですけれども、その辺についての協議

会のメンバーというか、どういった方向で、旅
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行系なのか交通系なのか、そういったところの

お話が今できる部分があれば、ご答弁をお願い

します。

【陣野政策企画課長】 協議会につきましては、

午前中の大久保委員からのご質問でもお答えし

ましたように、7月末に立ち上げまして、メン

バーといたしましては県内の有識者、学識者並

びにバス、鉄道、航路、タクシー、レンタカー、

観光事業者と行政という形で立ち上げておりま

すけれども、委員からお話がありましたように、

今後、どういった形で県内にＭａａＳをするの

か、当然目的も観光型であったり、過疎型であ

ったりとか、いろいろありますが、やはりシス

テムの開発という形につながってまいりますの

で、そういった意味では国内で先行されている

自治体の事例とかの中で、開発に携わっている

業者の話を聞くということも当然考えていきた

いと思っています。

そういった中では、協議会が進む中で、そう

いった必要性があれば、メンバーといいますか、

お話を聞くという場面を設けながら進めていき

たいと考えております。

今の段階では、まずは国内の事例を収集しな

がら、どういった形になっているのかというと

ころの事例収集をしながら、次回はそういった

ところで長崎県がどういった形でするのかとい

うのを協議することとしております。

いずれにいたしましても、協議の進捗に応じ

て委員からお話がありましたように、事業者の

皆様の話も聞くという場面も設けていきたいと

思っております。

【北村副委員長】 わかりました。最後に、これ

も要望になってしまいますけれども、ぜひこれ

は交通事業者のためのものではなくて、交通弱

者のためのもの、県民のためのものですから、

地域の交通事業者をしっかり保護して育ててい

くという観点も必要だけれども、やはり国内全

域をカバーできるような、県民の皆さんが便利

だから使おうと思っていただけるようなシステ

ムをつくらなければいけないと思うんですね。

そのためには、先ほどの事業者もそうですけれ

ども、やはりスマートフォンの活用というのが

目に見えてまいります。そこで、皆さんもやら

れているかなとは思いますけれども、どこかに

行こうという時にグーグルマップを使ったり、

ヤフーの検索エンジンを使ったり、サファリを

使ったりされると思いますが、そういった検索

エンジンの国内の支社もあることですし、そう

いったところからしっかり知見を、その協議会

に入っていただけるかどうかわかりませんけれ

ども、そういった県民の視点に立った、使いや

すいサービスの実現をお願いしたいと思います。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、次に、議案外の所管事務一般に関する質

問を行うことといたします。

しばらく休憩します。

― 午後 ２時１１分 休憩 ―

― 午後 ２時１１分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。

質問はありませんか。

【麻生委員】議案外で質問通告を出していまし

たので、その観点から質問します。

一部、先ほど小林委員が言われておりました

コロナ対策関係でダブりますけれども、今回、

人口減少についてどうだという話を聞いている

んですよ。今回、婚姻が少なくなったりとか、

逆に巣ごもりで離婚が増えたりとか、いろいろ
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あって、県内の出生率だとか、今後の状況につ

いてどのように、途中ですから傾向しかつかめ

ないと思うんですけれども、婚姻といいますか、

結婚式場なんか、今、とにかく延期、延期で延

びてきているという状況が一方であります。片

一方では、心理的にはロミオとジュリエット効

果と言われて、障害が高ければ高いほど恋愛は

燃えるという話もありますので、こういったこ

とについてどのようにつかまれておって、そし

てそういう状況をいかに次の施策に活かされよ

うと考えているのか、この点についてお尋ねし

たいと思います。

【陣野政策企画課長】麻生委員から通告を受け

まして、コロナを受けて婚姻数、離婚数、出生

数というのがどうなっているのかというところ

をデータとして申し上げますと、婚姻数につき

ましては、直近のデータが令和2年6月までしか

国の人口動態統計がないんですけれども、令和

2年の1月から6月までの累計で申し上げますと、

婚姻数が県内では前年に比べてマイナス14.6％、

離婚数はマイナス9.4％、出生数がマイナス

5.4％ということで、それぞれ前年に比べて減少

しているという傾向にございます。

婚姻数につきましては、実は昨年、令和婚と

いうのがございまして、5月に令和に時代が移

って、急激に令和元年の5月、婚姻数が大幅に

増えたという状況もございます。そういった中

で、5月時点の2年前とも比較しますと、令和2
年5月が329件、令和元年は867件、ただ、その

前の年の平成30年5月は461件ということで、令

和元年がちょっと異常値でごさいますけれども、

5月時点で申し上げますと、平成30年5月が461
件に対して、令和2年5月が329件という形で少

し減っていると。

こちらをどう分析するのか、実は離婚も5月

が例年より減少しているということで、一つは

新型コロナの影響もあって外に出ないというと

ころもありまして、そういう手続が少し遅れて

いる、出さなかったということも考えられます

が、いずれにしましても、まだコロナによって

結婚が増えているのか、減っているのか、デー

タだけ見ると、実は婚姻、離婚、出生ともに減

少している。出生につきましては、コロナの影

響は次年度以降になるかと思いますが、そうし

た形で、新型コロナウイルスの影響がどうなっ

てくるのかというのは、今後の推移を見ないと

わかりませんけれども、私どもとしてはそうい

ったところもしっかり注視しながら展開してい

きたいと思っております。

いずれにいたしましても、結婚というのは非

常に重要な施策だと思っておりますので、総合

計画の素案の中でも、官民一体となって結婚、

出産、子育て、そういった機運を醸成する展開

であったり、婚活のシステムを充実するという

施策を盛り込んでいるところでございます。

【麻生委員】 今回、4月以降来年の3月31日ま

での出生数を8,900名ということで補正予算を

組まれていましたね。通常、大体1万2,000名ぐ

らいの状況があるのに落ちているのかなという

ことを実感したものですから、国は結婚補助金

ということで60万円という新たな政策を打ち

出しておりますので、こういったものも有効に

活用していただいて、しっかり婚姻、またそう

いう環境をつくってあげて、コロナ対策でちょ

っと落ち込んでいるところについて、もちろん

事業者側もそうでしょうし、皆さんのマインド、

しっかりと結婚しないと子育てにもつながりま

せんので、ぜひしっかりと連携しながら取組を

後押ししていただきたいということを要望して

おきたいと思います。よろしくお願いします。
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【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【前田委員】通告していましたので、過去に複

数回、佐賀県との施策や事業の連携が大事じゃ

ないかということで質疑していて、その重要性

というものは答弁の中でも認識されていたんで

すけれども、その後、具体的な新幹線のことが

ありながらも、いろんな分野での連携をもっと

強化すべきだと思っているんですが、取組とか

進捗状況についてご答弁いただきたいと思いま

す。

【陣野政策企画課長】佐賀県との連携につきま

しては、委員からもお話がございましたけれど

も、平成20年8月に連携協定を締結いたしまし

て、県境地域の振興であったり、国内外の観光

誘致、移住といった項目について連携の施策を

展開したところでございます。

また、今後も、九州新幹線西九州ルートの開

業やＩＲ誘致といったことも見込まれますので、

改めてこういった連携項目については、もちろ

んさらなる事業の展開とともに、新たな連携も

視野に入れながら協議していきたいということ

で、今年の2月に私も佐賀県にお邪魔いたしま

して、今後、連携をさらに深めるような協議を

していきましょうというお話をさせていただき

ました。

そうした中では、佐賀県とは今後企画担当課

同士で定期的に意見交換を行いながら、様々な

連携を模索していこうという形で合意がとれて

おりますので、今回、ちょっとコロナで少し進

捗が遅れておりますけれども、来月にも改めて

協議をしたいと思っておりますので、そういっ

た形で連携をさらに深めていくような協議をし

ながら、1つでも2つでも連携する事業をつくっ

ていきたいと考えております。

【前田委員】 平成20年に連携協定を結んで、

もうかれこれ随分と日がたつわけで、そうした

中で、これら取り組む中で継承というものも必

要だと思いますし、例えば、私たちが党の中で

佐賀県と意見交換を政調レベルでする中で、向

こうの県に行って私たちがＩＲのことを説明し

ました。すると、やっぱり向こうの佐賀県議会

の方は、ＩＲについてはほとんどというか、内

容をよく知らないんですね。それを説明する中

で、そうすることによって当然佐賀にも経済的

な恩恵とか、影響がありますよという話をする

と、じゃ、そこはもっと連携できるよねという

ような話も出てきていますから、ＩＲもこれか

ら国に対して働きかける中で、ぜひ佐賀も巻き

込んだ形で、西九州という形で展開をした方が

いいと思いますし、これから、九州の中でも各

自治体が生き残りをかける中で、一つひとつの

県単位というよりも、もう西九州地域として、

佐賀県と大いに連携をやっていく、それは県レ

ベルだけではなくて、市町レベルでも連携の必

要性を感じていますので、やつぱりそこは県の

所管がきちんと、今、意見交換という形で言い

ましたけれども、もう少し組織立ってやって、

進捗を加速してくれることを要望しておきたい

思いますが、もし答弁があったらおっしゃって

ください。

【陣野政策企画課長】佐賀県とは、今後も引き

続き、意見交換と申し上げましたけれども、委

員からお話がありましたように、今後の長崎県

の施策とか、そういったこともしっかり説明し

ながら、そうした中で佐賀県の考えていらっし

ゃることもよくお聞きして、そうした中で連携

できる事業というのを検討してまいりたいと考

えております。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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【山口(経)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、企画部関係の審査結果について整理した

いと思います。

しばらく休憩します。

― 午後 ２時２０分 休憩 ―

― 午後 ２時２０分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、企画部関係の審査を終了

いたします。

次に、地域振興部関係の審査を行いますが、

理事者入れ替えのため、しばらく休憩します。

再開を14時30分といたします。

― 午後 ２時２１分 休憩 ―

― 午後 ２時３０分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。

これより、地域振興部関係の審査を行います。

【山口(経)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。

予算議案を議題といたします。

地域振興部長より、予算議案の説明を求めま

す。

【浦地域振興部長】地域振興部関係の議案につ

いてご説明いたします。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」地域振興部をお開きいただきたいと思いま

す。

今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第110号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第7号）」のうち関係部分であります。

補正予算は、歳出予算で合計1億3,068万円の

増を計上いたしております。

これは、貸切バス事業者及び自動車運転代行

事業者における感染拡大防止対策を講じながら

事業を継続する取組を支援するための経費であ

ります。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【山口(経)分科会長】 次に、交通政策課長より

補足説明を求めます。

【小川交通政策課長】新型コロナウイルス感染

症に係る交通事業者に対する支援対策について

ご説明いたします。

横長の資料をご覧いただきますようお願いい

たします。

貸切バス及び自動車運転代行事業者について

は、政府のＧｏＴｏキャンペーンなどの観光施

策や経済活性化施策により、一定規模需要が回

復するものと見込んでおりましたが、新型コロ

ナウイルスの全国的な感染拡大を受けまして、

期待していたような需要の回復となっておらず、

現在も厳しい経営状況の中、事業を継続してお

ります。今後も引き続き、感染拡大防止策を講

じながら、事業を継続してもらうため、今回、

本事業を補正予算案として計上しております。

事業の概要でございますが、各交通事業者に

おける感染拡大防止対策を講じながら事業継続

をする取組を支援するもので、貸切バス事業者

へは、車両1台当たり20万円とし、対象が約60
社、603台分を予定しており、自動車運転代行

事業者へは、車両1台当たり3万円とし、対象が

約160事業者、336台を予定し、奨励金を交付す

る計画としており、予算額は1億3,068万円でご

ざいます。

以上が事業の概要でございます。

ご審議いただきますよう、よろしくお願いい

たします。
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【山口(経)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより、予算議案に対する質疑を行

います。

質疑はありませんか。

【麻生委員】この交通助成についてお尋ねした

いと思います。

貸切バス20万円ですけれども、前回の交通補

助助成ですね、公共交通バスは30万円だったと

思います。タクシーに関しては5万円だったと

思います。事業形態は若干違うと思いますけれ

ども、かかる経費は同じような状況でもありま

すし、具体的に、前より補助率が平均で下がっ

たのは、算定基準だとか、この違いはどこから

算出されたのかお尋ねしたいと思います。

【小川交通政策課長】まず、貸切バスでござい

ますが、一般の生活路線バスと比較いたします

と、貸切バスは需要自体が落ち込んでいる中で、

会社全体を休業したりとか、そこで雇用調整助

成交付金の交付を受けたりとか、そういう形で

の対応ができるということもございまして、一

定割落としをしているという状況でございます。

基本的には、年間の固定経費相当に対して、

そういう助成の状況とかを見ながら、金額の単

価の設定をさせていただいているところでござ

います。

また、自動車運転代行事業者については、委

員ご指摘のとおり、6月補正予算でタクシー事

業者1台当たり5万円という形で整理をさせて

いただいておりましたが、こちらの方につきま

しても固定経費というのを一定見る中で、自動

車運転代行事業者についてはその随伴車両とい

うのがほとんど軽自動車ということでございま

して、固定経費の負担が比較的タクシー事業者

に比べたら低いということも踏まえまして、1
台当たり3万円という設定をさせていただいて

いるところでございます。

【麻生委員】算出基準についてはわかりました。

あと一点お尋ねしたいのは、現在でも交通事

業者の状況が改善してない。大半が厳しい状況

に置かれているという状況が続いているんです

けれども、ただ、コロナ前提の状況であるもの

ですから、今日お尋ねしたいのは、この予算と

は別に補正予算が、要するに公共交通機関の最

初出していだいた13億円ですね、あの状況で2
次補正的なものがないのかどうか。ただ、私た

ちはあくまでも公共交通機関をしっかりと支え

ていくと。コロナがあってでも、何とか活用し

てもらうということでありますので、その点に

ついてのお考えはないのかどうか、その点につ

いてお尋ねしたいと思います。

【小川交通政策課長】委員ご指摘のとおり、交

通事業者の状況というのは非常に厳しい状況が

続いているということは、私どもも毎月、それ

ぞれの主な事業者の状況を、利用人数だとか、

収入の状況だとかをお尋ねしながら把握してい

るところでございます。

一方で、私どもが今把握をしている各交通事

業者へのいろんなところからの支援の状況とい

いますのが、例えば国土交通省の新型コロナ対

応の補助金、これが県内の交通事業者へ約4億
9,000万円ほど、交付もしくは今後交付される予

定というものをお聞きしておりますし、また、

これまでに雇用調整助成金とか、持続化給付金

などで約1億9,000万円の支援が行われている

というところ、それと県庁の他課の事業でござ

いますが、観光のステップアップ事業とか、新

しい生活様式等々の補助金で約3,100万円ほど

の支援が行われていると。それと、県内の市町

とか、他県からの補助金等々で約3億5,000万円

ほどの交通事業者への支援が行われているとい
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うところを今把握してございます。

こういう状況も見ながら、今後、各交通事業

者の収支状況も十分に踏まえながら、その対応

については検討してまいりたいということで考

えております。

【麻生委員】この前、貸切バス事業者の方たち

が見えまして話をさせていただく機会がありま

した。1次で何とか収束するかなと思ったら、

追加の2次が出てきて、要は修学旅行関係が来

ると思っていたんだけれど、9月、10月のキャ

ンセルが多くなってきているんですと。県外に

行くところが県内に回るということで、貸切バ

スの事業がなかなか伸びないということは言わ

れておりました。

ですので、ここでお願いは、こういう補助金

もそうでしょうけれども、やっぱり動かしてな

んぼだと皆さん言われていましたので、何とか

横断的に貸切バスを使っていただくような連携

をぜひお願いしたいなと。

タクシー業界では、一部業務としてＧｏＴｏ

キャンペーンも含めて取り組まれて、新しい事

業も展開しているところもありますので、ぜひ

こういう皆さんの補助金はもちろんありがたい

んですけれども、何とか横の連携で、そういう

ふうに使っていただくような、県内事業者を育

成して、また支援していくという取組を、ぜひ

連携しながらやっていただきたいということを

重ねて要望しておきたいと思います。よろしく

お願いします。

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【小林委員】前回の委員会で、いわゆる代行運

転者に対する支援の考え方はないかということ

をお尋ねし、ぜひそういう代行運転者の皆さん

方に対しても、現場は今の状況の中で大変苦し

い思いをされていると。そういうことでぜひと

も考えていただきたいと、こういう要望を率直

に、力強くお願いをしてまいったところでござ

います。

特に、お話もありますけれども、今、普通の

タクシー会社的なものが1台5万円、貸切バスが

20万円と、こういう展開でございまして、また

同時に夜の街というか、いわゆる飲酒の関係業

者として、お客様がなかなか、そうやって飲酒

関係の飲食店が時間短縮とか、あるいは閉鎖さ

れるような状態、また、休業要請をされている。

それに伴って休業補償も30万円ぐらいという

ことの中で、ひとり代行運転の皆さん方が、率

直に言って取り残されているような状況の中で、

非常に心細い思いをされておったことも事実で

す。

やっぱりお客様相手でございますから、やは

り代行運転といえども、コロナ対策をきちんと

した対応をしておかなければお客様が乗らない

ということで、やはりそこに感染を防ぐための

いろんな対策を講じられているわけですよ。そ

ういうことも含めて、全くそこに支援はノータ

ッチというようなことについては、何か片手落

ちみたいな、そんな感じがしておったわけであ

ります。

しかし、今、交通政策課長がきちんとご答弁

いただいたように、少々コロナもおさまって、

ある程度元に戻っていくんではなかろうかと、

こういう期待が一時期あったので、6月につい

ては遠慮しておったけれどもと、こういう状況

の中で、今回、トータルして1億3,000万円、特

にこの336台の160事業所と。この県の会長を大

村在住の山口という方がされております。それ

で、この山口会長は、毎年、地元の北村副委員

長も松本副議長を含めて、我々3人はいつも大
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村警察署において、秋の交通安全週間に先立っ

て、県下の飲酒運転撲滅運動をここ3～4年、ず

っと県内を2泊3日ぐらいかけて、リレーでやっ

ているわけですよ。県警察当局もその努力を評

価していただいて、いろいろグッズを県の方も

やっていただいたり、警察の方からも出してい

ただいたりして、その活動の展開を評価してい

ただいていた矢先だったわけです。

今回、5万円と3万円の違いはあるとしても、

それはそれとして、やっぱり全くノータッチで

あったものが、こうやって県当局のご判断で、

ご高配でこれだけのことができたということを、

実は大変感謝をされているわけでありまして、

ますます我々は頑張らなければいけないと。だ

から、コロナ感染症対策と同時に、経済対策と

して今回の支援は非常にありがたかったと、こ

ういうことをしきりにおっしゃっているところ

でございます。

非常にタイムリーなご支援をいただいたこと

を改めてお礼を申し上げ、今後とも、そういう

手の届かないところとか、まだまだ対策が行き

届いていないところがひょっとしたらあるかも

しれないと、そんなようなところもよくよくひ

とつ見計らっていただきながら、こういう地方

創生臨時交付金もあと8億円ぐらいしかないと

いうことであるし、これから第3弾とか、そう

いうものが果たしてどうなってくるかわかりま

せんけれども、今後とも、やっぱり県の公共交

通事業と同時に、個人でやっておられても、や

っぱり地域に根差して、相当な役割を果たされ

ているところについても、よくよく目を通して

いただきながら、ご支援をいただければ大変あ

りがたいと、こう思っておりますので、質問と

いうよりも、それを取り上げた一人として感謝

を申し上げて、今後ともよろしくお願いしたい

と思っております。このことについて答弁をお

願いします。

【小川交通政策課長】前回の委員会におきまし

ても、委員はじめ、ほかの委員の方からもご指

摘をいただきまして、私どもの方も運転代行事

業者の方々といろいろな現状とか、お客様の形

態といったところについてお話を実際にお聞き

いたしました。そういうものを踏まえる中で、

各事業者の、特に運転代行事業者の方がどうい

う状況にあるのかというものを、私ども把握し

た上で、今回、ぜひタクシーと同様の取り扱い

をして、やはりそこを支援していくべきだとい

うことで今回予算を計上させていただいたとこ

ろでございます。

委員ご指摘のように、今後も各交通事業者の

状況をよく把握をしながら、どういう形で県が

支援をできるのか、もしくは、県内の各市町と

どういう連携をとりながらやれるのかという部

分について、十分熟慮をしてまいりたいと思い

ます。

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【吉村委員】今、大変お褒めの言葉があったの

で言いにくいんですが、今、課長の話を聞きな

がら、よかったところもあるんですけれども、

20万円と3万円と、前回の路線バスとタクシー

とすると、ちょっとずつ値切ってあるんですが、

その根拠が年間の固定経費ということで、話は

おおむねわかるんですけれども、例えば新しい

生活様式というのは、事務所とかなんかで活用

すると。この上の方を見ると、車の中に感染拡

大防止策を講じながらということを考えると、

やっぱりその価格の設定根拠というのは、もう

ちょっと工夫されてよかったのかなと思います

ので、今後に活かしていただきたいと思います。
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併せて、ここの金額は少ないけれども、ほか

に雇用調整助成金とか、新しい生活様式とかと

いうのがあるからという話なんですけれども、

それは一つひとつに全部申請をしないといけな

いわけですよね。新しい生活様式を私も考えた

方なんですけれども、7月の初めに申請をして、

今ようやくそれが認可というか、出ているんで

すが、まだ振り込みにはなっていないですね。

約2か月ちょっとかかってそういうこと。

それが、それぞれの奨励金の支援事業で手続

きをやって、それだけ時間がかかると、もらう

方も何となくありがたみが薄れてしまって、特

に新しい生活様式なんかは、領収書をつけて申

請しないといけないんですね。最初にお金を払

って、2か月以上待たされて、なんかもう金が

ないから申請しているのに、先払いさせられて

たまらんばいという話になるわけです。

今後、まだ第2、第3、第4と国の事業も出て

くるんじゃなかろうかなと、それによって県に

そういう交付金もおりてきて、いろんな支援が

できる時があるだろうと思うんですけれども、

その時に、やっぱり各部局である程度、自分の

ところはこれ、あっちはあっちというんじゃな

くて、まとめてやれないものかなと思うんです

けれども、これはこれで今度の補正ですからあ

れですけれども、今後に向けてはそういうとこ

ろも協力して、一本化できるようなところは申

請を一本化するというようなことも工夫してい

ただきたいと思うんですが、いかがですか。

【浦地域振興部長】今、今回のコロナ対策を踏

まえまして、各部局、横の連携を取りながら取

り組むべきだというようなご指摘、ご質問でご

ざいますけれども、確かにそれぞれの施策につ

いてはやはり所管の部局があって、それに関係

する事業者の方がおられて、それぞれで手続き

を進めていくというのがこれまでのやり方です

し、今回もそういう形になっているかと思いま

す。県の中では、コロナ対策の事務局を設けま

して、適宜全体の会議もやりながら進めてはい

るところでございますけれども、やはり事業者

の方、利用者の方からすると、委員ご指摘のよ

うな不便さ、煩わしさを感じているというお声

をお聞きしているのも事実でありますので、今

回のことも一つの教訓というか、参考といたし

まして、より利便性の高い、使い勝手のいいや

り方、進め方というのをしっかり庁内全体でも

図っていけるように取り組んでまいりたいと思

います。

【吉村委員】今の部長の答弁はありがたかった

ところですが、国の10万円の給付金も不正受給

とか、そういうニュースが出てきて非常に残念

なんですけれども、そういうことが出てくると、

厳しく審査をせざるを得ないということになり

ますけれども、そういうこととは違って、こう

いう地域でこういう事業者ですから、個人とは

違うので、そこら辺は所在がしっかりしている

というところも勘案しながら、なるべく簡便な

申請で、早急に交付できるような体制づくりを

今後ともしていただきたいということを要望し

て終わらせていただきます。

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。
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予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第110号議案のうち関係部分は、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定されました。

【山口(経)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。

地域振興部においては、委員会付託議案がな

いことから、所管事項等についての説明を受け

た後、陳情審査、法定報告、計画案件及び議案

外の審査を行うことといたします。

まず、地域振興部長より、所管事項の説明を

求めます。

【浦地域振興部長】地域振興部関係の議案外の

所管事項のうち、主なものについてご説明をい

たします。

お手元の「総務委員会関係議案説明資料」地

域振興部の部分をご覧いただきたいと思います。

（ＵＩターンの推進等について）

ＵＩターンの推進については、ながさき移住

サポートセンターを核に、県内市町と一体で取

り組んできたところですが、新型コロナウイル

ス感染症の拡大により、県境をまたぐ移動その

ものが制限されるほか、移住相談会の中止など

様々な影響が出ており、緊急事態宣言の期間を

含む本年度第1四半期の移住実績については、

前年度の実績を下回る見込みとなっております。

こうした中、今は移住希望者とのつながりを

構築しておく時期と捉え、対面式の移住相談会

をオンラインでの開催に切り替え、去る7月11
日にオンライン相談会を開催したところ、従来

参加が困難だった地域からの参加も可能となっ

たほか、参加者からは、今後もオンライン相談

会があれば参加したいなど、好評価をいただい

ております。

県としてもオンラインの有効性を確認できた

ことから、10月を「オンライン相談会開催月間」

と位置づけ、毎週テーマ別・エリア別で開催す

る準備を進めており、移住相談会の質的・量的

な充実に取り組んでまいります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り注目されているリモートワーク等については、

県ホームページの中で本県の取組等に関する情

報発信を始めたほか、民間企業とも意見交換を

行いながら、企業ニーズの把握や県内市町との

マッチングなどに努めているところです。現在、

市町向けの受入態勢整備に係る補助金の交付決

定手続きを進めているところであり、今後、ホ

ームページの充実や都市部企業との関係構築を

図りながら、市町と一体となって県内での魅力

的なリモートワーク等の受入態勢づくりを進め

てまいります。

（「長崎！県市町スクラムミーティング」の

開催について）

県市町スクラムミーティングについては、7
月20日に今年度2回目となるスクラムミーティ

ングを開催したところであります。

この中では、国民文化祭、全国障害者芸術・

文化祭の令和7年度誘致について合意形成が図

られたほか、令和4年度の新幹線開業に向け、

県全体の気運醸成や観光資源の磨き上げ等に取

り組むとともに、開業に合わせ実施を予定して

いる「ＪＲデスティネーションキャンペーン」

についても、県・市町が協力して進めていくこ

とを確認しました。

その他、次期長崎県総合計画の地域別計画案

について市町長の皆様から幅広く意見をいただ
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いたところであります。

今後も引き続き、県・市町の施策について情

報共有を図り、連携を深めながら各種施策の効

果的な展開につなげてまいります。

（過疎対策について）

過疎対策については、現行の「過疎地域自立

促進特別措置法」の失効が令和3年3月末に迫る

中、昨年度から、様々な機会を捉えながら、県

過疎地域自立促進協議会とも連携し、国会議員

等に対して要望活動を展開してきたところであ

ります。

こうした中、去る8月4日には、県内関係市と

ともに関係国会議員に対して、「一部過疎」「み

なし過疎」の現行制度の堅持や、現行過疎地域

を継続して指定対象とすることを基本に、過疎

地域の指定要件に係る具体的な提案なども含め

て要望活動を行ったところであります。

今後とも、関係市町と一体となり、国等に対

する働きかけを積極的に行ってまいります。

続きまして、「総務委員会関係議案説明資料

（追加1）」の1ページをご覧いただきたいと思

います。

（九州新幹線西九州ルートについて）

九州新幹線西九州ルートの新鳥栖～武雄温泉

間の整備については、国土交通省が提案した「5
つの整備方式の全てに対応できる環境影響評価

の手続き」に対する佐賀県の同意が得られてお

らず、県としては、このまま環境影響評価調査

に着手できない状況が続くことで、北陸新幹線

の財源議論に乗り遅れてしまうのではないかと

危惧しているところであります。

当初の説明資料の3ページ、6行目にお戻りい

ただきたいと思います。

こうした中、7月31日に、知事が、ＪＲ九州

の青柳代表取締役社長と並行在来線にかかる協

議を行ったほか、8月26・27日には、本県選出

国会議員の皆様や瀬川県議会議長、宮脇県商工

会議所連合会会長等とともに、政府・与党に対

して、早急な環境影響評価調査への着手や北陸

新幹線との一体的な財源確保について強く要望

してまいりました。

また、8月4日には、佐賀県地域交流部長と部

長同士でお会いし、知事会談の申し入れを行い

ましたが、佐賀県側からは、新しい話があれば

いいが、今までと同じお願いだけなら時間をと

る必要はない旨の回答がありました。

県としては、今後、国土交通省と佐賀県との

協議の進展に期待するとともに、佐賀県に対し

て働きかけを行う等、全線フル規格による整備

の実現に向け、取り組んでまいります。

一方、令和4年度に開業する武雄温泉～長崎

間については、去る8月19日、開業に向けて官

民一体の取組をさらに推進するため「長崎県新

幹線開業効果拡大推進本部」を立ち上げ、第1
回会議を開催したところであります。

会議において、鹿児島ルート開業時に経済界

の立場からご尽力された鹿児島経済同友会の津

曲代表幹事にご講演をいただいております。ま

た、県内各経済団体及び有識者を含めた意見交

換の場においては、「開業は長崎県の強みをア

ピールする最高のチャンスであり、自ら開業効

果をつくっていくべき」との発言等、活発な議

論が交わされたところであります。

（追加2）の1ページをお開き願います。

また、開業時期について、去る9月24日、鉄

道運輸機構及びＪＲ九州から、令和4年度秋頃

となる見通しが公表されたところであります。

当初の説明資料の3ページ、一番下の方にお

戻りいただきたいと思います。

県としては、これから開業までの2年間が非



令和２年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２８日）

- 60 -

常に大事な時期と捉えており、開業効果を高め

るため、アクションプランを着実に推進し、県

内全体に開業効果が波及できるよう官民一体と

なって取り組んでまいります。

（県庁舎の跡地活用について）

県庁舎の跡地活用について、まず、埋蔵文化

財調査については、現在、教育委員会において

旧県庁南側付近の詳細な調査が進められ、昨年

度の調査で一部を確認した石垣の全体が、高さ

約6メートル、幅約60メートルの規模で確認さ

れており、今後、10月末までの予定で町屋の遺

構等の状況を確認し、その後、旧県庁西側付近

の詳細調査を実施する予定としております。

また、活用策の検討については、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響により、7月末まで

の予定であった基本構想策定に係る業務委託を

9月末まで延長のうえ、専門家等へのヒアリン

グなどを継続し、さらに検討を深めております。

専門家からは、懇話会などで議論されてきた、

この地が持つ交流、創造、発信の拠点としての

役割については同様の認識であり、賑わいの創

出につながる「広場」や「交流・おもてなしの

空間」における情報発信機能に加えて、多様な

交流により新たな価値を創造するための支援機

能を付加することが考えられる等のご意見をい

ただいており、今後、県として、整備にかかる

理念や盛り込む機能などの考え方を整理してま

いりたいと考えております。

さらに、跡地周辺に少しでも賑わいを創出す

べく、現在、更地となっている第二別館跡地な

どを活用した集いの場づくりについても、関係

者の皆様と意見交換を進めております。

今後とも、県議会や関係者の皆様に県として

の考え方や取組状況をわかりやすくお示しし、

ご意見を賜りながら、歴史を活かし、賑わいの

創出につながるような活用策の検討を進めてま

いります。

（新たな総合計画の策定について）

来年度以降の県政運営の指針となる新たな総

合計画の策定については、去る6月定例会に「素

案骨子」をお示しし、ご議論いただいたところ

でありますが、今般、本県の近未来像や県民所

得向上対策などを加えた「計画素案」をお示し

しております。

なお、基本戦略のうち地域振興部関係分では、

基本戦略1－2「移住対策の充実、関係人口の幅

広い活用を推進する」において、ＵＩターン促

進に向けた相談・支援体制の充実や効果的な情

報発信の強化、関係人口の創出・拡大を推進し

てまいります。

次に、基本戦略3－1「人口減少に対応できる

持続可能な地域を創る」においては、集落・地

域コミュニティの維持・活性化の推進や、市町

の行財政基盤の強化、地域公共交通の維持・確

保に取り組むこととしております。

また、基本戦略3－2「地域の特徴や資源を活

かし、夢や希望の持てるまちを創る」において

は、九州新幹線西九州ルートの整備促進や開業

に向けた取組の強化、県庁舎跡地活用の推進、

しまや半島の地域活性化を推進してまいります。

さらに、地域の特徴的な取組の方向性を示す

地域別計画は、7つの地域区分において、市町

との連携を重視し、各地域の未来が大きく変わ

る新たな動きについて盛り込むとともに、目指

す姿や地域づくりの方向性などをお示ししてお

ります。策定に当たっては、今後も市町とも連

携しながら進めていくこととしております。

引き続き、県議会や有識者懇話会のご意見を

お伺いするとともに、パブリックコメント等に

より県民の皆様の声をお聞きしながら、今年度
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中の計画策定に向けて検討を進めてまいります。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【山口(経)委員長】次に、地域振興部次長より、

補足説明を求めます。

【坂野地域振興部次長】九州新幹線西九州ルー

トについて、ご説明いたします。

「九州新幹線西九州ルートにかかる最近の主

な動き」と書かれました資料をご覧ください。

国土交通省と佐賀県の協議につきましては、

6月5日に両者の会談において協議が開始され、

また、6月16日には国土交通省から佐賀県に対

し、「5つの整備方式の全てに対応できる環境

影響評価の手続き」について提案がなされてお

りますが、佐賀県は提案のあった当日にお断り

されているところでございます。

7月15日には、国土交通省と佐賀県の2回目の

協議が行われ、国土交通省は改めて5択アセス

の提案を行っております。

資料の6ページをご覧ください。

国土交通省と佐賀県の協議の概要を掲載して

おります。

国土交通省からは、5つの整備方式の全てに

対応できる環境影響評価の手続きの提案の趣旨

について説明をしており、5つの整備方式の全

てに対応できるよう環境影響評価の手続きを進

めるもので、協議の結果、いずれの方式に決ま

ったとしても、迅速にその実現に取りかかるこ

とが可能になること、また、アセスの期間、2
年から3年という期間を使って、腰を据えて整

備方式についてしっかり協議できるもの、さら

に、環境影響評価は全額国費で実施するもので

あり、佐賀県にとってリスクもコストも生じな

いものということで説明をされております。

しかしながら、佐賀県は提案をお断りされて

いますが、国土交通省は再考を促し、7月末ま

で回答を待ちたいとの意向を示されました。

協議後の取材におきまして、国土交通省の幹

線鉄道課長は、8月までに環境影響評価につい

て佐賀県の環境部局と協議を開始しないと、令

和5年度に着工するのは時間的に難しいこと、

また、令和5年度着工であれば、北陸新幹線と

セットで財源議論ができること、さらに、これ

までの整備新幹線の歴史上、複数線区をセット

で財源議論をしてきており、財源探しには相当

なエネルギーが必要なこと、また、今年9月の

概算要求については、佐賀県の同意がなければ

進めないと約束しているので、今後、何ができ

るか考えたいと話されております。

また、佐賀県の地域交流部長は、「5択アセ

スについては、6月に知事と協議の上、佐賀県

として断っており、今後もその考えは変わらな

いこと、佐賀県はフル規格、ミニ新幹線には同

意しておらず、5択アセスという案は違うので

はないか」と考えているといったお話がされて

おります。

資料の2ページをご覧ください。

このように、西九州ルートについて時間軸が

示され、重要な局面に差しかかっていることか

ら、長崎県としても西九州ルートの可能性を残

すためにも、佐賀県にぜひこの5択アセスの提

案を検討いただきたいと考えており、7月28日
には、地域振興部長から佐賀県の地域交流部長

へ知事同士の会談を申し込んでおりますが、「ア

セスの話になるのであればお会いできない」と

いう回答があったところです。

また、7月31日には、中村知事がＪＲ九州の

青柳社長と会談し、佐賀県は、並行在来線の問
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題を大きな課題として認識しているので、対応

策を検討いただけないか、提案いただけないか

要請いたしましたが、青柳社長は、これからの

協議の中で真摯に議論していくべき課題である

と、従来の主張を示すにとどまっております。

そして、7月31日、国土交通省が示した5択ア

セスへの回答期限でありますが、佐賀県は再度

受け入れられないという回答をなされておりま

す。

これによりまして、国土交通省は、「令和5
年度の着工が極めて困難になった」との見解を

示すとともに、「引き続き今後の協議で理解を

求めたい」としております。

このような中、8月4日には、両県の部長同士

で会談を行っております。

資料の8ページをご覧ください。

2県の部長同士の会談について概要を記載し

ております。

長崎県からは、5択アセスについて、「佐賀

県はアセスを受けたとしても、何かを選択した

ことにはならずリスクはないこと」「フル規格

の可能性を残してほしい」ということで5択ア

セスの検討をお願いしましたが、佐賀県は「何

も決まっていない中、事業実施が前提のアセス

を実施するのはおかしい」としております。

また、知事同士の会談について、長崎県から

は「昨年と状況も変わっており、前に進むきっ

かけとして知事同士で話をする時間がほしいこ

と、新たな提案と言われると佐賀県の具体的な

課題がわからない中では難しいこと」をお伝え

いたしましたが、「今までと同じ話であれば、

知事同士の会談はできない。新しい話があるの

であればお聞きする」と言われているところで

ございます。

さらに、「フル規格を受け入れられない具体

的な理由を教えてほしい」とお願いをしており

ますが、佐賀県からは「フル規格についてはい

ろいろな問題がある」とされているところでご

ざいます。

資料の3ページをご覧ください。

8月4日に赤羽国土交通大臣は、会見におきま

して、5択アセスに、佐賀県が同意していない

ということにつきまして、「趣旨をご理解いた

だけていないことは大変残念」であること、「九

州地域、西日本地域の未来にとってどのような

整備の在り方が望ましいか、しっかりと議論を

重ねてまいりたい」と発言をされております。

8月20日には、自民党佐賀県議団が今後の方

向性を取りまとめました。

西九州ルートについては、「フリーゲージト

レイン開発など在来線の利用を模索しつつ、フ

ル規格で整備した場合を想定して議論を進め

る」とされているところでございます。

資料4ページをご覧ください。

国土交通省から西九州ルートの整備について、

8月から環境影響評価を開始しなければ令和5
年度の着工が難しくなるという時間軸が示され

たことを受けまして、8月26日、27日に、早急

な環境影響評価の着手やフル規格の実現につい

てご理解をいただくとともに、ご助力をいただ

くため、中央での要望活動を行いました。

資料の10ページをご覧ください。要望活動の

概要でございます。

要請につきましては、中村知事に加えまして、

県議会の瀬川議長、さらに、県商工会議所連合

会の宮脇会長にもご同行いただくとともに、要

請書については、沿線市や県内の経済団体も名

前を連ねているところでございます。

要望内容につきましては、4項目としており

まして、「令和5年度に新鳥栖～武雄温泉間の
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着工ができるよう早急に環境影響評価の調査に

着手すること」、「整備財源については北陸新

幹線と一体的に議論して確保を図ること」、3
番目に「地方負担や並行在来線など想定される

課題については地方の地元の意向も踏まえ解決

を図ること」、そして、4番目として「フル規

格による整備の早期実現を図ること」としてお

ります。

11ページをご覧ください。

要望の結果の概要を記載しております。

当時の役職ですが、菅官房長官からは、「西

九州ルートは、九州、西日本にとって重要な課

題だと思っているので、引き続き、国土交通大

臣にしっかり取り組むよう伝える」とのお話を

いただき、また、自民党の二階幹事長からは、

「地元の方々の話を聞きながら、重要なプロジ

ェクトであるので取り組んでいかなければなら

ない」というお話をいただいております。

また、与党ＰＴの座長でもあります自民党の

岸田政調会長からは、「国家プロジェクトとし

て、与党の立場からも、しっかりこれを応援し

ていきたい」こと、「北陸新幹線は令和5年度

に新大阪延伸を着工したいと考えており、西九

州ルートについてもこれと合わせてやることが

大事である」というお話をいただき、また、同

じく与党ＰＴの副座長でもあります公明党の井

上副代表からは、「新幹線はつながってこそ意

味があるので、佐賀県の理解が得られるよう、

引き続き努力して、協力して進めていきたい」

というお話をいただいているところでございま

す。

資料4ページにお戻りください。

9月2日でございます。佐賀県議会の新幹線問

題対策等特別委員会におきまして、国土交通省

鉄道局次長が参考人として招致され、質疑が行

われました。鉄道局からは、環境影響評価につ

いて期間は2年半要するとし、佐賀県への回答

期限としていた7月末は過ぎたものの、効率的

に準備を進めることで今冬からの調査に対応可

能であるが、9月末までに同意の回答が得られ

なければ、令和5年度の着工は難しくなるとい

う見解を示されております。

そして、9月14日から16日には、佐賀県議会

で一般質問が行われ、山口知事は、答弁におき

まして、「フリーゲージトレインの導入を断念

して現在の状況を招いたのは国の責任であり、

フリーゲージトレインを断念したからフル規格

で整備するのは筋が違う」こと。また、「佐賀

県はフル規格に同意していないので、環境アセ

スに同意することはあり得ない。」さらに、「佐

賀県は、様々な議論を行うことを閉ざしていな

いので、幅広い協議の場で、いろいろな面から

率直に、真摯に向き合って幅広く議論を行って

いきたい」という内容の答弁をされているとこ

ろでございます。

資料の5ページをご覧ください。

9月16日には、佐賀県議会自民党会派が、開

会中の定例会で「九州新幹線西九州ルートに係

る国との協議に関する決議書」を提出すること

を表明しました。内容は、報道によりますと、

佐賀県の方に対しまして、国土交通省と積極的

に協議するよう求めるものとされているところ

でございます。

また、直近の動きといたしまして、資料に記

載はございませんが、9月17日には自民党佐賀

県連が山口知事に対しまして、環境影響評価に

同意した上で国土交通省としっかり協議するよ

うに要請を行っております。

山口知事は、「佐賀県と県民の今と将来をひ

たすら考え対応していきたい」と述べておりま
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す。

また、9月24日には、与党整備新幹線建設推

進プロジェクトチームが行われました。

西九州ルートにつきましては、国土交通省と

佐賀県の協議をしっかり進めるよう国土交通省

に対して指示があったとのことです。

また、国土交通省は、「来年度の環境影響評

価調査費については、昨年度と同じ取り扱いと

し、12月に向けて調整がつき次第計上する」と

されております。

さらに、ＰＴの中で、武雄温泉～長崎間の開

業時期について、令和4年秋頃と説明の方がさ

れており、同日、鉄道運輸機構とＪＲ九州から

もその旨公表がされているところでございます。

県としては、今後、国と佐賀県との協議が精

力的に積み重ねられ、議論が進展していくこと

を期待するとともに、佐賀県への働きかけも含

めて対応を検討してまいりたいと考えておりま

す。

西九州ルートについての説明は以上でござい

ます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【山口(経)委員長】 次に、県庁舎跡地活用室長

より補足説明を求めます。

【苑田県庁舎跡地活用室長】県庁舎跡地活用に

関しまして補足説明をさせていただきます。

お配りしております総務委員会補足説明資料

「県庁舎跡地活用に関する検討状況」をご覧く

ださい。

まず、埋蔵文化財調査の関係でございます。

去る5月19日から教育庁学芸文化課におきま

して、昨年度の調査に続き、旧県庁南側付近の

詳細調査が進められ、長さ約60メートル、高さ

約6メートルの石垣や陶磁器などの出土品が確

認されており、引き続き、10月末まで町屋部分

などの調査を実施する予定とされております。

これらの調査が終了後、昨年度の調査で江戸

時代の瓦などを含む土の層が確認された旧県庁

の西側付近の調査を実施する予定とされており

ます。

また、一番下に記載しておりますとおり、現

地説明会を9月12日に実施するとともに、調査

状況につきましては、随時県のホームページを

更新し、情報提供を行わせていただいておりま

す。

2ページに図や写真を載せさせていただいて

おります。上段の調査の状況につきましては、

上が市役所側、下が出島側となっておりますが、

現在、出島側の大きな斜線部分におきまして、

石垣や町屋の状況を確認しており、先ほどご説

明しました石垣が赤い線のとおり確認をされ、

下段にその写真を載せさせていただいておりま

す。

当該付近を10月までの予定で調査をし、その

後、年明けぐらいまでの予定で左上の斜線部分

にございます旧県庁西側の調査を行うこととい

たしております。

また、こうした調査と並行いたしまして、両

側にございます点々の部分でございますが、現

存する石垣につきまして、今後の保存活用の検

討に当たり、はらみなどがないか、10月末まで

の予定で現状確認を行っております。

引き続き、一連の調査につきまして、適切に

対応をしてまいります。

恐れ入りますが、本日配付させていただいて

おります「県庁舎跡地埋蔵文化財の取扱いに関

する外部専門家からの意見聴取の結果につい

て」の資料をご覧ください。

先週23日に、文化財や石垣の専門家を招聘し、
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出土した石垣等について意見を伺いました。

専門家からは、奉行所の絵図と石垣のライン

が一致をしており、積み直しを繰り返しながら

長きにわたって維持されてきた価値ある石垣で

あり、現存する石垣を含め、全体把握に努めて

ほしいとの意見を頂戴いたしました。

一方、崩れている部分が一部あり、修復を行

えば健全性を保つことはできると考えるが、積

み直しの方法などについては留意が必要である

との助言もいただいたところでございます。

引き続き、専門家のご意見をお伺いしながら、

どのような保存や利活用ができるのか、精査を

してまいります。

補足説明資料の3ページにお戻りいただきた

いと存じます。

埋蔵文化財調査と併せ活用策について、基本

構想の検討作業を進めております。

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、昨

年9月より実施しているコンサルティング会社

への業務委託を今月末まで延長し、専門家等へ

のヒアリングを継続いたしております。

6月定例会以降も施設運営や企画のノウハウ

を持つ専門家等から様々な意見や助言をいただ

いており、これまで懇話会などで議論されてき

たように、この地が海外などの交流により、新

たなものを創造、発信する場所であったとの認

識は同様であり、その役割を受け継ぎ、賑わい

を生み出す広場機能や、歴史や観光などの魅力

を伝える情報発信機能に加え、多様な交流によ

り新しい価値の創造につながる機能を付加する

ことが考えられるといった意見などをいただい

ております。

また、長崎特有のテーマを設定する等により、

目的を具体化したり、ターゲットを明確にして、

必要な機能を精査すべきとの意見やアフターコ

ロナを見据えた対応や、将来を担う若者が集い、

チャレンジできるような場の創出、整備後の運

営体制や必要な人材の確保など、留意すべき点

についても様々な助言を頂戴しております。

4ページをお願いいたします。

こうしたご意見や、今後提出される委託事業

者からの報告内容なども踏まえ、県として、整

備にかかる理念や盛り込む機能などの考え方に

ついて整理を進めてまいります。

また、こうした検討と併せまして、先行的な

賑わいづくりとして、地元の皆様などからの県

庁舎跡地周辺に早期に賑わいを創出してほしい

との声に少しでもお応えするべく、跡地を囲っ

ております白い壁を使い、この地の歴史や埋蔵

文化財調査の状況などを紹介いたしますととも

に、現在、更地となっております県庁第二別館

跡地の活用についても、具体化に向け検討を進

めております。

引き続き、埋蔵文化財調査を実施しながら、

並行して基本構想の策定作業を進め、県として

の考え方を県議会や関係者の皆様にわかりやす

くお示しし、ご意見を頂戴しながら、よりよい

活用策となるよう検討を深めてまいります。

以上で説明を終わります。

どうぞよろしくお願いいたします。

【山口(経)委員長】 以上で説明が終わりました

ので、まず、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

審査対象は、47、50、51、52、55、56、59、
75、78であります。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

【麻生委員】長崎市から公共交通関係について

の要望が上がっております。
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一つは超低床式の電車導入について、県はな

かなか補助を認められないということがありま

す。それと併せて、あと一点は、公共交通機関

のあり方、これが、先般、長崎バスが乗り継ぎ

関係についての展開を図ろうということで、一

部計画を進めておられますけれども、こういっ

たことの取組について、県としての対応をお尋

ねしたいと思います。

一つは路面電車の補助がなぜ出ないのかとい

うことについてお尋ねしたいと思います。

【小川交通政策課長】 まず、第1点目が超低床

式の路面電車導入に対する支援ということでご

ざいますが、ここについては従来から、私ども

としては各市町村をまたぐような交通体系の部

分について支援をするということでやってきて

おります。路面電車は長崎市内のみでの運行と

いう形になっておりますので、長崎市自身もそ

こに対しては従来から単独で支援をされている

ということもございまして、そこについては長

崎市の方の支援でお願いをしたいということで

整理をさせていただいております。

もう一点でございますが、先日、長崎市内の

南部地域におきまして、ショットガン方式とい

うことで、交通の拠点をつくり乗り継ぎ方式を

導入していくということでの発表が一部の事業

者からなされているかと思いますが、これにつ

きましては長崎市がつくっております総合交通

計画の中で、そういう形のものが今後進めてい

くべき姿として示されていると。それに基づき

まして、現在、利用者数が減少しております長

崎市の南部地域の方から先に進めていきたいと

いうところで、今回、秋以降に進めていく準備

をされているということでお話をお聞きしてお

りまして、今後、私どもも全体的な部分として

長崎市の総合計画を含めて、どういう形で段取

りを踏んだ進め方をしていくのかという部分に

つきまして、長崎市とバス事業者とも意見交換

を行うようにしておりますので、そういうもの

を踏まえながら、県としてできる役割を果たし

ていきたいと考えております。

【麻生委員】路面電車については、市町をまた

がない、長崎市単独の状況だから長崎市でやっ

てくださいねというご意見でしたけれども、人

口の3分の1は長崎市ですよね。路面電車は、一

種モータリゼーションを含めた状況的に、今、

都市化を含めて公共交通の中で大事な視点にな

っておりますので、何とかそういった状況で、

国は一部やっているわけですよね。長崎市は単

独ですけれども、何とかそこら辺について、全

体のバランスの状況もあるかもしれませんけれ

ども、そういったことについて、再度内部で協

議させていただきたいと。今回は、両面はなか

なか難しいという話でしょうけれども、やっぱ

りいろんな形でスマートシティを活かしていく

のか、人口減少に対して交通機関をもっていく

のかという、さっきマース（MaaS）の話も出

ていましたけれども、そういったことについて、

ぜひ取組をお願いしたいなと、要望しておきま

す。

あと一点、長崎市も総合計画を今やっており

まして、この前ヒアリングもしましたけれども、

南部地域、重工を含めて大きく労働状況が変わ

ってきて、相当赤字を出していますという話を

されておりました。

そういった中で、やっぱり路線バスが余りに

もいびつな状況でこの中心部に集まってくると

いう状況があろうかと思いますので、これにつ

いても、単独の状況の中でなかなか難しい面も

ありますけれども、ぜひ県も絡んでもらって、

過疎地に対してどう補助メニューを使えるかと
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いうことについて、しっかりとサポートしてい

ただきたいと思いますので、この点についても

回答はあれですけど、要望という形でいいです

ので、ぜひお願いしたいと思います。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【北村副委員長】 75番の大村市の要望書につ

いて、何点かお尋ねをさせていただきます。

要望の2で重点要望として、九州新幹線西九

州ルートの開業効果を高めるための取組につい

てということで、これはずっといただいている

わけですが、これまでも新幹線開業アクション

プランについていろいろと言及があったかと思

いますけれども、県の支援をよろしくお願いし

ますということなんですが、以前、このアクシ

ョンプランの具体的な要望の中に、駅舎への

Wi-Fiの整備をやっていただきたいという内容

があったかと思うんです。それについて、たし

か平田副知事から、民間の皆さんと一緒に連携

しなから、そういった整備についても支援がで

きないか検討したいというようなご回答を以前

私はいただいたことがあるんですが、これにつ

いて、何か今進捗があれば答弁をお願いします。

【峰松新幹線対策課長】今、副委員長からご指

摘がございました新幹線開業効果に向けての補

助事業の件でございます。

Wi-Fiについてご検討をということでのお話

でございますが、新幹線開業効果を拡大するに

向けて市町及び関係団体が今実施されている事

業に対して、県と市町が一緒に補助をするとい

うメニューを今つくっておりまして、今回、大

村市からではございませんが、別の市町からも

Wi-Fi設備についてもどうなのかというご提案

がございまして、実際、Wi-Fiだけを整備する

ということになりますと、目的がそこだけとい

うことになりますので、開業効果ということで

は、我々の趣旨とはちょっと違うというお話を

させていただく中で、ただ、開業に向けて受け

入れの態勢づくりということで、そういう計画

の中でWi-Fiも一緒に併せて整備をさせていた

だくとか、そういったものについてはこちらの

方も検討させていただくということでお話をさ

せていただいておりますので、一つのWi-Fiだ
けということではなくて、開業効果を拡大する

ために受け入れの態勢づくりということでの考

えの中では、その一つとしてWi-Fiの部分など

も検討させていただきたいと考えております。

【北村副委員長】わかりました。包括的な支援

を考えていると、インクルーシブということで

すね。

先ほどお話もありましたとおり、他市のアク

ションプランも共通して、そういったWi-Fiの
駅舎への整備というのは項目が挙がっていたか

と思いますし、Wi-Fiだけでは開業効果がとい

うような、ちょっとよくわからないようなご答

弁だったと思いますけれども、これは先ほどの

Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0の話ではありませんが、イン

フラみたいなものでして、これは大前提になる

ものかなと考えております。ぜひしっかり、そ

れも含めてということで、補助事業のメニュー

を早期にお示しいただきますようにご要望して

おきます。

あと一点ですが、先ほども説明がありました、

これは要望の7にあります全線フル規格化につ

いて、先ほど縷々経緯の説明がありました。私

はインターネットでいろいろ発信をしておりま

して、ソーシャルネットワークサービスという

中で、フェイスブックやら、インスタやら、ツ

イッターやら、何でもやっているんですけれど

も、そういったところからもいろいろ、多分佐

賀県民の方からかなと思っているんですが、ご
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意見もいただいておりまして、「長崎県の考え

方はおかしい」と、直接非難を受けたりするこ

とがあります。「フリーゲージトレインがだめ

だから、フル規格を要望して佐賀県に負担を押

し付けるなんて」というご意見をいただいたり

するわけです。ただ、私もこれは国策ですので

と、県側の立場をしっかり説明をするんですが、

そういった中で、この9月25日の佐賀新聞の記

事は、いろいろ佐賀県議会の議事録を起こして

こちらいただきますので、内容はご承知かなと

思いますけれども、9月25日の佐賀新聞により

ますと、「山口知事は、県の広報媒体などを使

って、県の立場や考え方を発信する意向を示し

た」というような答弁があって、これに対して

議員が「偏った印象操作にならないようにする

必要がある。広報ができたら、議会に見せてほ

しい。我々もチェックしないといけない。申し

わけないが、執行部をあんまり信用していない」

というような論戦がありまして、部長からは、

ちょっとこれは私もにわかに信じられないなと

思いますが、「議会側と事前の調整はしない。

我々の責任でやる」と断ったというような、額

面どおりに受け止めればですね、そういった記

事が佐賀新聞に掲載をされておりました。

改めて、この長崎県側の、やはり相手があっ

てのことですから、少し静観をしようという向

きもあったかと思いますけれども、これまでも

やってこられているとは思います。

ただ、少しフル規格が長崎と佐賀の未来に資

するんだというような広報について、少し強化

をする必要があるんではないかと思いますが、

こういった記事を受けて、その点について何か

見解とか、分析があればご答弁をお願いします。

【坂野地域振興部次長】今、副委員長からご紹

介がありました佐賀新聞の記事ということです

が、たしか佐賀県の県議会の委員会の方で、一

般質問の中でも広報を強化していきたいという

お話が佐賀県庁の方からあったというふうに承

知しています。

長崎県の広報といたしましても、昨年度、新

しくパンフレットを作成させていただきまして、

令和4年秋の開業の話と、それからフル規格に

ついてのメリットなどを少し紹介するパンフレ

ットを作成させていただきまして、今、そちら

で順次県内への周知をさせていただいていると

ころでございます。

また、これから、令和4年秋の開業に向けま

して、様々な情報等も多く出てくると思います

し、また、佐賀県内での議論の様子などにつき

ましても、県内での周知といいますか、フル規

格についての情報発信などにつきましても、今

使っているパンフレットで少し不足が出てくる

分などございましたら、そこは補足して説明す

るような格好で広報の方を考えていきたいと思

います。

【北村副委員長】最後にしますが、これも要望

なんですけれども、やはり相手があることです

から、ちょっとこの新聞記事を額面どおりに受

け止めると非常に頑なな印象だなと感じますし、

先ほどの説明でもそういった印象を受けました。

ぜひ執行部は執行部同士でしっかり意思疎通を

図っていただいて、また、長崎だけではなくて、

佐賀の未来にも資するんだという方向で、武雄、

嬉野はちょっと違うというような、フル規格化

には賛成をされているというお話も聞いており

ますし、ぜひそういったところも連携をして、

広報の強化に努めていただきたいと要望してお

きます。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【麻生委員】聞き忘れておりました。長崎市の



令和２年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２８日）

- 69 -

関係でポストコロナを見据えた県内一体になっ

た、いわばＩターン、Ｕターンの関係ですけれ

ども、昨日、実は東京のふるさと回帰支援セン

ターの理事長とお会いして、コロナの状況でど

のように変わったのかと。そして、データを見

せていただきますと、ふるさとへのＵターン、

Ｉターンが、どっちかというと離島だとか、地

方の状況なのかと思うと、都市型に帰りたいと

いう状況が結構あるんですね。20代、30代、40
代ぐらいまでの人たちが、Ｕターン、Ｉターン

を多く希望されているという実態が出てきてお

ります。

昨年を見ますと、希望する類似型の関係では、

昨年の関係で地方都市に対して68.5％が都市型

に移住したいと。農村は17.9％。私たちが思っ

ている以上に、都市部で、ある程度利便性があ

って、仕事があれば帰ってきたいというニーズ

が高いんですね。

そこで、長崎市が求めております都市型の状

況の中で、しっかり関わり合っていくことが大

事だと思っておりますけれども、今回、地域振

興部においてはテレワークだとか、新しい事業

について取り組まれておりますけれども、ター

ゲットとしてどのような観点から今取組がなさ

れているのか。

長崎市が魅力ある状況だと言われております

けれども、昨年のふるさと回帰センター希望ラ

ンキング、トップから20位までに残念ながら長

崎は入っていません。1番は長野県、2位は広島

県、九州で見ますと福岡県とか、佐賀県とか、

大分県とか、こういう状況があって、改めて全

国から見ると、長崎の皆さんは相当入ってこら

れたと言っているけれども、実際は、残念なが

ら長崎はランク20位に入っていないという状

況でもあろうかと思います。

そういった中で、まさにコロナの状況の中で

地域間競争ではあるんですよ。だから、皆さん

の努力は十分認めますけれども、こういう相対

的な状況から見ると、まだまだ戦略的に魅力発

信の状況が足りないんじゃないかということを

思っているところであります。

併せて、意見交換する中で、山本一太群馬県

知事が2か月ほど前に誕生して、最初は群馬県

は5つの市町でしたと。しかし、全部が会員に

なったんですよと言われていましたので、この

状況の中で、今後どのような展開を図っていか

れようとするのか。この長崎市の要望に対して、

この取り組み方についてのお尋ねをしたいと思

います。

【浦地域づくり推進課長】移住についてのお尋

ねでございますけれども、令和元年度の本県の

移住実績については、ご承知のとおり1,479人と

いうことで、前年度に比べますと約1.3倍の伸び

ということになっております。

その中で、最も数として伸びているのは長崎

市でございまして、平成30年度の実績が92名だ

ったのが、令和元年度で292名ということで、

約3倍の伸びになっています。

こうした長崎市の状況も踏まえまして、私ど

もの方で内容を分析させていただきますと、今

回伸びているところの共通点として、まず県内

市町における移住相談窓口の設置や担当組織の

強化、充実されたところが伸びているというお

話もございます。

また、先ほど委員のご指摘がありました就職

支援という意味では、本県のながさき移住サポ

ートセンターを介した移住者数が前年比で1.4
倍と伸びておりまして、こちらの方はサポート

センターの就職・転職支援の推進によるものと

いうことで考えております。
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また、長崎市が伸びているということで、長

崎市にその内容をお聞きしましたところ、相談

窓口の開設に加えて、昨年度は東京からのＵタ

ーンが非常に多くなっているという話もござい

ました。また、こちらの長崎市に限った話では

ないんですが、県全体として、やはり若い世代、

40代以下が8割を占めるという傾向も変わって

ございません。

そうしたことから、委員からご質問のあった

ターゲットにつきましては、まずもって若い世

代をしっかり狙っていきながら、就職支援にし

っかり力を入れて、こちらの方はむしろ都市部

の方が雇用の場がシェアとして大きいというと

ころもございますので、就職支援について力を

入れていきたいと思っておりますし、具体的に

言いますと、私どもの県のサポートセンターの

効果が大きかったと先ほど申し上げましたが、

来年度に向けて、サポートセンターで行ってい

る就職支援員増員の検討でありますとか、産業

人材の確保に取り組んでいる各部との連携とか、

そういったことについてしっかり取り組んでい

きたいと思っております。

また、情報発信については、東京からのＩタ

ーンも伸びてきておりますので、こういったと

ころについては、自然環境よりも、例えば知り

合いが多いとか、そういった方も結構増えてき

ております。そういった意味からすると、都市

部からの情報発信としても、県に移住されてき

た移住者の声をしっかり届けるということで、

今年度から情報発信コーディネーターを配置し

まして、先輩移住者と協働して都市部、あるい

は離島を含めて地元の魅力を発信するような取

組にも努めていきたいと思っております。

【麻生委員】ぜひコロナ禍を見据えて、東京か

ら、過密状況を何とか回避したいということで、

アクセス数が1か月20万件と言われていました。

そういう状況で、結構ニーズが上がってきてい

るということですので、「まさに地域間競争の

始まりですね」と言ったら、「そのとおりです

よ」と。だから、各市町のまだ加入していない

ところについては、ぜひ、月5万円の料金だか

ら参加されませんかと。そして、逆に言えば、

そういう情報発信をぜひ上げてくださいという

話が出ていました。向こうの肩を持つわけでは

ないんですけれども、こういうコロナの状況の

中で、いかに地域間競争を勝ち抜いていくのか

と、情報発信をしていくのかと、そういったこ

とで市町一体になって、県がサポートしてもら

えば、もっともっとニーズが上がってくるのか

なと思いますので、ぜひ取組をお願いしたいと

思います。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、陳情につきましては承っておくこととい

たします。

場内換気のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時４５分 休憩 ―

― 午後 ３時５４分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開します。

次に、法定報告として「経営状況説明書」、

計画案件として「次期総合計画素案」について、

各提出資料に対する質問を行うことといたしま

す。

なお、質問は提出資料の範囲にとどめ、それ

以外の質問については個別にご対応いただくよ

うお願いいたします。

それでは、どなたか質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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【山口(経)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外の所管事務一般に対する質問を行

うことといたします。

どなたか質問はありませんか。

【吉村委員】 1問提出しておりましたので質問

させていただきたいと思います。

本年はコロナという大きな負の要因があるわ

けで、そういう中でコロナ対策事業が多くうた

われているわけですが、特に気にかかるのが離

島の足の確保というのが気にかかるわけです。

離島航路・航空路の維持についてお聞きしたい

と思います。時間がございませんので、そのう

ちの航路だけを取り扱わせていただきます。

本年の当初予算で、離島航路の対策補助金と

して約12億7,800万円組まれているわけですが、

このコロナの影響を受けて経営状況がどうなっ

ているのかというのが気にかかるわけですが、

その点についてどういうふうに把握をされてい

るか、お尋ねいたしたいと思います。

【小川交通政策課長】離島航路の経営状況でご

ざいますが、私ども、各交通事業者の経営状況

につきまして定期的に把握をさせていただくよ

うにしておりますが、今の航路全体でいきます

と、令和2年3月から7月までの5か月間で、利用

人数につきましては対前年比、平均約60％程度

の減少になっていると。運送収入につきまして

は約4割から5割ほどの減収という状況を見せ

ております。ただし、旅客人数はそれだけ減少

しておりますが、貨物については一定例年と同

様の輸送ができているというところで、その運

送収入が旅客人数の減少幅より小さいというの

は、そこに起因するものでございます。

また、航路事業者におきましては、今年度、

従来と若干違いまして、燃油がいつもよりは単

価が安く済んでいるということでの費用の圧縮

だとか、また、減便等々を含めまして、人件費

等々の費用を圧縮するという形での施策をとら

れておりますので、そういうものの効果がどう

いう形でか出てこようかと思っております。必

要な資金につきましては、いろんなコロナ対策

の制度資金だとか、メインバンクからの融資と

か、そういう状況の対応もされているというと

ころも押さえながら、私ども、今後対応してい

きたいと思っております。

【吉村委員】 今、私が当初予算で約12億7,800
万円と言ったのは、これは単独航路の話になり

ます。これが単独航路でない、補助がつかない

ところは特に厳しいということになろうかと思

いますが、そういった点で、先ほどの陳情書で

も52番で、全国離島振興協議会から緊急特別要

望、わざわざ追加して要望がされていますね。

その4番目に「離島航路・航空路の運航維持に

対する支援の拡充・強化」ということも出され

ているので、特に離島の島民の足の確保という

ことについては、特段の配慮をしていかなけれ

ばいけないと思うわけです。

以前にも五島産業汽船がいきなりディフォル

トになったということがあるので、まだこれが

最終的な結果を見ておりませんけれども、そう

いった意味で我々も大変その運営状況というこ

とについては気にかかっているところではござ

います。ですから、そういった意味でも、再度

そういうことを起こさないように気をつけて見

て、また情報も我々に伝えていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【小林委員】今の吉村委員に関連をしてお尋ね

します。今日は時間がないわけでありますから、

一言二言お話をしたいと思います。

離島県長崎県として、離島航路の安定という
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ものは大変重要なことであります。しかしなが

ら、今もお話がありましたように、残念ながら

10月2日に五島産業汽船が、ある日突然、経営

破綻をしてしまったと。島民の皆さん方の足が

奪われてしまったと、こういう現実があってお

ります。

私はこういう状況を考えてみます時に、今言

うように離島航路の安定というものは、経営破

綻した五島産業汽船の検証というものは不可欠

であると、そういう考え方の中で今日まで質疑

を交わしてきたところでございます。

率直な話、なかなか資料も出ないし、以前の

ことだからとかいうことで、あまり本格的な議

論にならないと、こういうことでございます。

新たに部長が誕生されました。五島産業汽船

を担当する地域振興部ということでございまし

て、念のためですが、五島産業汽船が国民の税

金、いわゆる公金をどれくらい受け取っている

かと。県の関係とか、リフレッシュとか、リプ

レイスとか、あるいは新上五島町で五島産業汽

船のびっぐあーす1と2という船を買い込んで、

それをまた五島産業汽船に無料で貸し出すとか、

そんなようなこともやっておりますけれども、

公金が五島産業汽船に総額幾らぐらい投入され

ているか、この辺のところについて、浦部長は

ご存じかどうかお尋ねしたいと思います。

【浦地域振興部長】五島産業汽船への補助金の

関係ですけれども、県の方では委員ご案内のと

おりリフレッシュ補助金、それからリプレイス

補助金という形で支出をしております。

リフレッシュにつきましては約8億6,000万
円、それからリプレイス補助金といたしまして

約8億7,000万円、合わせまして約17億3,000万
円の補助金を支出させていただいております。

また、これは町の関係になりますけれども、

先ほど委員からお話がございました船の購入経

費といたしまして、5億7,300万円が町の関係か

ら支出をされているというふうに承知をしてお

ります。

【小林委員】 部長からご説明があったように、

トータルして23億強の国民の税金が五島産業

汽船に投入されておるわけです。これだけの23
億円を超えるような国民の税金が一つの離島航

路に投入されたということは、とりもなおさず、

島民の皆様方の足を確保しなければならないと、

生活を確保しなければならないと、これだけの

非常に高邁な考え方のもとにおいて、それだけ

の公金を投じてきたわけなんです。

ところが、今も話をしたように、一昨年の10
月2日に、ある日突然、いわゆるこれだけの公

金をいただいた五島産業汽船が、仮に倒産する

という状況であるならば、ルールとしては1か
月前に長崎県にきちんと説明に来るとか、そう

いう事前のきちっとした報告をしながら、なぜ

こうなったのかとか、あるいはこうなる前にも

う少し打つ手がなかったのかとか、そんなこと

をやるべきではないかと思うんです。本当に島

民の皆さん方の足を守るという美名のもとに、

本当に正しいチェックができて、これだけのい

わゆる23億円を超えるような公金が投入され

たかどうかと、それを検証しなければならない

ということは当然すぎる、当たり前のことでは

ないかと、こういうことを考えておるわけです。

誰にも遠慮することはない、こんなことについ

て。

そういうことからしてみて、こんなことをも

しやらない県議会が、県民の皆さん方に本当に

周知徹底された時に、一体何をやっているのか

と言われても仕方がないと思うし、私は一般質

問でもこの際取り上げて、県の姿勢をたださな
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ければならんと思うんです。

こういう五島産業汽船の23億円もの公金を

投入しながら、ある日突然、島民の足が奪われ

たと、こういうところについて、新部長として

はどういう認識をお持ちか、この点についてお

尋ねをしたいと思います。

【浦地域振興部長】県といたしましても、離島

振興、これはもう大きな県政の重要な課題の一

つでありますので、そのためにも委員からお話

がありました離島航路、住民の生活の足を支え

る、あるいは交流人口の拡大に資する離島航路

の安定化をするということは必要不可欠なこと

であると思います。

そういう中で本件の事案でありますけれども、

ご指摘のように事業者の方が経営破綻を起こし、

突然運休という事態を招いた。それによりまし

て、利用される方に大きな影響が及んだという

ことについては、やはり航路行政、国とともに

県も担っている立場でありますので、そういう

意味では私どもとしてもやはり重大なことと受

け止めないといけないと認識をしております。

そういう中で、今回の事案を受けまして、昨

年もご議論があっていることは承知しておりま

すし、その中で県としても、例えば事業者の航

路の開設の許認可の手続きでありますとか、あ

るいは経営状況の把握、こういったものについ

て、やはり県としてももっと国と情報共有を図

りながら対処する必要があるのではないかとい

うことで、そのような対応の仕方について改善

を図ってきたということも承知をしております

ので、そういったところは引き続き対応してい

きたいと思いますし、併せて、先ほどお話がご

ざいました関係資料の提出について、本委員会

でも求められていることも承知をしております。

いろんな法令上の問題、あるいは手続きの問

題等ございまして、まだ実現に至っていないと

いうことでありますけれども、開示に向けて、

関係の皆様とも引き続き積極的に私どもも協議

を進めて、真摯に対応させていただきたいと考

えております。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【麻生委員】通告しておりました移住相談につ

いては、先ほどの要望・陳情で質問しましたの

で割愛したいと思います。

テレワークの推進状況について、6月議会で

4,000万円ほど計上したと思っております。一応

この報告書もありますけれども、現状、今後の

取組はどうなのか。併せて今日、五島市のワー

ケーションを含めた状況が載っておりました。

こういう取組について、県としての現状の推進

状況、また、今後の見込み、そういったことに

ついてお尋ねしたいと思います。

【浦地域づくり推進課長】リモートワークの取

組の進捗状況でございますけれども、「市町と

連携した県内の受け入れ態勢づくり」、「一元

的な情報発信・窓口機能の整備」、それと「企

業等への誘致活動の展開」といった3つの観点

で、現在、取組を推進しております。

その中の受け入れ態勢につきましては、市町

に対する受入態勢整備事業補助金の公募期間を

経て、現在、計画内容の審査中ということでご

ざいます。

また、情報発信等につきましては、ホームペ

ージの開設、あるいは新聞広告等によるＰＲ、

企業誘致や情報化推進部門と一体での民間企業

との意見交換等に取り組んでおりますほか、来

月10月からは、ワーケーションガイドというの

を庁内に配置しまして、先ほど申し上げました

情報発信、窓口機能の一元的機能の充実を図る

こととしております。
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【麻生委員】地域間競争が今大変激しくなって

きているという話をしましたけれども、形だけ

つくるんじゃなくて、本当に仕事自体も持って

こなくちゃいけない。事業体としてどうなのか

ということと、ジョブカフェみたいなしっかり

とした情報公開ができる場所も勉強しながら育

てていくといいますか、もちろん仕事を全部持

ってきてもらってもいいんですけれども、なか

なかそれでできるかと言ったら、限られている

状況だと思います。産業振興財団とも連携をさ

れると思いますけれども、そういった意味での

受け皿づくり、そして、また本当に、ただ単に

ハードだけの状況じゃないという、ソフト事業

が相当大きな部分を占めると思いますけれども、

その点についての県としての取組、考え方をお

尋ねしたいと思います。

【浦地域づくり推進課長】先ほど申し上げまし

た民間企業との意見交換の中で、非常に有為な

意見をいただいております。民間企業の方とし

てメリットを感じるポイントとしまして、地元

住民や関係者との出会いとか、ふれあいの場を

つくることが重要でありまして、本県はそうい

った意味からしますと、歴史、文化から非常に

受け入れやすい土壌があるのではないかという

話を聞いております。

また、都市部にはない地域課題とのマッチン

グということもお聞きしておりますし、安全に

働くことができるかも重要でありますし、本県

はそういった意味で県立大学の情報セキュリテ

ィという専門的な機能もございます。

今回、市町向けの補助金の審査を行うに当た

りまして、そういった観点から3つのポイント

を掲げて審査しております。

一つは施設・通信環境など仕事をする面での

魅力、もう一点は自然や観光資源、あと滞在施

設など、滞在する面での魅力、地元住民やほか

の事業者との交流プログラムなど、先ほど申し

上げました企業がメリットとして感じる魅力、

こういったものを中心に評価をしまして、しっ

かりとした、ハードだけではなくて、ソフトも

含めた滞在プログラムの開発等に取り組んでま

いりたいと考えております。

【麻生委員】今回の事業はコロナ後の新しい流

れをつくるということでありますので、ぜひ地

元と協議しながら、形だけではなくて、中身の

ある魂の入った取組をしっかり取り組んでもら

うことを要望して終わりたいと思います。よろ

しくお願いします。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【前田委員】これまでも、それからコロナ後を

含めてこれからも県勢浮揚を図るためには、県

と市町のさらなる連携が必要だという認識をし

ています。

そういった意味において、今日、議案外の説

明でも一部ありましたが、スクラムミーティン

グのあり方について問いたいと思うんですが、

中村知事になられてスクラムミーティングが定

期的に開催されております。

まず、今年、昨年の実績と、そして私たちか

ら見る時に、課題、課題の中で開催していると

いう認識というか、どうも県からの課題認識に

対する一方通行になっていないかという気がし

ていて、逆に言うと、市町からの要望とかニー

ズのくみ上げが十分できてないんじゃないかと

いう思いを私はしておりますけれども、実績を

含めてこのスクラムミーティングのあり方につ

いて、まずご答弁いただきたいと思います。

【浦地域づくり推進課長】ただいまご質問があ

りましたスクラムミーティングの目的につきま

しては、県と市町が互いの垣根を低くして連携
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を深めるということで、平成22年度から行って

おります。

ここ3年間では計4回開催して、延べ19のテー

マについて議論しているところでございまして、

この19のテーマのうち6テーマについては市町

からの提案ということになっております。

先ほど、県内市町からの要望等についてのお

尋ねがありましたが、私ども、特に市長会との

意見交換を重ねる中で、このスクラムミーティ

ングに対する要望のようなものも話を聞いてお

りまして、例えばオープンの場では言いにくい

こともあるので、一部クローズにしてはどうか

という話でありますとか、県の予算事業に対す

る要望を直接伝えたいということでありますと

か、あるいは年に1回は少ないのではないかと、

そういう意見をいただいているところでござい

ます。

【前田委員】今後も続けていくということであ

れば、スクラムミーティングの成果も含めたと

ころでしっかりと、県民、議会も含めて成果が

見えるような形で出していただきたいというこ

とを要望しておきたいと思いますし、今回、コ

ロナ禍の中でリモートでやられたということを

含めて、1回じゃ回数が少ないというようなお

話もありましたけれども、当然、知事とそれぞ

れの市町のトップ同士の会議というのは有効で

すが、その下の組織として、副市長や関係部長

同士のリモートによる会議等で連携を深めてい

くということについても取り組んでいくことを

要望しておきたいと思います。

もう一点、マイナンバーカードについて、特

別給付金も含めて出す時に少し混乱が生じたわ

けですが、交付状況も悪いという中で、その周

知啓発を含めて取り組むべきだという質疑をし

たわけですが、この所管は市町村課になるんで

すか。その後どのような取組をし、マイナンバ

ーカード等を使って、県の中ではどういった活

用を図ろうとしているのか、端的で結構ですの

で、ご答弁いただきたいと思います。

【大塚市町村課長】マイナンバーカードの普及

促進に向けてのご質問でございますけれども、

まず、本県におけるマイナンバーカードの交付

率でございますが、9月1日現在で20.8％となっ

ております。全国平均の19.4％を上回り、高い

方から7番目ということでございますけれども、

まだまだ低い状況にありますので、さらに力を

入れていかなければならないと思っております。

マイナンバーカードの普及が進まない理由と

いたしましては、平成30年の内閣府の調査によ

りますと、取得する必要性が感じられないから、

あるいは身分証明書となるものはほかにあるか

ら、あるいは、申請手続きが面倒だからなどが

理由として挙げられております。

このため、カードの普及促進に向けましては、

県民の皆様に利便性や必要性を感じていただく

こと、また、広域申請などによりまして、申請

のハードルを下げることなどの対策が有効であ

ると考えております。

このようなことから、去る9月3日にマイナン

バーカードの普及に関する研究会を県、市町で

立ち上げまして、マイナンバーカードの普及に

向けて、コンビニ交付サービス、あるいは交付

端末の導入、さらには申請・交付などの広域連

携などについて研究を進めていくことといたし

ました。この研究会におきましては、県内の交

付率が高い市町の先進的な取組事例の共有など

を行うこととしております。

今後も、この研究会などを通しまして、県内

市町間での情報共有を密にするとともに、検

討・研究を進め、交付円滑化に基づく市町の取
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組に関して必要な助言を行うなどの支援に努め

てまいりたいと考えております。

カードの活用についてということでございま

すけれども、県独自での活用ということにつき

ましては、まだこれから検討段階でございます

が、国の方でも新たな動きが出てきております

ので、そういった状況も見ながら、関係部局と

も連携し、活用につきまして我々の方といたし

ましては普及啓発の方に力を入れていきたいと

考えております。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【浦川委員】私の方からは、県庁舎跡地の活用

に関してお尋ねしたいと思います。

まず、今、基本構想の策定作業をされている

ということで、埋蔵文化財も含め、顕在化が進

んでいるような状況になっていると思うんです

けれども、そこの県庁舎跡地についてはいろん

な歴史が重層化したような箇所であり、これま

で1555年ぐらいには森崎神社があったという

ふうにも聞いておりますし、その後は岬の教会、

今の石垣が残っている部分に関しては、西奉行

所だったり、海軍伝習所の跡という形とは思う

んですけれども、その中で県の考え方としては

どのような歴史のところを今後示していくのか。

また掘っていくのか私もよくわかりませんけれ

ども、そのあたりの考え方を教えていただきた

いと思います。

【苑田県庁舎跡地活用室長】委員ご指摘のとお

り、県といたしましても、この地が様々な歴史

を持つ県民の貴重な財産であるという認識のも

と、この歴史を活かし、また賑わいの創出につ

ながるような活用策といった観点で基本構想の

検討を進めているところでございます。

歴史を活かすという観点につきましても、お

話がありましたような埋蔵文化財の取り扱いも

そうですし、また、重層的な歴史をどのような

形で伝えていくかといったような手法について

も検討していく必要があろうかと思っておりま

す。歴史を活かすという観点と、また街中の中

心にある場所であるといったところで、賑わい

を創出するという観点と両面からよりよい活用

策となるよう検討を進めてまいりたいと考えて

いるところでございます。

【浦川委員】 これまでも役割として、「交流・

創造・発信」、また「広場」、「交流・おもて

なしの空間」という中で進めていると思うんで

す。ただ、一つは長崎市の方では出島の顕在化

というか、出島をきちんと海に浮かべるという

か、そういう構想の中でまだ何十年もかかるよ

うな期間を有して今取り組んでいるところなん

ですけれども、その中ですると、できれば私の

考えというか、私が思い当たるのは出島が江戸

時代後期ぐらいのところをしているのに、県庁

舎のところがその時代と全く違ったら、全体的

な創出というか、根も変わってくるのかなと思

いますので、できればそこら辺は、出島は出島、

県庁跡地は県庁跡地じゃなくて、その一帯、周

辺も含めた形でいろんな調整を図っていってほ

しいと思います。外観というか、中身の方はこ

ういった形でされると思いますが、見せ方の中

で、出島と県庁が全然違うような感じではあま

りよくないんじゃないかと思うものですから、

その辺はよく調整していってほしいと思います。

あとは、今でも見学会とか行っているようで

すけれども、今からも、改めてですが広く、そ

ういった県民、市民、またフォーラムとかを考

えていただいて、そういった中で慎重に、結論

は急がず、これまでも結論を急ぐことでいろん

な反発もあったりしていますから、そういった

ものを踏まえて、慎重にやっていただきたいと
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思いますので、よろしくお願いします。

【苑田県庁舎跡地活用室長】まず、出島との連

携につきましてご指摘をいただいたところでご

ざいます。こちらにつきましては長崎市の出島

の所管部局の方とも意見交換などをさせていた

だきながら進めさせていただいておりますし、

やはり県庁舎跡地も、石垣の下の空間などにつ

きましては、まさに出島と近接するエリアでご

ざいますので、どのような形で連携を図りなが

ら、賑わい等の創出につなげていくかといった

ところにつきましては、引き続き市の方ともご

相談もさせていただきながら進めていきたいと

考えております。

また、見学会を含め、跡地の状況を広くお伝

えしながら検討を進めていってほしいというご

指摘につきましても、私どもも様々な形でこの

地の歴史でありますとか、そういったものをお

伝えしますとともに、また活用に当たっての考

え方なども、引き続き説明会でございますとか、

意見交換の場を持ちながら活用策の検討を進め

ていきたいと思っておりますので、しっかりと

取り組んでいきたいと考えております。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【中島(浩)委員】 私も、浦川委員と同じく県庁

舎跡地のことで、歴史的背景を中心とした考え

方についてお伺いします。

特に長崎周辺というのは、駅が建って、県庁

舎が建って、ＭＩＣＥが建ち、スタジアムもと、

非常に近代的な建物が今後ずっと建っていく中

で、街中においてはマンションも建ち出したと

いうことになれば、歴史的背景の建物がどんど

ん、どんどん目立たなくなってきたなというこ

とがあると思うんですけれども、今回、旧県庁

跡地に石垣が出てきたということを考えますと、

一考しなきゃいけないのかなという思いもあり

ます。

そういう中で、交流の場としてのイメージを、

今まで出していただいていたんですけれども、

そのイメージというのがどちらかというと都会

の街中の交流の場というイメージが何枚か飾っ

てあったんですけれども、先ほど来話があった

とおり、出島からの動線で考えた時の県庁舎跡

地と考えれば、ましてや石積みが出てきたとい

う景観上の考えであれば、やはり当初、江戸時

代の鎖国時代の貿易の地であったという流れと、

教会もありましたという歴史的背景があれば、

そういった景観上の考え方もしっかりと加えた

形で今後の立案の中に組み込んでいくべきだと

思うんですが、その辺の考え方としてはどうお

考えなんでしょうか。

【苑田県庁舎跡地活用室長】県といたしまして

も、歴史を活かすという観点を持って検討を進

めているところでございます。先ほどありまし

た昨年度お示ししたイメージの写真と申します

のは、確かに広場ですとか、交流・おもてなし

の空間における情報発信やイベントのイメージ

などといったところでございましたので、どち

らかというと、ご指摘のとおり都市部のそうい

った取組などを紹介したようなものとなってご

ざいました。

一方で、この歴史を活かすという観点につき

ましては、県としましても、昨年6月に策定し

ました整備方針の中にも、現存する歴史ある石

垣については保存・顕在化をするといったよう

な考え方もお示しをさせていただいているとこ

ろでございまして、今回、確認された石垣も含

め、どのような保存や利活用ができるのかとい

ったところを専門家にお聞きしながら精査を進

めてまいりたいと考えているところでございま

す。
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出島を含めて、そういった歴史のある場所と

いう認識は県としても持っておりますので、そ

のような歴史をうまく活用しながら、また賑わ

いの創出につながるようなよりよい活用策とな

るよう、引き続き検討を深めてまいりたいと考

えております。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山本(啓)委員】 危機管理監で別途お尋ねをし

ますが、地域づくりという観点で集落維持・活

性ということで通告をさせていただきました。

今回の9号、10号の台風を受けて、私も10号
の時は地元におりましたが、やっぱりコロナ対

策を絡めながらの対応ということで、非常に避

難所が大変な状況にありました。早くに気象庁

からアナウンスがあって、市民の方々は多くが

避難をするという意識が高い状況下において、

受け入れの自治体が用意する避難所のあり方や、

その設置した避難所のスタッフ、または自治会

や公民館、さらには自主的に設置する避難所内

での運営の仕方、そういった部分で少し私は混

乱もあったかと思います。

そういった事柄が、混乱はありながらも、一

定しっかりと市民の方々のリクエストやニーズ、

または市町が掲げた安全対策の形を整えながら

乗り越えたということも事実です。

これからは、やはりコロナウイルスもあって、

また、災害など新しい形のものがあって、気象

庁や官庁からのアナウンスもこれから変わって

きています。

その中で、明らかに市民の方々や県民の方々

の防災意識や対策意識と同時に、その取組も変

わってくるわけですけれども、今回のあり方に

おいて、地域づくりや集落の活性などを取り組

むこの部においては、例えば横断的なものにな

ろうかと思いますが、情報の集約や連携、そし

て分析などを果たして次の地域づくりに活かし

ていくといった取組をする予定があるのかお尋

ねいたします。

【浦地域づくり推進課長】集落対策についての

関係分野との連携についてのお尋ねでございま

すけれども、ただいま、委員からお話がありま

した防災分野につきましては、集落対策、地域

コミュニティ対策を進めるうえで非常に重要な

視点だと思っています。

というのが、やはり私どもが市町と話を進め

る中で、いろんな地域で必要となるような分野

というのは、非常に市町の方から理解が得られ

やすい、あるいは住民から理解を得られやすい

ということで、これまで買い物支援であります

とか、移動支援というところにキーワードを絞

りながら、気運の醸成でありますとか、研修な

どを行ってきましたが、今回の台風を踏まえま

して、特に避難所の運営につきましては、壱岐

市でもまちづくり協議会など、各地域単位で避

難所の運営がなされたと聞いております。そう

した意味でも、今後、私ども集落対策を行う地

域づくり推進課と防災を扱う危機管理課、そう

いったところの連携を密にしまして、今年度か

ら集落対策の研修の充実を図っているところで

ございますけれども、今後、この集落対策の研

修の中で、防災分野についても、ぜひ積極的に

取り上げていきたいと考えております。

【山本(啓)委員】 ぜひその取組を加速させてい

ただきたいと思いますので、お願いいたしたい

と思います。

最後に、今のことで、ただ、市民や県民の方々

が即座に対応するとなれば、やはりまずは自分

の家族や地域など、手の届く範囲を対応してい

くんだと思います。自主防災組織等々がありま

すが、なかなか難しいところがある。さらに、
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市民や県民のリクエストに応えようと思えば、

行政職の方々の負担というものは大きくなるば

かりだと思います。そのあたりについて、次期

総合計画の中にも、危機管理監だけが担う防災

意識の向上とか、そういった取組では地域づく

りやコミュニティの維持というのは難しいんだ

と思います。総合計画の中に、ぜひ防災意識の

部分を地域づくりの方から、もう少し積極的な

意見構築をお願いしたいと思いますが、いかが

ですか。

【浦地域づくり推進課長】 今後、2040年問題

も含めて、公助に頼るだけではなくて、まさに

共助も含めて地域社会を維持していくという考

え方、仕組みづくりが重要だと考えております。

特に、住民同士が支え合う共助の力を促すこと

で、地域で安心して暮らすことができるまちづ

くりにもつながるんだろうと思っておりますの

で、ただいま委員からお話があった件について

は、危機管理課と連携して、可能な限り取組と

して進めてまいりたいと考えております。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【北村副委員長】車いす利用者の長崎空港から

の移動についてということで通告をしておりま

したのでお尋ねをいたします。

8月18日の日本経済新聞の九州経済版に載っ

た記事についてでありますが、「九州6空港、

車いすの市中移動不便」というタイトルで、九

州の主要8空港のうち、福岡、宮崎以外の6空港

は、車いす利用者にとって、市中心部へ向かう

連絡バスのバリアフリー化が進んでいないなど

不便という調査結果ということで報道がなされ

ておりまして、その中で、北九州、長崎両空港

は、小倉駅と長崎駅にそれぞれ向かう主要なバ

スが低床ではなく、リフトもない。別の低床バ

スに乗って鉄道に乗り換える方法もあるが、時

間がかかるという記事でございます。この記事

についての県の所感と、現状とその課題につい

てご答弁をお願いします。

【小川交通政策課長】副委員長ご指摘の記事で

ございますが、ＮＰО法人の大分の方で調査を

された内容だと存じ上げております。

この福岡、宮崎両空港というのは、地下鉄も

しくはＪＲ九州が空港駅というのをつくられて

おりまして、そこと直結をしているということ

でバリアフリー対策がとれているところでござ

います。

この記事にあります長崎と北九州、それ以外

のところは基本的にはバスのみということで対

応はなかなかとれてないと。長崎と北九州につ

いては、空港の高速道路を走るリムジンバスの

タイプもございますが、一般路線のタイプもあ

るということで、例えば長崎空港から大村駅ま

で路線バス、これは低床式でございますので、

そちらで行って大村駅の方で乗り換えをしてＪ

Ｒで長崎、もしくは佐世保まで行くという形が

できますよというところでございます。

一方、高速のリムジンタイプの部分でござい

ますが、現状といたしまして、観光、ビジネス

の方々というのは、非常に手荷物がトランク

等々含めて大きくなっているということで、実

はそういうトランクや手荷物等々を収納いたし

ますトランクルームというのが非常に大型化し

てきております。

一方で、高速道路を通るとなりますと、一定

のシートベルト等の対応も必要になるというこ

とから、今の床が高い形のリムジンタイプのバ

スになっているという状況でございます。

県内の各事業者の方とお話いたしますと、国

が空港バスの車いす対応の義務化をしていこう

という方針も出されたということもございまし
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て、一部の事業者においては車いす対応のリフ

ト付きのバスというのも検討されておったとい

う状況でございますが、今回のコロナ禍におき

まして、各事業者は非常に厳しい状況になって

いると。リフト付きのバスというのは、当然リ

フト付きでございますので、それで座席数も少

し減りますし、また、購入価格というのも通常

のリムジンバスタイプに2,000万円ほど上乗せ

しないと買えないということで、非常に高額に

なるというところもございますので、まずは今

後、各事業者におけるコロナ禍からの回復の状

況や経営状況を私どもも把握しながら、このバ

リアフリー対策について、どういうタイミング

でどう対応していくのかというのは、各事業者

と今後よく協議をしてまいりたいと思います。

【北村副委員長】 わかりました。この記事が、

ＪＲや地下鉄でつながっていないところは全部

不便だというような、少しミスリードとまでは

言いませんけれども、厳しいような記事だった

と思います。

ただ、こういった記事が載りますと、不便な

んだなという印象を与えてしまいますので、実

際にサポートを必要とされる方々は、何も低床

バスだけではなくて、福祉タクシーとか、様々

な移動手段があると思いますので、そういった

ところでしっかり補完をしていくというところ

を広報に努めていただきたいと思いますし、ま

た、リムジンバスの低床化とか、リフト付きと

いうのは非常に高額であるというお話でした。

そういった中でもコロナ禍がおさまってきて、

乗降客が増えてくるということで、国も義務化

をしたというような話になると、いろんな補助

事業とか出てくるのかなと考えております。そ

ういったところをとらまえて、バリアフリー化

に努めていただければと思います。要望です。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、地域振興部関係の審査結果について整理

したいと思います。

しばらく休憩します。

― 午後 ４時３６分 休憩 ―

― 午後 ４時３６分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、地域振興部関係の審査を

終了いたします。

本日の委員会は、これにてとどめ、明日は午

前10時から委員会を再開し、危機管理監及び総

務部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ４時３７分 散会 ―



第 ３ 日 目
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年 ９月２９日

自  午前１０時 ０分

至  午後１１時５６分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 山口 経正 君

副委員長（副会長） 北村 貴寿 君

委 員 小林 克敏 君

〃 山口 初實 君

〃 前田 哲也 君

〃 中島 浩介 君

〃 山本 啓介 君

〃 大久保潔重 君

〃 吉村  洋 君

〃 麻生  隆 君

〃 堤  典子 君

〃 浦川 基継 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

危 機 管 理 監 荒木  秀 君

危 機 管 理 課 長 近藤 和彦 君

消 防 保 安 室 長 宮﨑 良一 君

総 務 部 長 大田  圭 君

総 務 部 次 長 伊達 良弘 君

総 務 文 書 課 長 荒田 忠幸 君

（ 参 事 監 ）

人 事 課 長 大安 哲也 君

新行政推進室長 大瀬良 潤 君

財 政 課 長 早稲田智仁 君

財 政 課 企 画 監 園田 貴子 君

管 財 課 長 松田 武文 君

管 財 課 企 画 監 久柴 幸子 君

税 務 課 長 原  清二 君

税 務 課 企 画 監 山口 俊也 君

債 権 管 理 室 長
( 参 事 監 )

田尾 康浩 君

情報システム課長 吉村 邦裕 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【山口(経)委員長】 おはようございます。

ただいまから、委員会を再開いたします。

なお、中島(浩)委員は、文教厚生委員会に付

託されました請願の審査に、紹介議員として出

席するため、本委員会への出席が遅れる旨の連

絡があっておりますので、ご了承をお願いいた

します。

これより、危機管理監及び総務部関係の審査

を行います。

審査に入ります前に、理事者側から、8月の

人事異動に伴う、新任幹部職員の紹介を受ける

ことといたします。

【大田総務部長】 8月20日付で幹部職員の人事

異動がございましたので、ご紹介をさせていた

だきます。

〔幹部職員紹介〕

以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【山口(経)委員長】 ありがとうございました。
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それでは、これより審査に入ります。

【山口(経)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。

予算議案を議題といたします。

総務部長より、予算議案の説明を求めます。

【大田総務部長】総務部関係の議案につきまし

て、ご説明いたします。

総務部の予算決算委員会総務分科会関係議案

説明資料をお開きください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

110号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予算

（第7号）」のうち関係部分でございます。

歳入予算は、地方交付税5,177万7,000円の増、

県債30億8,940万円の増、歳出予算は、総務管

理費2,332万6,000円の増という形となってお

ります。

この歳出予算の内容といたしましては、新型

コロナウイルス感染拡大防止策として休業した

県有施設等に係る行政財産目的外使用料等への

支援、及び新型コロナウイルス等の感染拡大防

止を図るための庁舎入館時における検温機器

（サーマルカメラ）の導入に要する経費の計上

によるものでございます。

以上をもちまして、総務部関係のご説明を終

わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山口(経)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより、予算議案に対する質疑を行

います。

質疑はありませんか。

【小林委員】 おはようございます。

今、ご説明がありました地方交付税の5,177
万7,000円の増、県債が30億8,940万円の増と、

この県債の30億8,940万円の内訳はどういうふ

うな内容ですか。

【早稲田財政課長】今回の歳入予算におきまし

て県債を充当しておりますのは、7月の豪雨災

害によります災害の復旧事業に要するものが大

半となっております。

主なものといたしましては、災害復旧関係に

要する経費で15億960万円、それから、公共事

業等ということで、これは災害復旧と併せまし

て、その施設の補強などを併せて行う災害関連

事業となりますけれども、この公共事業等で10
億9,540万円、また、県単独の緊急自然災害の防

止というのを行っておりまして、こちらも2億
4,500万円ということで、合わせまして28億
5,000万円が大半の災害復旧関連事業というこ

とで、今回、建設事業に対応する財源として地

方債を充当しているところでございます。

【小林委員】よくわかりました。大体今のよう

な状況で、この30億8,940万円の県債を起こし

ていると、こういうようなことになります。

それで、長崎県のコロナ対策について、先般

も予算の総括委員会で申し上げたところでござ

いますけれども、なかなか大変な金額が投じら

れているということで、率直に言って、改めて

驚いているわけですね。

今回の補正予算が大体285億円と、その285
億円の中の211億円がコロナ対策だと。そして、

6月までの補正予算の総額は、大体680億円だと。

680億円とこの211億円、合算しますと、なんと

1,000億円を超えて1,072億円になっていると。

ハード事業ならいざ知らず、この一つのソフト

事業だけで1,000億円を超えていると、こういう

ことは、私は過去においてもあまり経験のない

ことだと。本当に始まって以来のこれだけの大

きな対策を、1,072億円、よく組んでくれたと。

もちろん、それは地方創生の臨時交付金とい



令和２年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２９日）

- 83 -

うものを国がちゃんと手当てをしてくださって

いると、これが大きな我々の励みであるし、ま

た、大変使い勝手のいい交付金だったと、こう

いうことでお礼を申し上げたいと思っているわ

けです。

そこで、やっぱりこのコロナ対策で様々な影

響が出ているわけですけれども、長崎県の財政

にも、当然のことながらそのしわ寄せというか、

大きな影響が生じてくるのではないかと、こう

いうようなことがやっぱり懸念されるわけであ

りますが、当初予算を組んでスタートした状況

でもありますけれども、大体どういうような、

特に県税等々において減収が見込まれるのでは

ないかと、そういう影響が出るんじゃないかと

思いますが、現時点では、あくまでも推計では

あるけれども、ここはどういうふうになってい

ますか、お尋ねをします。

【早稲田財政課長】今年度の県税等の主な歳入

についてでありますけれども、やはり新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けまして、地域経

済にも大きな影響を及ぼしているところであり

ます。

直近の実績等により試算をいたしましたとこ

ろ、当初予算に比べまして法人県民税及び法人

事業税の法人二税が約24億円、それから、都道

府県間等の調整後の地方消費税が約19億円、ま

た、法人事業税の一定割合が国から各県に配分

されます特別法人事業譲与税が約28億円とい

うことで、合わせまして約71億円の減収が現在

のところ見込まれているところであります。

【小林委員】 71億円もですか。大体推計では

あるけれどもということで、年末ごろになって

くると、大体税収がどういうふうになっている

かというような見込みがより明らかになってく

ると思いますが、現時点においても71億円とい

うのは、かなり大きな減収ではないかと思いま

す。

当初の県税収入の見込み額は、たしか1,227
億円であったと、こういうふうに聞いておりま

すよ。1,227億円というのは、我々がこれを知る

上においても、やっぱり県税収入としては、過

去における最高の金額ではないかと。今まで、

たしか平成30年度の決算で1,211億円と、こう

いうようなことであったけれども、それを超え

て1,227億円と、こういうような当初予算の見込

みを立てておった。いつも言うように、県税が

乏しいわけだよ。これが1,227億円も持っていっ

ているということは、大変なことだと思ってい

るんです。1,227億円、それだけの見込みが71
億円減収になると。1,227億円というのは過去最

高のものであったが、71億円もこうやって減収

になってまいりますと、なかなか厳しいと言わ

ざるを得ないということになってくるわけです。

そうしますと、こういうところの減収に対し

て、何か補塡措置、そういうものがあるのかな

いのか。やっぱり国において、何とか補塡をし

ていただかないとなかなかやっていけないとか

いうようなことにもなりかねない。こういうこ

とについての対応を国にお願いするという時に、

どういう措置、制度があるのか、お尋ねをしま

す。

【早稲田財政課長】県税等の減収額のうち、法

人二税、特別法人事業譲与税につきましては、

交付税措置がなされます減収補塡債、特例的な

県債の発行というもので対応ができますけれど

も、地方消費税につきましては、この制度の対

象外ということになりますので、この地方消費

税部分ということで、先ほど約19億円の減収と

いうことで答弁いたしましたけれども、この制

度外の部分のものがそのまま減収した場合とい
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うことになりますと、本県の財政というものは

非常に厳しい状況に直面するものと考えており

ます。

【小林委員】 要するに、この減収額71億円の

中の総額じゃなくして、いわゆる法人二税、そ

れから、譲与金的なことについては制度がある

と。しかし、今言われるように、地方消費税の

19億円については、制度の対象外になっている

と。

長崎県に様々な地方消費税が入ってくると思

います。長崎県に地方消費税が幾らですかと聞

く時に、消費税の清算額というか、そこが大体

661億円となっているわけです。その661億円を

我々は使うことができるけれども、その中の19
億円というのは、やっぱりかなり大きな減収で

すよ。

しかし、対象外というから、じゃ、何も打つ

手がないのかと。これは率直に言って、全国規

模も同じことだろうと思いますが、何か対策を

講じるようなことを考えていますか。

【早稲田財政課長】地方税の減収部分というも

のでは、地方消費税の減収につきましても、こ

れは全国的な問題になっております。通常、個

人消費部分ということでは、税の偏在性が少な

くて安定的な財源となっておりますけれども、

コロナウイルスの影響で個人消費が非常に落ち

込みまして、全国的にも消費税というものにつ

いては減収が大きくなるものと考えております。

そのため、県におきましては、国に対しまし

て減収補塡制度のさらなる拡充ということなど、

地方税財源の緊急的な確保を強く要請している

ところであります。こちらについては、知事会

などとも連携して要請をしているところであり

ます。

また、新型コロナ対策として、数次の補正予

算を講じておりますけれども、感染防止対策と

いうものを講じつつ、観光振興対策、それから

中小・小規模事業者の資金繰り支援や雇用の確

保、消費拡大など、本県の経済自体の回復、拡

大に向けた施策に引き続き注力していかなけれ

ばならないと考えております。

【小林委員】 そうしますと、今、お話があると

おりに、なかなか全体的に大きな影響が生じつ

つあると。国の方でいろいろ補塡をしていただ

くというようなことであるけれども、率直に言

って、やっぱり現実は厳しいと言わざるを得な

いと思います。

そこで、最終的に、これから長崎県の基金の

あり方とか、基金の現状とかいうのを見てみま

す時に、率直に言って、非常に厳しいわけです。

基金を取り崩さずにこれから県政運営をやって

いくんだというようなことを中村知事は掲げて

いるけれども、こういう非常事態宣言の中にお

いては、そう簡単にはいかないと。だから、こ

の間からもそういう調整基金が42億円しか残

がないというようなこと、これから一体、災害

等々がやってきた時に、どういうふうになって

いくのかと。

こんなようなことを考えている上において、

また、冬にかけて、今度はインフルエンザとコ

ロナの第2波、第3波というものが襲来するかも

しれない、こんなようなことを言われているわ

けでしょう。そうすると、これは財源というも

のが、率直に言って、長崎県の財源だけはもた

ないと思うんです。

だから、今回のような、本当に地方創生、い

わゆる臨時交付金的なもの、何度も言うように、

こんな使い勝手のいいものはないし、過去にも

こんなものはなかったと思うんです。

これを何とか、九州知事会並びに全国知事会
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等々でお願いをして、ここにやっぱりよりどこ

ろを求めるしかないんではないかと、そういう

ような考え方を持っているけれども、総務部長、

こういうところについての対応、しっかりやっ

てもらわなきゃいかんと思いますが、どういう

考えをお持ちですか。

【大田総務部長】お答えをいたします。委員ご

指摘のとおり、足元の環境、税収の減ですとか、

あるいは景気の悪化という形で、非常に不透明

な状況が続いていると認識しております。

その中で、先ほど財政課長も答弁申し上げま

したとおり、県内経済の回復ということも、当

然やっていく必要がございますし、そこではな

かなか回復していかないところにつきましては、

国の今回の臨時交付金、非常に有効な財源だと

考えております。

今年度につきましても、残額8億円程度とい

う形で、非常に心もとない状況にありますし、

来年度当初予算に向けましても、臨時交付金的

なものにつきまして、やはり確保いただく必要

があるというふうに考えておりますので、委員

からもご指摘いただきましたとおり、九州知事

会、あるいは全国知事会ともしっかり連携をい

たしまして、その財源確保につきまして要請し

ていきたいと考えております。

【小林委員】最後に、一言申し上げておきます

が、要するに、国の財政も、我々も「国」、「国」

と言っているけれども、国が、通常100兆円ぐ

らいの一般会計予算を立てているわけです。そ

れに、今回のコロナ対策で、大体57兆円、60兆
円と、こんな大きな金額、一体大蔵省は幾らま

でお金を刷れるのかと、こんなようなことで、

もう率直に、いろいろ本を読んだり、資料を見

てみますと、なかなかびっくり、驚くような状

態でありますよ。

しかしながら、今回のコロナ対策も含めて、

第1次が1兆円、第2次が2兆円と、3兆円組んで

もらった。その2次の時に、大体がこの10兆円

の補正予算を予備費としてとっていただいてい

ると、この10兆円に我々はよりどころを求めて

いかなければいかんと。だから、今回のような

臨時交付金みたいな、これで財源がなかなかな

いだろうと思ったら、予備費として10兆円をと

っていただいているような状態だと。ここを何

とかひとつ、引き続き第3次の臨時交付金等々

をいただきながら、またコロナへの対策を練っ

ていかなければいけないと。

そういうことでございますので、中村知事を

はじめとして皆さん方も一緒になって、一丸と

なって、ぜひともその対策に、これから財源確

保にひとつしっかりやっていただきたいと、こ

のことを要望して終わりたいと思います。

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【前田委員】この場で聞くのが妥当かどうかよ

くわかりませんが、予算ということなので質問

させてもらいますけれども、予算総括質疑の中

でも出ていましたけれども、コロナ対策ですね。

地方創生臨時交付金が出た中で、残額が8億円

という答弁があっていましたけれども、その交

付金を財源としない以外で、財政調整基金等を

使っていると思うんですが、県として自主財源

を持ち出して使っている分が幾らあるのか、こ

の際確認させてください。

【早稲田財政課長】コロナ対策で自主財源を用

いてということになりますと、例えばＰＣＲ関

係の行政検査によりますと、2分の1の国の負担

に裏負担ということでは地方財源となっており

まして、約10億円がこれまで財政調整基金等を

活用して対応しているという状況でございます。
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【前田委員】「財政調整基金等を活用して」と

いう、今答弁でしたけれども、正確に、何を財

源として使ったかを改めてお尋ねしたいのと、

これは他県も含めて、当然規模感の中に足らな

いものは、自主財源を、財政調整基金なり減債

基金なり、わかりません。いろんなものを切り

崩して、基金なりを切り崩してやっていると思

うんですが、九州各県の中で、長崎県の取り崩

し方という規模感の10億円というのはどんな

ものか、承知されていますか。もし承知なら、

お知らせいただきたいと思います。

【早稲田財政課長】基金の取り崩しにつきまし

て、各県まちまちでございまして、例えば先行

して基金を取り崩して、その後、臨時交付金が

確定した後に財源を振り替えする、財源更正す

るというものもございまして、各県を見てみま

すと、やはりまちまちのような状況と、現在の

ところはなっているところで、ここの最終的に

基金をどれだけ崩すかというのは、やはり年度

末まで見ないと、しっかりとした数字というも

のはわからないところでございます。

【前田委員】その上で、いろんな雑誌とか情報

誌を見ると、九州とか全国を含めてどれぐらい

自主財源、現時点で取り崩しているかという一

覧とかも見る中で、長崎は九州の中でも最も取

り崩しが少ないんですね。だから、それは健全

性を問う時には非常にいいことだと思うんだけ

れども、まだまだこれからコロナが継続してい

く中で、国に求めつつも、必要なものについて

は手当てをしていかなければいけないと思って

いるので、そのことは、他県がどうだから本県

がどうだという話にならないと思いますけれど

も、そこはちょっと九州各県でのバランスも見

ながら判断していってほしいなということをひ

とつ要望しておきたい。

それと、いわゆる財政調整基金を10億円取り

崩したとするならば、今、2回交付金が出てい

ますよね。今、8億円残っているという話だけ

れども、財政調整基金は、今現在どれぐらいの

金額があって、そこには10億円戻さないんです

か。その確認だけさせてください。

【早稲田財政課長】 財政調整基金で10億円、

現在取り崩しているところですけれども、国の

2分の1の裏負担の部分については、既に地方負

担ということで決まっていますので、そちらに

合わせて国庫、いわゆる地方創生臨時交付金は

充てられない状況もございます。

一方で、先行して取り崩した時の、例えば産

業労働部の施策におけます雇用調整助成金事業

の上乗せ部分の措置などについては該当する可

能性がございますので、そちらについては、今

後の状況を見ながら、振り替えられる可能性が

あるものについては振り替えていくということ

ですけれども、大きなものは国の裏負担部分の

一般財源ということになりまして、そちらにつ

いては、もう取り崩さざるを得ない状況もあり

ますし、もしくは、地方交付税やその他の税収

の動向を見て、県全体の歳入の全体の中で最終

的に基金を充てていくのか、それとも別の一般

財源を充てるのかということを考えていきたい

と思っています。

【前田委員】これ以上は委員会の外で、委員会

外でまたやりとりさせてもらいたいと思います

が、もう一点確認ですけれども、財政調整基金

の中から10億円充てたということだから、今幾

らあるのかということと、参考までに、減債基

金がどれぐらいあるのかも最後に質問して終わ

りたいと思います。

【山口(経)分科会長】 しばらく休憩します。
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― 午前１０時２３分 休憩 ―

― 午前１０時２３分 再開 ―

【山口(経)分科会長】 分科会を再開します。

【早稲田財政課長】 基金の9月補正までの状況

ですけれども、いわゆる財源調整3基金のよう

な状況で申しますと、財政調整基金が、見込み

で42億円、それから退職基金が10億円、県債管

理基金が10億円、合わせまして62億円が残高と

いうことになっております。

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【吉村委員】今、この何秒かで非常に大きな質

問がきたので、どうかなと思って、聞ききらん

ごたる気持ちもあるんですけれども、ファシリ

ティマネジメント推進事業について、もう少し

詳しくお話をしていただけないかなと、中身に

ついて。金額は些少でございますが、お願いい

たします。

【松田管財課長】ファシリティマネジメント推

進事業の今回の補正の内容についてですけれど

も、県有施設の中で、行政財産としての用途ま

たは目的を妨げない限度において、自動販売機

等を設置している目的外使用許可、それから、

貸付契約で自動販売機を設置している場合がご

ざいます。

そうした事業者からは使用料もしくは貸付料

を徴収させていただいておりますけれども、今

回の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

に、県立学校であれば3月2日から24日まで、4
月22日から5月10日までを休校させていただき

ました。県有施設におきましても、緊急事態宣

言に応じて施設を入場制限した部分がありまし

て、その間の自動販売機の売上がゼロになって

いるということを鑑みまして、その間の日割り

に応じた使用料、あるいは貸付料の部分を支援

しようというものでございます。

【吉村委員】ただいまの説明で、県有施設に設

置されている自動販売機について、閉鎖してい

た時の補償をしてやるということですが、具体

的に県立学校、県有施設というのがそれぞれ何

施設あって、どれぐらいの数が設置されて、ど

ういう補償の仕方がしてあるのか、お知らせい

ただきたいと思います。

【松田管財課長】 令和2年4月1日現在ですけれ

ども、行政財産の目的外使用許可を行っている

施設が、県有施設で3施設、県立学校で41校ご

ざいます。行政財産の貸付契約を行っていると

ころが、県有施設で2施設、県立学校で16施設

ございます。

自動販売機の台数で言いますと、目的外使用

許可で言えば144台、売店が7カ所、観光用の望

遠鏡が5基ございます。行政財産の貸付契約の

部分で言いますと、自動販売機は34台となって

おります。

【吉村委員】ぱっと言われてもさっとわからな

いんですが、こういうものの貸付けまたは設置

をさせる時の契約とかそういうのがあろうかと

思いますが、そういうときに、今回、コロナで

大変というのはよくわかるんですが、こういう

補償内容が契約の中に記載されていたのかなと

いうのがちょっと疑問に思うんですが、いかが

でしょうか。

【松田管財課長】今回のコロナウイルスの件に

関しましては、契約書上には何も触れてはおり

ません。

今回の補正に際しましては、事業者の方から、

何とかなりませんかというふうなお声もいただ

きましたので、管財課としてできる範囲内とい

うことで、今回の補正を考えさせていただきま



令和２年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２９日）

- 88 -

した。

【吉村委員】今の一言は、あまり出してほしく

なかった言葉ではありますが、こういうおおむ

ね自動販売機系というのは、いろんなところに

設置してあるわけですけれども、そういうとこ

ろがそれなりにコロナの収入減による補償対象

になっているかといったら、そうなっとらんの

だろうというふうに思うわけですね。

そういう中で、特に県有施設、あるいは県立

学校に設置している分については、何とかなら

んかでこういうふうな形をとるというのは、い

ささかどうかなと感じるところもあるので、こ

こに至るまでにはそれなりの検討がされたのか

なと思いますが、その過程をお知らせいただけ

ればと思います。

【松田管財課長】今回の補正に関してですけれ

ども、先ほど申しましたとおり、県立学校で言

いますと、3月2日から3月24日まで、それから4
月22日から5月10日まで休校いたしております。

この間、自動販売機を利用する生徒はおりませ

んで、売上はほとんど上がっておりません。休

業に関しましては、一般の飲食店とかに関して

は、県のほうから休業協力金ということで支援

をしたりとかありましたけれども、こういった

県の施設に関しまして、県の判断で休館だった

り休校したということで、そこの間は売上が全

くなかったという部分に関しての支援策が何ら

ないという状況を踏まえまして、使用料と貸付

料、そういった部分に関しての収入がゼロにな

った部分で期間中の使用料、貸付料を支援しよ

うというふうな検討をしたものでございます。

【吉村委員】小さな金額ですから、あまり長く

質問をするのもどうかと思いますが、検討に当

たって、今の説明にはなかったんですが、県下

21市町、そういう自治体も設置しているところ

がたくさんあると思うんですけれども、そうい

うところの状況とかいうのは調べられたんです

か。

【松田管財課長】 21市町の状況というのは、

申し訳ございません、調べておりません。

今回はあくまでも県の施設で、県の判断で休

校、休館したところという部分で対象を絞りま

したのでご理解いただければと思います。

【吉村委員】最後にします。あくまでも県の判

断でと言われましたが、やはりそういう設置す

る業者はどこにでもつながっているわけですか

ら、県の施設に置いている分は、お願いしたら

できたよと、市町に設置している分は全然対応

してもらえなかったとか、そういうのが発生し

てくると思うんですね。

ですから、やはりそこら辺まできちんと考え

方を構築した上でこういうことはやってもらわ

ないと、金額は少ない金額ですけれども、その

考え方の基本ができてないといろんな誤解を招

くことにつながると思うので、今後そういうこ

とについては配慮していただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第110号議案のうち関係部分は、原案のとお
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り、可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。

【山口(経)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。

議案を議題といたしますが、所管事項等の説

明も併せて説明を求めます。

まず、総務部長より総括説明を求めます。

【大田総務部長】 総務部関係の議案について、

ご説明申し上げます。

総務部の総務委員会関係議案説明資料をお開

きください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

113号議案「知事等の損害賠償責任の一部免責

に関する条例の一部を改正する条例」でありま

す。

この条例は、漁業法等の一部を改正する等の

法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置

に関する政令の公布に伴いまして、所要の改正

をしようとするものでございます。

ここで1点、おわびがございますけれども、

記載をさせていただいております「漁業法」の

表記がございますけれども、この後に「等」と

いう文字が抜けておりました。大変失礼をいた

しました。おわびして訂正させていただきたい

と存じます。

次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。

権利の放棄について、地方自治法第180条の

規定に基づく知事の専決処分に属する軽易な事

項といたしまして、債権管理室に移管された債

権の中で、現時点で対象となると判断された長

崎県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金等

の債権9件、総額127万264円分の権利の放棄に

ついて、専決処分をさせていただいたというも

のでございます。

次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。

今回、ご報告をいたしますのは、新たな総合

計画の策定について、長崎県総合計画チャレン

ジ2020の数値目標の進捗状況について、新たな

行財政改革について、新型コロナウイルス感染

症の感染段階対応の目安について、債権の移管

について、令和2年7月豪雨災害に対する人的支

援について、障害者雇用について、綱紀の保持

でございます。

まず、新たな総合計画の策定についてでござ

いますけれども、去る6月定例会におきまして

「素案骨子」をお示しいたしまして、今般、県

議会あるいは有識者懇話会でのご意見等を踏ま

えながら、施策の具体化を進めるとともに、各

施策がＳＤＧsの17目標のうち、どの目標の推

進につながるのかを明示するといったこと、ま

ちや産業が大きく変わっていくことを発信する

「本県の近未来像」、そして県民所得向上対策

などを加えました「計画素案」としてお示しを

しております。

なお、基本戦略のうち総務部では、基本戦略

3－1「人口減少に対応する持続可能な地域を創

る」におきまして、ＩＣＴを活用した地域活性

化と行政運営の効率化を推進してまいります。

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご

意見をお伺いするとともに、パブリックコメン

ト等におきまして県民の皆様のご意見もちょう

だいしながら、今年度中の計画策定に向けまし

て検討を進めてまいりたいと存じます。

次に、長崎県総合チャレンジ2020の数値目標

の進捗状況ということでございます。
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平成28年度から令和2年度の5年間を計画期

間といたしまして、「長崎県総合計画チャレン

ジ2020」に掲げる数値目標の令和元年度末にお

ける進捗状況のうち、総務部関係分については、

お配りしている資料のとおりであります。

次に、新たな行財政改革についてでございま

す。

計画の策定に当たりましては、庁内検討会議

を設置いたしまして、「挑戦と持続を両立する

行財政運営」、「行政のデジタル化と働き方改

革」、「多様な主体との連携と人材育成」を取

組の主な柱といたしまして、議論を進めている

状況でございます。

また、検討に当たりましては、新型コロナウ

イルス感染症ですとかＩＣＴ技術の進展などの

取り巻く環境の変化を十分に考慮いたしますと

ともに、民間有識者等をメンバーといたしまし

た「長崎県行財政改革懇話会」を設置いたしま

して、取組の方向性、行政のデジタル化や多様

な主体との連携推進などにつきまして、幅広く

ご意見を伺っております。

今後、県議会や民間有識者等のご意見も十分

に踏まえながら、本年度中の計画策定に向けま

して検討を進めてまいりたいと考えております。

次に、新型コロナウイルス感染症の感染段階

対応の目安についてでございます。

今後、冬の時期に向けまして、流行の可能性

を考慮いたしまして、国の新型コロナウイルス

感染症対策分科会から8月に示されました指標

等を参考にしまして、本県の医療提供体制等も

踏まえながら、感染状況の段階とそれに対応す

る施策の目安を整理したところでございます。

今後はこの目安を活用いたしまして、県民の

皆様に本県の感染状況をよりわかりやすくお知

らせをするとともに、感染段階に応じまして、

必要な対策を講じてまいりたいと考えておりま

す。

次に、債権の移管についてでございます。

本年4月に設置をいたしました債権管理室に

おきまして、去る7月1日現在におきまして18の
所属から、合計163件、総額約9億8,000万円の

債権の移管を受けた状況にございます。こちら

は債権ごとの時効期間満了日、あるいは債務者

の経済状態や特性、これまでの支払状況等を踏

まえまして、債権の回収や放棄等に向けた取組

を開始したところであります。

併せまして、各所属におきまして、債権管理

等に関する情報提供等も行っているところでご

ざいまして、各所属と連携を図りながら、適正

かつ公正な債権管理に努めてまいりたいと考え

ております。

次に、令和2年7月豪雨災害に対する人的支援

についてでございます。

熊本県に対しまして、医師や保健師等で構成

いたします災害時健康危機管理支援チーム（Ｄ

ＨＥＡＴ）及び県内の医療機関による災害派遣

医療チーム（ＤＭＡＴ）を派遣いたしまして、

被災者の健康管理ですとか、あるいは現地保健

所・保健医療調整本部の業務支援を行いますと

ともに、「被災市区町村応援職員確保システム」

に基づきまして、熊本県の球磨村に対しまして、

県内市町と連携いたしまして延べ242名の職員

の短期派遣を行っております。それによりまし

て、避難所の運営ですとか、罹災証明、道路の

応急復旧等にかかる業務支援を行ってきた状況

でございます。

9月1日からは災害復旧・復興事業を支援する

ために、熊本県球磨村に中長期の職員派遣を開

始いたしまして、10月1日以降、4名が業務に携

わる予定でございまして、引き続き被災地の一
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日も早い復旧・復興に向けまして支援をしてま

いりたいと考えております。

次に、障害者雇用についてでございます。

これまで障害者の受験資格を見直すなど採用

を拡大するとともに、障害のある方にとって働

きやすい職場となるように環境整備を進めてい

る状況でございます。

知事部局におきましては、障害者雇用率につ

いて、本年6月1日現在では2.74％という状況で

ございまして、昨年の2.53％に引き続きまして、

法定雇用率2.5％を上回っている状況にござい

ます。

今後とも、障害者雇用の推進に積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

次に、綱紀の保持でございますけれども、先

般、平成27年度、平成28年度、平成30年度にお

きまして長崎県職員互助会が交付するクラブ活

動に関する助成金を不正に受給した職員に対し

まして、令和2年度7月17日付けにおきまして停

職6月の懲戒処分を行いました。

また、平成31年度に自身が事務局長を務めて

いた任意団体におきまして、私費による立替払

いや決裁文書の偽造等を行って職員に対しまし

て、同じく7月17日付けにおきまして減給2月の

懲戒処分等を行いました。

職員の服務規律の確保につきましては、これ

までも再三にわたり周知徹底を図っている中で、

職員がこのような不祥事を起こしたことは、誠

に遺憾でございまして、県議会をはじめ県民の

皆様に対しまして、深くお詫び申し上げたいと

思います。

今後、県民の皆様の信頼を回復するという中

で、職員一人ひとりが法令遵守はもとより、全

体の奉仕者としての高い倫理観を持って行動す

るよう、綱紀の保持の徹底に全力を尽くしてま

いりたいと考えております。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【山口(経)委員長】 次に、危機管理監より所管

事項の説明を求めます。

【荒木危機管理監】危機管理監関係の議案外の

所管事項についてご説明いたします。

お手元に配付しております、総務委員会関係

議案説明資料及び総務委員会関係議案説明（追

加1）の危機管理監部分をお開きください。

今回、ご報告いたしますのは、令和2年7月豪

雨への対応について、台風第9号及び第10号等

への対応状況について、長崎県総合計画チャレ

ンジ2020の数値目標の進捗状況について、新た

な総合計画の策定についての4件でございます。

説明資料の危機管理監部分の1ページ目をご

覧ください。

まず、令和2年7月豪雨への対応についてでご

ざいますが、活発化した梅雨前線の影響により、

県内各地で7月の月間降水量が平年の3倍を超

えるなど記録的な豪雨となり、自然災害として

は、平成21年7月以来、3名の方がお亡くなりに

なられたのをはじめ、住宅浸水、がけ崩れ、道

路の浸水損壊などの被害も多数発生いたしまし

た。

この間の災害対応につきましては、長崎県災

害警戒本部を設置し、大雨特別警報が発表され

た際には、知事を本部長とした長崎県災害対策

本部を設置することで、庁内各部局が一丸とな

って対応に当たりました。

こうした中で、延べ約2,800人の消防団員が出

動し、危険箇所の警戒や避難誘導、行方不明者

の捜索、土嚢積みなどの対応にあたりました。
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また、熊本県に対して、緊急消防援助隊長崎

県大隊を7月7日まで、防災航空隊を7月14日ま

で派遣し、18名の救助を行ったところでありま

す。

近年、全国各地でこうした大規模災害が発生

していることから、迅速かつ適切な災害対応及

び人命救助活動等を実施できるよう、今後とも

関係機関と連携して、防災体制並びに応援体制

の強化に取り組むとともに、本県の受援体制の

整備にも取り組んでまいります。

次に、説明資料追加1をご覧ください。

台風第9号及び第10号等への対応状況につい

てでございますが、台風第9号では8名の方が、

台風第10号では、重症者2名を含む16名の方が

怪我をされたことに加え、9月12日の大雨にお

いては、1名の方がお亡くなりになりました。

また、台風第9号及び第10号では、住家被害

や公共施設被害、農林業関係被害、さらに停電

や断水といったライフラインが停止するという

広範囲にわたる被害が発生したことに加え、9
月12日の大雨においても住家被害や道路陥没、

がけ崩れなどの被害が発生しました。

この間、県としましては、台風第9号及び9月
12日の大雨に対しては、長崎県災害警戒本部を

設置し、対応にあたるとともに、台風第10号に

ついては、当初から知事を本部長とした長崎県

災害対策本部を設置し、国の関係機関等からリ

エゾンを受け入れながら、災害応急対策対応に

あたりました。

災害はいつどこで起こるかわかりませんので、

今回の災害の対応状況を検証しながら災害対策

に取り組んでまいります。

次に、説明資料にお戻りいただき、2ページ

目をご覧ください。

長崎県総合計画チャレンジ2020の数値目標

の進捗状況についてでございますが、令和元年

度末における進捗状況のうち、危機管理監関係

分については、お配りしている資料のとおりで

ございます。

危機管理監関係分の数値目標6項目の令和元

年度の進捗状況は、目標を達成したものが5項
目、目標を達成できず、進捗状況に遅れが見ら

れるものが1項目となっております。

引き続き、最終目標の達成に向けて取り組み、

総合計画の実現を図ってまいります。

最後に、新たな総合計画の策定についてでご

ざいますが、去る6月定例会に「素案骨子」を

お示しし、ご議論いただいたところであります

が、今般、県議会や有識者懇話会でのご意見等

を踏まえながら、施策の具体化を進め、「計画

素案」をお示ししております。

今後も引き続き、県議会や有識者懇話会のご

意見をお伺いするとともに、パブリックコメン

ト等により県民の皆様の声をお聞きしながら、

今年度中の計画策定に向けて検討を進めてまい

ります。

以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【山口(経)委員長】 次に、新行政推進室長より

補足説明を求めます。

【大瀬良新行政推進室長】 新行政推進室から、

新たな行財政改革につきまして、補足説明をさ

せていだきます。

令和2年9月定例会県議会 総務委員会課長補

足説明資料 総務部（新行政推進室）という資料

がお手元にあるかと思います。

その1ページ目をお開きください。

1ページ目左の上の方に、主な背景・視点と
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して記載しておりますとおり、人口減少の進行

やＩＣＴ技術の進展、新型コロナウイルスの発

生など、県政を取り巻く環境というのは大きく

変化をしております。

こういった環境変化を念頭に置きまして、そ

れに前向きに対応しながら、厳しい財政状況の

中でも次期総合計画等を推進していくためには、

限られた資源やＩＣＴなどの新たな技術を活用

するとともに、職員の能力向上や多様な主体、

そして人材がその能力を発揮できる環境づくり

などを進めていくために、新たな計画が必要で

あろうというふうに考えております。

新たな計画の方向性・基本理念としましては、

次期総合計画等を推進していくための行財政運

営の指針として、県民の皆様のために、職員の

共感を得ながら、挑戦する県庁、持続可能な県

庁、スマートな県庁、多様な人材が活躍する県

庁、連携する県庁、こういった方向性を目指し

まして、仕組みを変えていきたいと考えており

ます。

取組の方針としましては、先ほど部長からの

説明にもございましたけれども、「挑戦と持続

を両立する行財政運営」、「行政のデジタル化

と働き方改革」、「多様な主体との連携と人材

育成」を柱といたしまして、具体的な取組項目

を検討してまいりたいと考えております。

裏面にいきまして、2ページ目をご覧くださ

い。

検討の進め方といたしましては、これも先ほ

ど部長からも説明をさせていただきましたが、

取り巻く環境変化を十分に考慮しますとともに、

県議会及び民間懇話会委員の意見等を踏まえな

がら検討を進めてまいります。

策定に向けましたスケジュールとしましては、

県議会や民間有識者からご意見を伺いながら検

討を進め、11月定例会におきまして素案を提出

し、ご議論をいただきたいと考えております。

なお、ここで1点、今、資料の方で、「9月～

行財政改革懇話会」と書いていますが、日程調

整の結果、10月頭になりましたので、10月から

開催させていただきたいと考えております。

また、今後、パブリックコメントで県民のご

意見もお伺いしながら、最終的な案というもの

を2月定例会に提出したいと考えております。

今後、県議会の皆様、それから民間有識者等

のご意見も踏まえながら、本年度中の計画策定

に向けまして検討を進めてまいりたいと考えて

おります。

県民皆様への行政サービスの向上はもとより、

業務効率化や生産性の向上につなげるなど、新

たな計画を策定し、全庁一丸となって県庁の改

革を進めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

私からは、以上でございます。

【山口(経)委員長】 次に、総務部次長より補足

説明を求めます。

【伊達総務部次長】お手元にお配りしておりま

す「新型コロナウイルス感染段階対応の目安」

の資料をご覧ください。

資料を1枚おめくりいただきまして、今回の

目安の策定に当たりましては、7月以降、感染

経路が不明な感染やクラスターの発生が確認さ

れるなど、春先とは感染状況が変化しているこ

とや、これから冬の時期に向けて感染拡大の可

能性も想定されますことから、本県の医療提供

体制を踏まえ、感染状況の変化に応じて、講ず

るべき施策を整理したところでございます。

目安の判断及び取組む施策につきましては、

6項目の指標等を参考に、専門家の意見等も踏

まえながら、総合的に判断してまいりたいと考
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えております。

次のページをご覧願います。

目安の策定に当たりましては、国の新型コロ

ナウイルス感染症対策分科会から8月に示され

ました指標を参考にしておりますが、本県の特

徴といたしましては、国はステージ4までです

が、本県におきましてはステージ5まで設けて

おり、国のステージ4が、本県のステージ5に該

当いたします。

もう一つは、国は、ステージ2には具体的な

判断基準を設けておりませんけれども、本県に

おいては、具体的な判断基準を設けたところで

ございます。

表の左側に記載しておりますステージごとの

6つの判断指標につきましては、国から示され

た指標を基本としておりますが、病床逼迫具合

や新規報告者数、療養者数の具体的指数につき

ましては、本県の確保病床数を考慮した上で設

定をしております。

ステージごとに設定しております指数につい

て、ご説明いたします。

まず、基本となりますステージ3をご覧いた

だきたいと思います。

ステージ3への移行の目安のうち、病床逼迫

具合につきましては、全体、それから重症用と

もに国に準じて確保病床数の25％以上として

おります。括弧の中に記載しております病床数

につきましては、本県の確保病床数をもとに積

算した具体数をお示ししております。

次に、新規報告者数についてですが、確保病

床の25％、56床が1週間に何人の新規感染者が

発生すれば埋まってしまうのかということを逆

算して算定をしております。算定に当たりまし

ては、本県の過去の実績から、新規感染者の約

4割が医療機関に入院し、残りの6割がホテル・

自宅等で療養するということで仮定をいたしま

して、そしてまた、ステージ3には、ステージ2
を経て移行してまいりますので、ステージ2の
段階で発生する新規感染者の約4割の20人が既

に病床を占有しているということで仮定をいた

しまして、56床から20床を差し引いた36床が、

何人の新規感染者で埋まってしまうのかを逆算

して、90人としております。この90人の4割が

入院したとしますと、先ほど申し上げた36床が

埋まってしまうということになります。下の括

弧書きは、1週間を1日当たりに割り戻した数を

お示ししております。

次に、療養者数につきましては、56病床が埋

まってしまう状況下において、1日に全体で何

人が感染し、医療機関・ホテル等で療養してい

るのかということをあらわした指標ですが、同

様に逆算しますと、全体療養者数は140人とな

ります。この4割の56人が医療機関に入院、残

りの84人がホテルや自宅等で療養していると

いうこととなります。

それから、指標の④、⑤、⑥につきましては、

国と同様の指標としております。

次に、一番上のステージ5をご覧願います。

ステージ5は、県下全域において感染者が急

速に増加している段階でございますが、病床逼

迫具合につきましては、全体・重症用ともに、

国と同様に最大確保病床数の50％以上として

おります。括弧の中に記載しております病床数

につきましては、本県の最大確保病床数をもと

に積算した具体数をお示ししております。

その他の指標につきましては、ステージ3と
同様の考え方に基づきまして、それぞれ算定を

しております。

次に、ステージ4をご覧願います。

ステージ4は、特定圏域や特定の業種におい
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て感染者が急速に増加している段階でございま

すが、ステージ3とステージ5の中間段階として、

本県独自に設けております。それぞれの指標に

ついては、ステージ3の約2倍で設定をしており

ます。

次に、ステージ2をご覧願います。

国においては具体的な指標を示されておりま

せんが、本県におきましては、ステージ3の半

分程度で具体的な指標を設定しております。こ

のステージ2には、本県において7月下旬から8
月上旬にかけて感染者が発生いたしましたけれ

ども、大体この頃の感染状況が該当するものと

考えております。

最後に、ステージ1は、ステージ2を下回るよ

うな現時点の本県のような状況を想定しており

ます。

次のページをご覧願います。

ステージごとに講ずる施策でございますが、

ステージ1の段階では、基本的な感染予防の徹

底策として、事業別ガイドラインの遵守や従業

員の健康管理の徹底、新しい生活様式の徹底、

COCOA等の対策アプリ普及促進などについて

実施してまいります。なお、こうした施策につ

きましては、ステージに関わらず実施してまい

りたいと考えております。

ステージ2の段階では、これらの取組に加え

まして、本県独自に注意報を発令し、感染が拡

大している業種や地域への訪問自粛要請、感染

の発生状況に応じた包括的な検査などを実施し

てまいります。

ステージ3の段階では、独自に警戒警報を発

令し、これまでの取組に加え、ガイドラインが

遵守されていない施設などへの事業自粛要請や、

イベントや観光施設等への入場制限などを実施

してまいります。

先にステージ5をご説明いたしますが、この

段階では、独自に緊急事態宣言を発令し、感染

拡大の状況を見ながら、4月の下旬から5月にか

けて実施したような営業時間の短縮要請や休業

要請、イベントの開催自粛、不要不急の外出自

粛などを県下全域で実施してまいります。

ステージ4に戻りまして、この段階では、独

自に特別警戒警報を発令し、ステージ5での施

策を県下全域で実施する前に、特定の医療圏域

や業種などに絞って実施いたします。

なお、離島地域は医療体制が脆弱であるため、

ステージごとの施策の前倒し実施を検討してま

いります。

いずれにいたしましても、ステージ4以降に

なりますと、経済に大きな影響が及びますこと

から、何としてもステージ3までにとどめるこ

とができるよう、必要な取組を進めてまいりま

す。

また、本目安につきましては、ワクチンの開

発状況や本県の病床確保状況の変化等により、

適宜見直しを行ってまいります。

以上で説明を終わります。

どうぞよろしくお願いいたします。

【山口(経)委員長】 以上で説明が終わりました

ので、これより、議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、
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採決を行います。

第113号議案は、原案のとおり、可決するこ

とにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付しております陳情書一覧表のとお

り、陳情書の送付を受けておりますので、ご覧

願います。

審査対象は51、55、56、57、75、77、79、
83番であります。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。

次に、法定報告として、「地方自治法第180
条による知事専決事項報告」、計画案件として

「次期総合計画素案」について、各提出資料に

対する質問を行うことといたします。

なお、質問は提出資料の範囲にとどめ、それ

以外の質問については、個別にご対応いただく

ようお願いします。

それでは、どなたか質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 質問がないようですので、

次に、意見書審査を行います。

今回、「公明党」会派から「地方自治体のデ

ジタル化の着実な推進を求める意見書 案」提出

の提案を受けておりますので、事務局より文案

の配付をお願いします。

〔意見書案の配付〕

【山口(経)委員長】 それでは、麻生委員より、

意見書提出についての提案、趣旨説明等をお願

いします。

【麻生委員】 今回、私たち公明党として、「地

方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意

見書（案）」を提出させていただきました。

今回のコロナウイルス関係について、改めて

デジタル化が遅れているということが浮き彫り

になってまいりました。菅政権になっても、早

速デジタルの関係についての関連にしっかりと

取り組むということになってまいりました。

今回、特別給付金が支給されましたけれども、

マイナンバー制度の中で、財源と個人の口座が

ひもついてないということで、大変な混乱を招

いたことは承知のとおりでございます。

今回、このようなことを含めて、国並びに地

方自治体のデジタル化を進めなくてはならない。

また、この県庁でも新たにＩＣＴ化も含めて予

算もついたところでありますけれども、早急に

見直しをして、私たちは4項目挙げさせていた

だきました。

皆さんも危機感を持ちながら取り組まなけれ

ばならないと思っておられると思いますので、

ぜひこの意見書に対してご賛同賜りますことを

お願い申し上げたいと思います。

以上、趣旨説明としたいと思います。

【山口(経)委員長】 ただいま説明がありました、

意見書 案について、ご意見等はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 ご質問等もないようですの

で、意見書の提出について採決を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時 ４分 休憩 ―

― 午前１１時 ４分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。
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「公明党」会派提出の「地方自治体のデジタ

ル化の着実な推進を求める意見書 案」を提出す

ることに、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、「公明党」会派提案の「地方自治体

のデジタル化の着実な推進を求める意見書 案」

については、提出することに決定されました。

なお、文案の作成等については、いかがいた

しましょうか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願います。

換気のために休憩いたします。

11時15分より再開いたします。

― 午前１１時 ６分 休憩 ―

― 午前１１時１５分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。

議案外の所管事務一般について、どなたか質

問はありませんか。

【麻生委員】議案外の関係ですので、質問通告

しておりますので、お尋ねしたいと思います。

危機管理監関係について、お尋ねしたいと思い

ます。

台風9号・10号が本県にまいりました。実は、

10号では、50年に一度というよりは、未曽有の

台風ということで相当なアナウンスがありまし

て、避難所が、ホテルもそうでありますけれど

も、避難所が想定した以上に足らないという状

況が起こりました。

今後の対策として、教訓としながら、今回の

状況はどうだったのか、そして、今後どのよう

な対策を各市町に対して徹底が行われるのか。

もちろん、コロナの3密の関係もありましたの

で、こういうことについての状況も含めてお尋

ねしたいと思います。

【近藤危機管理課長】 今回の台風10号におけ

る避難所の設置、運営に関してでございます。

市町の所管ではございますけれども、県といた

しましては、当初から、大型で強い勢力を持っ

ているということもありましたので、多くの避

難所を開設するよう、コロナ感染症対策も含め

て依頼をしておりました。

結果的に742施設、これは当初の計画の約1.5
倍ぐらいの開設をされたようです。台風9号に

比べれば約2.9倍、3倍近くの避難所を開設して

市町も対応していただいたところですが、その

742施設のうち、満員が139施設ございました。

19％ほどです。

そうした中でも、やはり満員によって別の施

設に移らないといけないとか、コロナ関係の対

策も本当に十分だったかどうかと市町に対して

は、今後とも、今回の避難所の対応を次の教訓

に生かせるように、私どもとしても、そのヒア

リング等を今からやっていくようにしておりま

すので、対策を踏まえて、今後の防災体制にし

っかりと対応してまいりたいと思っております。

【麻生委員】 今回は、通常の1.5倍という状況

でありましたし、急遽、足らないということで

増設されたという状況かと思います。

その中で心配なのは、対応する職員の対策で

すね。職員の不足がありますし、特に女性の関

係については、職員の中に一部女性を交えてい

ただきたいと、女性の視点でと、そういう状況

も、意見が出ておりましたので、ぜひいろんな

形で、災害があるたびに対策がとられておりま

すけれども、事前のこの教訓を受けながらしっ

かりと対策を、相互に連携しながら、足らない

ものは補完しながら、県としても対策をお願い



令和２年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２９日）

- 98 -

したいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【堤委員】障害者雇用のことについてお尋ねを

します。

法定雇用率2.5％以上、昨年、そして今年は、

昨年以上の雇用率を達成されたということです

けれども、この障害者雇用の知事部局での数と

か、いろいろな障害の種類があるかと思います

が、どういうふうになっているのか、お尋ねし

ます。

【大安人事課長】 知事部局におきます、本年6
月1日時点におきます障害者の雇用状況でござ

いますが、正規職員が60名、会計年度任用職員

が31名、計91名の方がおられます。

障害の内訳といたしまして、身体障害者が74
名、知的障害者が4名、精神障害者が13名とな

っております。

【堤委員】ありがとうございます。正規職員も

会計年度任用職員もいらっしゃって、それぞれ

身体障害、知的、精神と、以前よりも合理的配

慮といいますか、通勤をしやすい状況であった

り、あるいは受験しやすい採用枠の拡大であっ

たりと、そういうことを進められていると思い

ますけれども、この障害者雇用をずっと続けて

いく上でいろんな課題があるかと思っているん

ですが、どういった問題があるのか、お聞きし

ます。

【大安人事課長】障害のある方にそれぞれの職

場で意欲・能力を発揮しながら活躍していただ

くというふうなことにおきましては、やはり障

害の方に合ったいろんな合理的な配慮を行って

いったり、また、周りの職員等の理解といった

ところ、そういったことを深めていきながら、

働きやすい職場環境をつくっていくということ

が大事なことだろうと思っております。

そういった観点から、例えば職場環境の整備

として、視覚障害者の方に対しては大きいパソ

コンディスプレイであるとか、拡大画面ソフト、

そういったところを配備したりとか、また、車

いすを利用されている方には、その方に合うよ

うな事務机の配置といった就労支援機器の整備

でありますとか、また、知的障害者の方におき

ましては、ワークサポート室あたりを設けまし

て、支援員による助言、サポートを行いながら

業務を行っていただいているようなところもご

ざいます。

併せまして、相談窓口を置いたり、また、職

員向けに理解を深める研修等も行っております

ので、こういったことをしっかり取り組んでい

きたいと考えております。

【堤委員】やはり周りの一緒に働く、同じ職場

の皆さんの理解というか、それぞれの障害の特

性をよくわかって対応していただく、そういう

ことがないと、なかなか働き続けることが難し

い状況になったりするのではないかなと思って

いますので、今後もそういうきめ細やかな配慮、

対応というのをよろしくお願いしたいと思いま

す。

勤務ですけれども、フルタイムとか、短時間

とか、あるいは週何日勤務とか、そういった違

いがあるのでしょうか。

【大安人事課長】 正規職員については、基本、

常勤ですのでフルタイムです。会計年度任用職

員におきましては、やはりその時間ということ

の中で、フルタイムということだけでなく、い

わゆるパートタイム的な形での時間数というこ

との中で、それぞれ勤務時間というのは設定さ

れているところでございます。

【堤委員】 ありがとうございます。今後も、こ
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の雇用率を上回って、本当に多様な働き方、多

様な雇用の場の確保に向けて、障害者雇用に取

り組んでいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【大久保委員】 先ほど新型コロナに関しては、

感染段階の目安ということで、5つのステージ

に分けた説明が次長の方からありました。非常

にわかりやすいと思います。今後、未知の感染

症の可能性というのも十分ありますので、しっ

かり対応していただきたいと思います。

同時に、自然災害、昨今は多発をしておりま

して、そういう中で、ご承知のように、今年の

7月には、県内も大雨の被害がありました。私

の地元の諫早市も、一級河川の本明川が、あわ

やオーバーフローするんじゃないかというぐら

いの状況だったんですね。そういうときに、各

自治体が、災害時に発令をする避難勧告、ある

いは避難指示というのが非常にわかりにくいと

いうようなことがありました。

そうこうしていたら、先日は報道で、来年の

年明けあたりは、国会で災害対策基本法を改正

して、これを一本化するというような報道も流

れてきたわけでありますけれども、今の法律で

言うと、避難勧告も避難指示も、警戒のレベル

は同じ4なんですよね。そこらあたりの区別と、

それから、県内の自治体がその辺の判断を、差

があっては非常に困ると思うんですよね。だか

ら、そこらあたりの認識をお伺いしたいと思い

ます。

【近藤危機管理課長】避難勧告、避難指示につ

きましては、災害の危険から住民を守るため、

市町村長が発令する住民への避難行動を促す情

報のことであります。

今、委員のご指摘のように、同じレベル4と

いうことで、非常にわかりづらいというご指摘

がある中で、国の方も避難指示に一本化しよう

とする動きがあるということは承知をしており

ます。

市町においても避難勧告、避難指示につきま

しては、それぞれの発令の基準を設けて、発令

をしていると承知しているところであります。

【大久保委員】こういう法律も半世紀以上続い

ているということでありまして、この数年は毎

年多発をしておりますから、わかりにくいこと

は、やっぱり国に対してきちんと指摘をしなが

ら、そして県として、各自治体の認識に差がな

いように、恐らく法律の改正があって、県も取

りまとめをして、そして、県内の各市町に通達

もしていくんでしょうけれども、ある町は、今

で言うと避難勧告のレベルでしたけど、ここは

同じように降って避難指示でしたとか、そうい

うことがあってはいけないと思うんですよね。

一本化を機会に、なるだけ早め早めに避難を進

めるということで、何もなくて当たり前ですか

ら、だから、やっぱり早めに住民の皆さんにそ

ういう行動をとっていただけるような、そうい

う方針をしっかり打ち出して伝えていただけた

らというふうに思います。

【近藤危機管理課長】委員ご指摘のとおりだと

思っております。

県としましては、災害から住民の命を守る行

動をとっていただくためにも、避難指示という

形で一本化されたものを十分周知、広報を行い、

しっかりとした避難対策に取り組んでまいりた

いと思っております。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山口(初)委員】 通告しておりましたので、質

問させていだきます。

先ほどから話があっておりますように、7月



令和２年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（９月２９日）

- 100 -

の豪雨、あるいは9号・10号の台風と、今年は

多くの風水害が県を見舞いまして、災害が発生

したわけでありますけれども、その中でも諫早

市の轟峡の遊歩道の崖崩れ、土砂崩れでお母さ

んと娘さん2人が犠牲になられております。

そういうことで、あそこは県立公園内であっ

て、市が管理しているところでありますけれど

も、長崎県としてどのように受け止めて、今後

どう関わりを持っていかれるのか、お尋ねをし

ておきたいと思います。

【近藤危機管理課長】 去る7月25日、諫早市高

来町の轟の滝に向かう遊歩道で崖崩れが起きま

して、委員ご指摘のように、家族3人が巻き込

まれて、うち2人、お母さんと下の娘さんが命

を落としたという痛ましい事故がありました。

この事故につきましては、7月豪雨とにより

1,000ミリ近い雨量を観測されておりましたけ

れども、当日は、丸一日雨が降っていない中で

の崖崩れであり、非常に予測も難しい状況であ

ったと承知をしているところであります。

諫早市では、9月24日に再発防止の検討委員

会を設置されたというふうに承知しておりまし

て、県といたしましても、その調査結果をもと

に公園管理者や必要な関係機関とも情報を共有

して再発防止に努めてまいりたいと思います。

また、改めて、大雨で地盤が緩くなると、雨

が降ってなくても土砂崩れが起こるということ

がはっきりとしましたので、それを十分周知、

広報してまいりたいと考えております。

【山口(初)委員】 ありがとうございます。今回

の事故は7月25日、7月25日は諫早の大水害が起

きまして、ちょうど63年目の記念日だったんで

す。そういうことで慰霊祭をやろうということ

で、大久保委員も参加しておりましたけれども、

始まる直前に、消防署の幹部の方から、この事

故が起きたということで報告がありまして、こ

れは、本当に痛ましいことが発生しましたもの

ですから。

予測としては、2日前まで雨が降っていたん

ですが、豪雨がぴしゃっとやんで、その日はい

い天気の状況だったんです。そういう中でもこ

ういう事故が起きると。

私も現場を見に行きました。轟の滝に皆さん

も行かれたと思いますが、あそこに下っていく

遊歩道ががぼっと土砂に埋まってしまっている

わけですね。そこに、本当に残念ですけれども、

ご家族の方がそばに、恐らく休日だったのかお

いでになっていたという状況ですが、そういう

意味では、いずれにしても再発を防止しないと

いかんというのが、やはり大きな課題だと思い

ます。

そういう意味で原因を究明しないといかんし、

あるいは、現地も今から復旧しないと、一般の

皆さんがおいでになりますので、上の県道は、

もう通行止めが解除されていまして、ただ、中

に入るのは、まだ入っていけない状態に、通行

止めがされています。そういう状況ですので、

一刻も早く、原形復旧を含めて、県も指導して

いただかないといかんのじゃないかと思ってお

りますので、そこのところをいま少し見解をお

示しいただきたいと思います。

【近藤危機管理課長】 県立公園でありますが、

実質管理そのものは諫早市の方で行っていると

いう中で、県として何ができるのかというとこ

ろにつていは市と十分協議、連携を取りまして

対応していく。そして、再発防止につきまして

は、それが今後二度と起こらないよう、各関係

機関と十分連携を取りたいと考えております。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【中島(浩)委員長】 債権管理室にお伺いします。
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これまでは債権管理については各部局でやら

れていて、部局によっては支援する側が、逆に

債権を管理しなきゃいけないという、非常に担

当者の方もやりにくい状況だったんじゃないか

なと思っております。

そういうこともあってか、債権管理室が4月
に設置された時点で、163件、金額は9億8,000
万円ということで移管を受けたところでござい

ますけれども、今回、知事の専決処分において、

50万円以下の債権については債権放棄を行わ

れたということでございます。ただ、9件の127
万円にとどまっているという状況を踏まえると、

まだまだ放棄すべき債権があるんじゃないかと

いう状況だと判断しますけれども、どういった

状況でしょうか。

【田尾債権管理室長】 お答えいたします。

ます、お答えさせていただく前に、今回、専

決ということで、9件、127万円専決処分させて

いただいたという報告をさせていただきました。

これは、本年2月の定例県議会におきまして、1
件50万円以下の権利の放棄、これを知事の専決

処分に属する軽易な事項に追加をいただきまし

た。感謝を申し上げます。ありがとうございま

した。

このことを踏まえまして、債権管理室におき

まして、7月1日現在で移管を受けた債権、今ご

案内のとおり、163件、9億8,000万円移管を受

けました。これを早速、その中身の精査を始め

ましたところ、現時点で、破産免責等によりま

して、明らかに債権放棄するしかないと判断で

きたものが9件、127万円ございました。

それ以外はというお尋ねでございますけれど

も、この163件につきまして債権の判定をいた

しました。Ａ判定、Ｂ判定、Ｃ判定という判定

をいたしまして、Ａ判定は徴収可能性がありと、

Ｂを飛ばしましてＣ判定が、今回の分も含まれ

ますが、債権放棄、不納欠損するしか方法がな

いと思われるもの、これはＣ判定、その間に属

するもの、どちらともまだはっきり言えない、

Ｂ判定と、大きくこのＡ、Ｂ、Ｃという判定を

いたしました。

Ｃ判定、債権放棄、不納欠損するしかないと

考えられるものが45件ございました。金額では、

約9,300万円ほどでございます。

ただ、これは、今まさに中身を一個一個精査

していっておりますので、今申しました約9,300
万円が全て債権放棄になるとは限りません。ま

た、逆に「徴収可能性があり」と判断したＡ判

定につきましても、状況によりましてはＢ判定、

もしくはＣ判定に移動するということもあろう

かと思っております。

【中島(浩)委員長】それが45件ということです

ね。

今回の50万円以下ということがネックにな

っている案件もあるんじゃないかと思いますけ

れども、今後、50万円以下という専決処分の上

限をもうちょっと上にやるという検討は、今後

どうなんですか。

【田尾債権管理室長】今のご質問でございます

けれど、今回、50万円以下につきましては知事

専決で処分できるというふうにしていただいた

ばかりでございますので、我々債権管理室とし

ましては、今後でございますけれど、同じよう

に50万円以下で債権放棄すべきものも出てま

いろうかと思っています。そして、50万円を超

過するもの、これは従来どおり議案として上程

させていただくことになるわけですが、こうい

ったものも出てこようかと思います。

状況を踏まえまして、場合によりましてはお

願いさせていただくことはあるかもしれません
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が、現状では、今、50万円以下については専決、

それ以外、50万円を超えるものについては議会

の皆様方の議決を要するという形で、当面は臨

んでみたいと思っております。

【中島(浩)委員長】 できれば、45件ということ

で、これは明らかに無理だという案件につきま

しては、ずっと、無駄な労力じゃないですけれ

ども、そういったことでおざなりになっている

状況だとすれば、早い段階で判断されるべきだ

と思いますので、その取組はよろしくお願いし

たいと思います。

時間がありませんので、消防に関してですけ

れど、消防体制の見直しをされるということで、

各市町を回っている中で、条件的に非常に難し

いじゃないかというお答えがあっていると聞い

ておりますが、その辺の取組状況についてお伺

いいたします。

【宮﨑消防保安室長】 本年6月に長崎県市町消

防広域化推進計画を策定し、それに基づきまし

て、現在、離島の消防体制についての調査研究、

それから、本土におきますと、県南部、県北部

におきまして、地域において研究会を開催し、

地域ごとの課題、それに対する対応策の検討、

研究を始めたところでございます。

今やっています調査、それから協議会に基づ

きまして、今後、消防体制を維持、強化してい

く上で広域化、もしくは各消防本部の連携協力

が必要ということになってまいりましたら、そ

れに基づきまして、さらに進めてまいりたいと

思いますので、いましばらくはこの調査研究、

それから協議を続けてまいりたいと思っており

ます。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【前田委員】マイナンバーカードについて質問

を、昨日、地域振興部にしたんですけれども、

そこで終わる話かなと思ったんですけれども、

職員の普及率については総務部ということなの

で、改めて質問させてもらいます。

6月定例会においてマイナンバーカードの取

得推進について質疑をし、総務省の通達として

県の職員は率先して取得するようにという通知

が来ているはずだという話の中で、本庁並びに

県警、教職員の方の取得率を尋ねたわけです。

その中で、県警が非常に高かったということ、

80数％を取得しているということを含めて、ど

のような取得の啓発をしたのかということも含

めて確認する中で、県庁職員も努めてほしいと

いうことで要望していたんですが、その後の取

組と、取得がどれぐらい進捗があったのかにつ

いて、ご答弁いただきたいと思います。

【大安人事課長】委員ご指摘がありました職員

のマイナンバーカードの取得の状況でございま

す。

まず、8月末時点で調査を行った結果から先

に申し上げさせていただきますと、知事部局に

おきます県職員の交付申請率は59.5％でござい

ます。6月定例会の際にお答えさせていただき

ました、3月末時点でしたけれども、あのとき

が36.3％でございましたので、23.2％の増とい

う状況になっております。

この間、職員のカード取得の勧奨に向けては、

昨年度来、いろんな会議の際に取得勧奨を所属

の方にお願いしますとか、いろんな国からの通

知等を周知等も行ってきたところであります。

今年度は、改めまして取得状況調査を行う際

に、カード取得の趣旨を記載したものを各職員

に配布しますとか、また、未申請というふうな

回答の職員に対しては、個別に取得勧奨を行う

ような取組も行いました。また、職員に対して

の情報発信といたしまして、新たに詳細なスマ
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ートフォン申請の方法でありますとか、あと、

マイナンバーカードの安全性に関する国の資料、

また、各市町における時間外、休日窓口の状況、

そういったものを、申請につながるような内容

のものをきめ細かく発信をしたところでござい

ます。

引き続き、また、取得促進に取り組んでいき

たいと考えております。

【前田委員】ありがとうございました。短期間

に取得率が伸びたなということで、頑張ってい

ただいているということを感じました。

ただ、昨日、市町村課の中で、取得すること

が最終目標ではないですから、当然それをどう

活用していくかという中で、市町村課が答弁し

たわけですけれども、市町村課は、当然、各市

町に対して推進に向けて推奨しているという話

だったんですけれども、「県として、マイナン

バーカードをどう活用していくかということの

検討をしていますか」という質疑に対しては、

「これから」というような答弁があったわけで

すが、活用については、市町村課で、多分、担

当部署としてどうなのかなという思いの中で、

ぜひ今回お願いしたいのは、そうやって、これ

からの取組を含めて、今答弁があったわけです

が、ただ単に取得しましたかということだけで

はなくて、職員さんは各部署、部署におられる

わけですから、その方たちから、じゃ、県とし

てどんな活用が考えられるかみたいなアイデア

というものを同時並行してとっていただき、そ

れを総務部の企画になるのかわかりませんけれ

ども、そういったところの中で、活用について、

本県独自の検討をしていくということを要望し

たわけですが、このことについて、もしよけれ

ば、総務部長、一言ご答弁いただければなと思

います。

【大田総務部長】 お答えいたします。

マイナンバーカードの関係、ご指摘のとおり

でありまして、まずは取得の促進ということで

取り組んでおりますけれども、いかに中身をい

いものにするとかという視点が重要だと考えて

おります。

現状、これもご案内のとおりでありますけれ

ど、どうしてもマイナンバーカードの関係、市

町もその業務を利用、活用していくといった視

点が強くなりがちでありまして、実際、その業

務としてもそういう状況にあると思っておりま

す。

一住民としてという観点も必要ですし、ある

いは県庁の中の仕事として、何か活用ができる

ところがあるかといったアイデアにつきまして

は、ご指摘のとおり、庁内でも意見を募ってみ

たいと思います。

【前田委員】部長の答弁を了としますが、まさ

しく市町でどんな検討していくかということに

かかっているかと思うんですが、ぜひ、全国の

中でも先行事例等が出ていますから、そういう

情報収集も、庁内の担当とする部署の中で集め

ていただいて、情報提供しながら、そしてまた、

知事がスクラムミーティング等をやる際に、そ

ういうことも共通認識として持って取り組むと

いうことをお願いして、質疑を終わりたいと思

います。

ありがとうございました。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

【山本(啓)委員】 地域振興部でも質疑をいたし

ましたが、台風9号・10号についてお尋ねした

いと思います。

避難所の混雑や課題については、先ほども質

疑が交わされました。10号のことをまず若干聞

いてみたいと思いますけれども、今回、気象庁
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からアナウンスがあって、しばらく時間があっ

て、それに備えるという形、いわば待つという

状態での対策だったと思います。

市町・県の職員の方々には大変な負担があっ

たと。それは、やはり多くの方々が選択肢が多

くあって、そして、自らの家庭環境や生活環境

に即した場所に避難しようとする。そのリクエ

ストが高まれば高まるほど、また、行政がそれ

に応えれば応えるほど、行政職員の方々に非常

な負担がかかったと。

他方で、地域の自主防災組織や消防団などの

取組をされている方々も、今回のような場合は、

何かが発生したことに対応するのではなくて、

発生することを待つ状態でありますから、なか

なか活動の仕方というのが難しかったんだと思

います。

しかしながら、これからはこういったことも

想定しながら、併せてコロナウイルス対策も同

時進行でしながらやっていく。ぜひ、今回の件

は、先ほども麻生委員とのやりとりにもありま

したけれども、しっかりと全庁的な形をとって、

情報の集約や、また、21市町との連携を果たし

た上での分析などもしていただきたいと思いま

す。

もう時間がありませんので質問したいと思い

ますが、いつから備えるかといえば、平時の時

から備えるしかないわけで、それはこれまでも

やってきたんですね。けれども、そういったこ

とが、これまでの延長線上にある事態ではない

という認識を私は持っていますので、改めて今

回の取組や情報の収集ですね、いつまでにどう

いった協議を行っていくのか、具体的な取組に

ついて答弁をいただきたいと思います。

【近藤危機管理課長】具体的な日程等はまだは

っきり決めてないところでありますけれども、

できるだけ早い段階で各市町を回る、もしくは

テレビ会議等によりヒアリングを実施していき

たいと思っております。

市町へ避難の想定の人数がこれまで以上に増

えたのではないかということと、避難所の開設

数、そして避難所の収容、そういったものも含

めた形で幅広く検討をする必要があろうかと思

っております。

【山本(啓)委員】 常時そこにある施設を避難所

として活用していくのか、そのときだけ特設で

つくっていくのか、また、そこに配置するスタ

ッフは要るのか要らないのか、コロナがこのま

ま続くということを考えれば、コロナに限らず

ウイルス対策というのはこれからも考えていく

必要があろうと思いますので、ひょっとすると、

従前の施設では面積や避難をする定員も変化が

されていく。

ぜひ、今回の総合計画などの取組においても、

先ほども申し上げましたが、これまでの延長線

上にない事態でありますので、新たな覚悟とし

て、しっかりとした計画のつくり込みをいま一

度考え直す必要があろうかというふうに思いま

すが、いかがですか。

【近藤危機管理課長】総合計画の中でも、コロ

ナの対策というものを踏まえながら、盛り込む

必要があるというふうに承知しているところで

ありますが、特に、今回の台風10号の対応とい

うのは、やはり今までにない分散避難により避

難された方もいらっしゃいますし、行政側の対

応、職員の対応、そして、地域の皆様方もそれ

ぞれに多少なりともできる範囲で避難所の運営

でやっていただければなというようなところを

含めての地域の応援体制も含めて、いろんな形

で協議をする必要があろうかと思っており、そ

れに対応してまいります。
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【山本(啓)委員】 私は、今回、10号で現場を見

て痛感したのは、やはり責任ある立場の方々の

負担が大きくなっているというところです。行

政職もしかりですけれども、地域のリーダーも

しかりです。そういった方だけが負担を負って、

自らの家族などの避難に関わることができない、

そういう事態があったということをしっかり受

け止めていただきたいというふうに思っており

ます。

終わります。

【山口(経)委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、危機管理監及び総務部関係の審査結果に

ついて整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５０分 休憩 ―

― 午前１１時５０分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、危機管理監及び総務部関

係の審査を終了いたします。

引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５１分 休憩 ―

― 午前１１時５２分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。

これより、決算審査の日程について協議を行

います。

それでは、審査の方法について、お諮りいた

します。

協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。

― 午前１１時５３分 休憩 ―

― 午前１１時５４分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。

予算決算委員会総務分科会の決算審査の日程

については、お手元に配付いたしております「審

査日程案」のとおりでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように決定させていただきます。

次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５５分 休憩 ―

― 午前１１時５５分 再開 ―

【山口(経)委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願いたいと存じます。

これをもちまして総務委員会及び予算決算委

員会総務分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午前１１時５６分 閉会 ―



１０月５日

（追加上程議案審査）
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和２年１０月 ５日

自  午前１０時 ８分

至  午前１０時２６分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

分 科 会 長 山口 経正 君

副 会 長 北村 貴寿 君

委 員 小林 克敏 君

〃 山口 初實 君

〃 前田 哲也 君

〃 中島 浩介 君

〃 山本 啓介 君

〃 大久保潔重 君

〃 吉村  洋 君

〃 麻生  隆 君

〃 堤  典子 君

〃 浦川 基継 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

総 務 部 長 大田  圭 君

財 政 課 長 早稲田智仁 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ８分 開議 ―

【山口(経)分科会長】 皆さん、おはようござい

ます。

ただいまから、総務分科会を開会いたします。

これより議事に入ります。

本日、上程された予算議案につきましては、

予算決算委員会に付託されておりますので、予

算議案の関係部分を総務分科会において審査す

ることとなっており、本分科会として審査いた

します議案は、第121号議案「令和2年度長崎県

一般会計補正予算（第8号）」のうち関係部分

であります。

なお、理事者の出席範囲につきましては、付

託議案に関係する範囲とし、お手元に配付して

おります配席表のとおり決定したいと存じます

ので、ご了承をお願いいたします。

【山口(経)分科会長】 それでは、予算議案を議

題といたします。

総務部長より、予算議案の説明を求めます。

【大田総務部長】本日、追加提案いたしました

第121号議案「令和2年度長崎県一般会計補正予

算（第8号）」のうち総務部関係部分について、

ご説明申し上げます。

総務部の「予算決算委員会総務分科会関係議

案説明資料（追加1）」をお開きいただければ

と思います。

今回の補正予算は、台風第9号及び第10号に

より被害を受けた農業、漁業の生産者等に対し

まして、経営継続のための施設復旧等を緊急的

に支援するために必要な予算を追加しようとす

るものでございます。

歳入予算は、繰入金2億8,739万6,000円の増

という形になっております。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。
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【山口(経)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、予算議案について質疑を行います。

質疑はありませんか。

【麻生委員】 1点だけお尋ねしたいと思います。

今回の災害については、緊急予算であります

から、速やかに私たちも支援したいと思います

けれども、今回の予算は財政調整基金から支出

されているということで、この前の委員会でも

残額が40億円程度しかないという状況であり

ますけれども、これについて、災害資金ですけ

れども、別途、手当てができるのかどうか。今

回、コロナもありますけれども、災害関係につ

いての対応ということで、国からの補助金だと

か、農水関係の議案でありますので、そういっ

たことについての支援とか補助メニューはない

んでしょうか、その点お尋ねしたいと思います。

【早稲田財政課長】今回の台風災害に係る復旧

予算ということで、今回、財政調整基金からの

繰り入れということで緊急的に措置しておりま

す。例えば、ほかの財源を当てる場合において、

農林部におきましては、被災後すぐに国に対し

まして要望を行いまして、7月の豪雨災害であ

りますと国庫補助金などが充当されるケースも

ありますので、それに準じたような形で、まず

は国庫補助金を獲得できないかということを要

望しております。

また、一般財源の場合におきますと、局所的

な災害においては、特別交付税の特殊事情とい

うことでも国に対して事情を申し述べることが

できます。これについては年明けぐらいに詳し

いヒアリングになるかと思いますけれども、ど

れだけ局所的な災害によって地方負担が生じた

のかということについて特別交付税の特殊事情

ということで、こちらについても地方財源措置

について要望してまいりたいと考えております。

【麻生委員】端的に言うと、この財源はなかな

か見当たらないと。だから、財政調整基金を崩

して緊急に当たるんですよという話だと理解し

ます。

問題は、今後、年度末に近づいた時に残額が

出てきて、後、補塡されるんでしょうけれども、

改めて財政調整基金の厳しい状況の中でありま

すので、しっかりと効果的な状況になるように、

もちろん、現場の皆さんもいち早く対策をとっ

て生産を上げたいという思いは共感いたします

ので、改めて財政調整基金を含めて財源の関係

についてしっかりと目配りをお願いしたいとい

うことで要望しておきたいと思います。

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【小林委員】年度途中の財政調整基金の取り崩

しというのは、台風9号、10号に充当するとい

うことになろうと思いますが、そういう年度途

中の取り崩しというのは県単独で措置すると、

こういうようなことになって、今も麻生委員か

らお話があったとおり、国に対して要望をし続

けると。国の制度資金、あるいは災害に対する

ところの支援対策等もあるわけでありましょう

から、国に対して要望活動は直ちにやったとい

うような答弁を今いただきましたけれども、こ

この見通しとか、これからどうなっていくのか、

その辺についての見込みについてのご答弁をお

願いしたいと思います。

【早稲田財政課長】 今回の台風第9号、台風第

10号による農業施設、漁業施設への被災につき

ましては、例えば、先ほどご答弁申し上げまし

たけれども、令和2年7月の豪雨災害のような場

合だと、全国的なケースですので国庫補助の適

用が速やかになされておりますけれども、被害

状況を見てみますと、特に本県の被害状況が大

きかったということで、その国庫補助の適用と

いうのが、例えば、農業施設の復旧であります
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とか、そういったものについてどうなるかとい

うのは、速やかに国に要望いたしましたけれど

も、引き続き、そこについては今後の復旧状況、

それから被害状況の把握というものも詳細に行

いまして、改めて県としても要望してまいりた

いと考えております。

また、特殊事情ということになりますと、先

ほど話にございましたように、一般財源につき

ましては、特別交付税の措置というものについ

てもしっかりと総務省に対して求めていくとい

うことを行いまして、この基金の取り崩しが少

しでも圧縮できるような形で対応できるように

したいと考えております。

【小林委員】災害に対して国に要望し、国の支

援をいただくというようなことは当然と言えば

当然です。ただ、今回の台風9号とか10号を見

ておりますと、全国的とか、あるいは九州全体

とか、そういうところに被害が多く発生してい

るわけではなく、どちらかというと長崎県が主

体的になっていると。ここのところが、国が果

たしてそういう制度資金とか支援対策を行って

くれるかどうかということについては、非常に

疑問が生じてくるわけであります。

ですから、直ちに国に要望しているんだと。

国に対して、それぞれ関係者を通じながら国に

強く働きかけると。何といっても財政が厳しい

状況でありますから、これはもう自然災害で何

とも言えない状況でありますので、やっぱり国

に対してしっかりやってもらいたいと、ここの

ところは重ねて要望を、ひとつしっかりやって

いただくようにお願いをしたいと思うわけであ

ります。

そこで、これも麻生委員から、財政調整基金

も非常に少なくなってきていると。現在、残高

は42億円ですね。こういう状況にありますから、

ここのところについて一体これから、まだまだ

自然災害は起こるであろうと、あるいはコロナ

対策だってどうなるかわからないと。こんな中

で長崎県の財政は本当に持ちこたえることがで

きるのかと。これはもう誰しもが心配をしてい

るわけです。

特に、この間から、この委員会の総務部の質

疑の中において、県税の収入がコロナの悪影響

を相当受けるだろうと。こんなようなことを指

摘し、ただしたところでありました。

地方消費税をはじめとして、いろいろな影響

がある中で、トータルして71億円ぐらいの減収

が見込まれるんじゃないかと。令和2年度の当

初予算においては、県税収入を1,227億円ぐらい、

そういう過去最高の見込みをされておりました

ので非常に楽しみにしておったわけです。とこ

ろが、こういう状況になってきて、もう71億円

が減収になっていくという状況でございまして、

この基金をこうして取り崩さざるを得ないと。

こんな状況がずっと続きますと、長崎県の財政

は一体どうなっていくのかと、本当に心配が重

なってくるわけです。

特に、財政課長は、総務部長はその当時まだ

いらっしゃらなかったけれども、当然、引き継

ぎでその辺のところはしっかり勉強されている

と思いますが、私の一般質問の中で、こうやっ

て基金を取り崩しながらやっていく、こんな状

況の中で果たして長崎県はどうなっていくのか

という質問の中において、中村知事は、「もう

これからは基金を取り崩すことなく長崎県の財

政運営をやっていくんだ」と。こんなようなこ

とが果たしてできるのかと、こんなようなこと

を尋ねた経過があります。

ですから、今回、幾らぐらい取り崩しをやっ

ているかということで、先ほどいただいた資料

で3基金の状況を見ましたら、かなり取り崩し

ているんですね。令和元年度末の残高が約214



令和２年９月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１０月５日）

- 109 -

億円あったんですね。その214億円の中で、い

わゆる令和2年度の当初予算で142億円も取り

崩しているじゃありませんか。同時に、この間

のコロナ対策で9億7,000万円、こういうような

状況で取り崩して約10億円。

こんな状況の中で、3基金合わせて、財政調

整基金は42億円だけれども、全部で62億円しか

ないんですよ。これをいわゆる年度当初にいろ

いろ取り崩して、最後の年度末で調整をすると

いうやり方でやってくるところだけれども、な

んと、これが県税の収入だけでも、この間、明

らかにされたように71億円が減収になってく

るわけでしょう。そうすると、財政調整基金の

積立金はどこから生まれてくるのか、財政調整

基金の積立金がどこから生じてくるのかと。こ

れだけ景気が低迷し、これだけ様々なコロナの

影響がある中において、これはなかなか難しい

と思うんです。

だから、これまで基金を取り崩さないで県の

財政運営をやっていくんだと、こういうような

ことにきちんと方向づけをされておりましたけ

れども、今回ばかりは、いろいろ最終的に執行

残とかいろいろあるかもしれんけれども、かき

集めても、果たして基金の積立金としてどれく

らいやっていくだろうかということを非常に懸

念しております。

ですから、今回の台風被害についても、わず

か3億円近くではあるけれども、これを何とか

して国にお願いをし、もう本当に我々、長崎県

というのは、こういう厳しい環境の中にあると

いうこと、ここをしきりに強調して何とかやっ

てもらわないと、基金に頼らず、基金を取り崩

さず、県の財政をやっていくんだという話は、

もうここで実は風前のともしびになっていくわ

けです。

こういうようなことを考えておりますけれど

も、総務部長か財政課長、どちらでもよろしい

んですけれども、こういう基金の見込み、今回

は取り崩さざるを得ない、年度末に期待ができ

ないと、積立金としてと。こういうようなこと

で、どうしても九州知事会、あるいは全国知事

会等々において、今回の臨時交付金みたいな、

国の財政も大変ですけれども、国の財政イコー

ル、これはもうパンクすると。こういう状況に

なってくるわけだから、もう限界がありますけ

れども、しかし、自然災害でありますから、こ

の辺のところについてはどういう見解をお持ち

か、お尋ねしておきたいと思います。

【大田総務部長】 お答え申し上げます。

今年度内の財政運営についてということでご

ざいます。

今年度、先ほどご紹介いただきましたとおり、

税収において減収が生じるということは、今、

予想しておりますけれども、こちらにつきまし

ては、先日、ご答弁申し上げましたとおり、で

きる限りの手当てをしていきたいと考えており

ます。

特に、地方消費税につきましては、今、制度

上、減収補塡債という起債を打てないものです

から、そこについて制度改正をしっかり要望し

ていきたいと思っております。

また、今後、発生し得るコロナ関係のところ

につきましても、今、ご指摘をいただきました

とおり、国の財政、厳しい中ではございますけ

れども、やはり臨時交付金といった財政的な手

当てをしっかりとまた要望していきたいと考え

ております。

繰り返しになりますけれども、災害の関係も

国に対して、局所的な災害の制度というのがな

いという状況ではございますけれども、それを

どうにか特例的にでも適用いただけるような形

で要望していきたいと考えております。
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今、ご紹介いただきましたとおり、財政調整

基金は非常に厳しい状況にあると承知しており

ますので、少しでも有利な財源活用をあらゆる

ところでしっかりと考えてまいりたいと思って

おります。

  以上でございます。

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第121号議案については、原案のとおり、可

決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【山口(経)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。

予算議案の審査結果について整理したいと思

いますので、しばらく休憩します。

― 午前１０時２５分 休憩 ―

― 午前１０時２５分 再開 ―

【山口(経)分科会】 分科会を再開いたします。

これをもちまして、総務分科会をを終了いた

します。

大変お疲れさまでした。

― 午前１０時２６分 閉会 ―
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